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１．議事日程 

  〔平成３１年第１回安芸高田市議会３月定例会第１２日目〕 

 

                             平成３１年 ３月 ４日 

                             午 前 １ ０ 時 開 会 

                             於  安芸高田市議場 

 

日程第１  会議録署名議員の指名 

日程第２  一般質問 

 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１７名） 

    １番    新 田 和 明     ２番    芦 田 宏 治 

    ３番    玉 重 輝 吉     ４番    玉 井 直 子 

    ５番    山 根 温 子     ６番    前 重 昌 敬 

    ７番    石 飛 慶 久     ８番    児 玉 史 則 

   １０番    山 本   優    １１番    熊 高 昌 三 

   １２番    宍 戸 邦 夫    １３番    秋 田 雅 朝 

   １４番    塚 本   近    １５番    金 行 哲 昭 

   １６番    青 原 敏 治    １７番    水 戸 眞 悟 

   １８番    先 川 和 幸 

 

 

３．欠席議員は次のとおりである（１名） 

    ９番    大 下 正 幸 

 

 

４．会議録署名議員 

   １５番    金 行 哲 昭    １６番    青 原 敏 治 

 

 

５．地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

  市 長  浜 田 一 義  副 市 長  竹 本 峰 昭 

  教 育 長  永 井 初 男  総 務 部 長  杉 安 明 彦 

  企 画 振 興 部 長  西 岡 保 典  市 民 部 長  広 瀬 信 之 

  福祉保健部長兼福祉事務所長  大 田 雄 司  産 業 振 興 部 長  猪 掛 公 詩 

  産業振興部特命担当部長  青 山   勝  建設部長兼公営企業部長  蔵 城 大 介 

  教 育 次 長  土 井 実貴男  消 防 長  山 平   修 

  会 計 管 理 者  兼 村   恵  八 千 代 支 所 長  佐々木 早百合 

  美 土 里 支 所 長  寄 実 正次郎  高 宮 支 所 長  児 玉   晃 

  甲 田 支 所 長  宮 本 智 雄  向 原 支 所 長  新 谷 憲 三 
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  総 務 課 長  高 藤   誠  財 政 課 長  河 本 圭 司 

  政 策 企 画 課 長  行 森 俊 荘 

 

 

６．職務のため議場に出席した事務局の職氏名（４名） 

  事 務 局 長  岩 﨑   猛  事 務 局 次 長  森 岡 雅 昭 

  総 務 係 長  國 岡 浩 祐  専 門 員  小 島 佳 宏 
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～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１０時００分 開議 

○先 川 議 長  定刻になりました。 

 ただいまの出席議員は17名であります。 

 定足数に達しておりますので、直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第１ 会議録署名議員の指名 

○先 川 議 長  日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第86条の規定により、議長において15番 

金行哲昭君、及び16番 青原敏治君を指名いたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

      日程第２ 一般質問 

○先 川 議 長  日程第2、先日に引き続き一般質問を行います。 

 一般質問の順序は通告順といたします。 

 それでは質問の通告がありますので、順次発言を許します。 

 1番 新田和明君。 

○新 田 議 員  おはようございます。 

 1番 新田和明でございます。 

 通告に基づき、大枠3点について質問いたします。 

 まず最初に、今後のＷｉ－Ｆｉ整備について質問いたします。 

 Ｗｉ－Ｆｉとは、インターネット回線から無線を使って、通信をパソ

コンや携帯電話、タブレットやゲーム機などへ送信し、接続することと

御理解ください。 

 現在、国が携帯電話会社へ指導する中、携帯電話の毎月の使用料と携

帯本体代を組み合わせ、請求していることについて、基本料金を値下げ

して携帯本体代と分離する方向性が指導され、それに伴い、携帯本体代

金が高くなると予想されております。 

 携帯電話料金見直しで、格安スマホや中古端末といった安く使用でき

る携帯端末を選択すると、必ずＷｉ－Ｆｉ環境が必要となる仕組みとな

っております。 

 また、Ｗｉ－Ｆｉは防災と高齢者や子供たちの防犯や見守りに現在も

また未来においても必要となる環境でございます。そして、2020年の東

京オリンピック、パラリンピックを中心に、さまざまなＷｉ－Ｆｉ整備

が予定され、注目すべき点でもあります。 

 1月現在、市内のＷｉ－Ｆｉ設置状況は、防災系8カ所、1基あたり月1

万4,040円、さらに観光系が5カ所で月1万2,960円が毎月の必要経費とな

っております。また新たに5カ所の設置が計画されております。 

 災害対策や観光振興に取り組む本市においては、さらなるＷｉ－Ｆｉ

の増設が必要と予想されますが、今後どのようにお考えか伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 
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 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  おはようございます。 

 ただいまの「今後のＷｉ－Ｆｉ整備」についての御質問にお答えをい

たします。 

 現在、安芸高田市として設置しているフリーＷｉ－Ｆｉは、防災系、

観光系合わせて13カ所でございます。本年度、新たに観光系として、土

師ダムサイクリングターミナル及び、たかみや湯の森に設置をしたとこ

ろでございます。来年度の予定といたしましては、防災・観光系として、

道の駅あきたかたに設置する計画を立てております。 

 それ以降の予定につきましては、各施設での利用状況、未設置の施設

からの要望等を踏まえ、検討していきたいと考えております。 

 いずれにいたしましても、今後、防災・観光系を含め、あらゆる分野

でＷｉ－Ｆｉ環境が求められると考えております。 

 御理解を賜りますようお願いしたいと思います。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 新田和明君。 

○新 田 議 員  次の質問に入ります。 

 多文化共生を理念として、他の市町に先駆けて推し進める本市は、外

国人の人口が増加傾向にあり、取り組みの成果が出ているように思いま

す。技能実習生や留学生は、Ｗｉ－Ｆｉ環境が整っている国や地域から

来られております。多文化共生の推進プランにも書かれていますが、他

市町から本市へ移住・定住を推し進める中において、安心して利用でき

るＷｉ－Ｆｉ環境の支援策が必要と考えますが、市長のお考えを伺いま

す。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「多文化共生のためのＷｉ－Ｆｉ環境支援策」についての

御質問にお答えします。 

 現在、法人を除く、お太助フォン・あじさいネットを新規申し込みの

世帯に、10万円を限度とした2分の1の市の補助制度を創設しております。

この制度は、外国人の方も対象となりますので、積極的な広報に努めて

まいりたいと考えます。 

 なお、法人におきましては、技能実習生を受け入れた企業が必要に応

じて、福利厚生の一環として、会社の経費で寮などに無線ＬＡＮを接続

されているのが現状でございます。 

 議員御指摘のとおり、移住・定住を進める環境整備の一つとしてＷｉ

－Ｆｉ環境施策が大切であると考えておるところであります。Ｗｉ－Ｆ

ｉ環境は、多文化共生だけでなく、災害時の通信手段の確保、観光等の

誘客や全市民への利便性の確保にもかかわることから、慎重に検討して

まいりたいと考えております。 

 これから、オリンピック等、外国人の方々もたくさん来られますけれ
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ども、受け入れるためには、もうＷｉ－Ｆｉというのは必須条件である

と、今後まだキャッシュレスとかいろいろあるんですけれども、こうい

うことについては必須条件でございますので、外国人が好きとか嫌いじ

ゃなしに、我が国は、このまちを活性化していくためには必須の課題と

考えておりますので、どうか御理解を賜るようにお願いいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 新田和明君。 

○新 田 議 員  必須の課題ということで、市長も御理解いただいとるということで、

よくわかりました。 

 次の質問に入ります。 

 第2次安芸高田市観光振興計画では、31年度が最終年度となっており、

農業体験型の民泊、ゲストハウス型の民泊や空き家・お寺を活用した生

活密着型民泊など、さまざまな企画を展開していかれると思います。 

 総務省の調査では、外国人が日本で困ったことの中で、先ほど市長も

おっしゃいましたが、46.6％の方が無料の公衆無線ＬＡＮ環境が整って

いないと挙げられています。 

 快適に宿泊できる選択肢の一つとしてＷｉ－Ｆｉは欠かせないと考え

ますが、再度市長のお考えをお伺いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「民泊におけるＷｉ－Ｆｉ整備の必要性」についての御質

問でございます。 

 御指摘のとおり、民泊先におけるＷｉ－Ｆｉの整備は、インバウンド

を初め、宿泊者にとって大切な利点であると認識をしております。 

 本市におきましても、安芸高田市民泊・交流・定住促進活動応援補助

金を創設いたし、民泊等の活動に対して、20万円を上限とした補助金を

交付しているところでございます。 

 その中で、無線ＬＡＮ整備の導入経費につきましても対象といたし、

促進の一助としているところでございますので、御理解を賜りますよう

お願いをいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 新田和明君。 

○新 田 議 員  次の質問に入ります。 

 31年度施政方針の中に、市民総ガイド構想・ホスピタリティで相互満

足とありますが、外国人の移住者や観光で訪れた外国人旅行者に対し、

市民全体でスマートフォンやタブレット端末の翻訳機能を活用し、コミ

ュニケーションを高めていくことは、有効な手段だと思います。 

 触れ合う機会が予想される子供たちや高齢者には、翻訳システムの理

解が必要なので、スマートフォンやタブレットの使い方を指導できる人

材が不可欠になると考えます。 

 31年度、50台のタブレットを購入されることとなっていますが、この
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タブレットを有効に活用するには、研修可能な公共施設へのＷｉ－Ｆｉ

設置と指導者の育成が必要だと思いますが、市長のお考えを伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「市民総ガイド構想・プログラミング教育のためのＷｉ－

Ｆｉ設置」についての御質問でございます。 

 現在、公衆無線ＬＡＮ、フリーＷｉ－Ｆｉの整備施設は、クリスタル

アージョ、高宮田園パラッツォ、甲田ミューズ、生涯学習センターみら

いなどに設置をしておりますが、いずれの施設も無線エリアは玄関及び

ホワイエ周辺までで、会議室や研修室ではＷｉ－Ｆｉが使用できないの

が現状でございます。 

 私もＡＩ時代を生きるための環境整備として、Ｗｉ－Ｆｉ設置は大切

であると考えます。各施設の利用頻度を調査し、必要な箇所から整備し

てまいりたいと考えております。 

 御理解を賜りますようお願いいたします。 

 御指摘のこういう研修場所とかの整備につきましては、これから今設

置していることの利便性を考えながら、随時やっていきたいと思います。 

 職員につきましても、そういうことが指導できる体制づくりを考えて

いきたいと思いますので、御理解を賜りますようお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 新田和明君。 

○新 田 議 員  大小かかわらず、さまざまな研修所でここは必要だというところにつ

いては、どうか市長、設置をお願いしたいと思います。地域については、

基幹集会所とか、地区集会所等ありますので、ここは必要だなと思うと

ころは、どうか御検討いただきたいと思います。 

 そこでちょっと提案なんですが、Ｗｉ－Ｆｉについてお聞きしました

が、いろいろと。官民一体となった、このような提案はいかがでしょう

か。 

 本市は全域に光ファイバー網をめぐらせていただいております。また、

お太助フォンも約、現在1万世帯に設置されております。お太助フォン

の横に設置しているモデムっていう、このくらいの機械があるんですが、

この機器を利用し、小型の公衆Ｗｉ－Ｆｉっていうのを環境が実はつく

れると思いますが、その辺について若干お話させていただきます。 

 20人規模の接続であれば、十分利用が可能です。観光系のＷｉ－Ｆｉ

1基あたり、先ほどお話しましたが、月1万2,960円の経費が必要であり

ます。あじさいネットだと月の使用料金が4,500円程度で可能となりま

す。さらに、中国ブロードバンドサービス、先ほどのあじさいネット、

民泊事業者や宿のオーナー、またもしくは安芸高田市で分割すると、月

の使用料金が何と1,500円前後という形になります。セキュリティや利

用方法については、取り決めが必要とはなりますが、あじさいＷｉ－Ｆ

ｉとして本市は他市に先駆けて設置されてはいかがでしょうか。市長の
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お考えを伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な御提言ありがとうございます。 

 私ども、このＷｉ－Ｆｉっていうのは全部、本当言ったらもう観光と

か、防災だけじゃなしに、全市民ということが大事と考えております。

だけれども、これをやると経費もかさむんで、今慎重に検討してるわけ

でございますけれども、基本的にはもうそういう時代になってると思い

ます。 

 議員御指摘のように、お太助フォンを活用した小型のＷｉ－Ｆｉとい

うのは非常にいいことだと思います。市民の方々にこれを活用したＷｉ

－Ｆｉというのは大事だと思いますけれども、このことも国の今補助制

度とかを踏まえて、ちょっと勉強したいので、課題としてしっかり受け

とめていきたいと思いますので、どうか御理解を願いたいと思います。

やめたというんじゃなしに、しっかり勉強してから、また次答えさせて

もらいますので、どうかよろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 新田和明君。 

○新 田 議 員  Ｗｉ－Ｆｉ環境が整うということは、そこで生活する市民の皆さんに

情報提供や防災、防犯の大きな役割となり、そんな環境が整っている安

芸高田市になれば、大きな魅力になると思います。市長何とぞ御検討よ

ろしくお願い申し上げます。 

 次の質問に入ります。 

 観光ＰＲについて質問します。 

 観光資源が豊富な本市において、6町の施設を一緒に案内するのは難

しいと思います。明年、開業を予定されている道の駅では、観光案内人

が観光客に合ったルートプランを提案されると思います。私はさらに本

庁庁舎入り口付近に、観光案内所を置くことで、観光客や市民に安芸高

田市を再認識していただくことになると考えます。 

 観光資源や特産品、神楽文化や毛利元就の歴史、サンフレッチェ広島

や湧永レオリックなどの展示や、ＶＲ、バーチャルリアリティを使い、

あたかも現実世界のように体感できる機器を設置することで、歴史や文

化を体感し、最低限の予算で最大の効果が得られるコーナーを設置され

てはいかがでしょうか。 

 ここでいうバーチャルリアリティとは、例えたらボタンを押すと、目

の間に神楽会場があらわれ、立体映像とともに、自分があたかもその中

に一緒におるという3Ｄというか、立体的な表現ができるという意味で

ここは御理解ください。そんな環境をつくり出すことが可能となります。 

 また、現在設置されている観光案内版の利活用と、誰でも立ち寄りた

くなるようなカフェ的な、おしゃれな案内所を開設することはできない

でしょうか。 
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 1月に吉田高校の学習発表会がありましたが、高校生の発表で、若い

人たちに関心を持ってもらうために、自分たちの力でＳＮＳを使い、安

芸高田市のよさを広めたいとありました。 

 神楽や毛利元就など、市民や学生が安芸高田市を満足したら、ＳＮＳ

を使って本市のよさを広めてくれると思いますが、市長のお考えを伺い

ます。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「本庁庁舎内における観光案内所の設置」についての御質

問であります。 

 議員御指摘のとおり、市民や市内学生が本市のよさを実感し、それを

市外に発信をしていただけることが何よりの発信媒体となると考えてお

ります。そうした中で、2020年開業の道の駅の情報発信棟では、市観光

協会が入り、本市の観光窓口の拠点を整備していくこととしております。

ここには、観光コンシェルジュを整備いたし、市内観光案内だけではな

く、再度本市を訪れていただけるよう懇切丁寧な対応をしていきたいと

思います。 

 本庁庁舎内の観光案内所につきましては、まずはその拠点を整備した

後で検討していきたいと考えております。 

 また、本年度におきまして、観光ポータルサイトの見直しを行い、サ

イトを閲覧した方が、本市を訪問したくなるようなデザイン・構成・演

出・情報・機能を付加していきたいと思います。観光振興に、これから

もつなげてまいっていきたいと思いますので、御理解を賜りますように

お願いいたします。 

 これも、先ほどの御質問と同じように、バーチャルリアリティのボタ

ンを押したら、観光が出るというのは大事なことなんで、こういうシス

テムをどうしていくかと、今考えていますが、まず基本の施設を一貫で

きるんかと。道の駅から、やっぱりたかみやの湯の森とか、湯治村とか、

郡山とか甲立古墳とか、つなげることが一番大事なことなんで、このこ

とは順次やっていきたいと思います。 

 とりあえずは、県の拠点を道の駅の中につくろうとしているというこ

とです。そこからいかに、甲田とか向原とか、また高宮、美土里につな

がっていくかということでございますので、御理解をしてもらいたいと。

こういうようなサイトをしっかり利用しながら、観光振興にもつなげて

いきたいと。たかが、道の駅とか、田んぼアート言うんじゃなしに、こ

のことがしっかり連携をとって結ぶことが安芸高田市の観光振興につな

がると考えておりますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 

 しっかりとしたシステムをつくっていきたいと、かように思います。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 新田和明君。 

○新 田 議 員  市長がおっしゃることはよく理解してるつもりではあります。市長も
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よく会合とか、例えば記念式典、それからいろんなイベントでスマート

フォンで、Ｆａｃｅｂｏｏｋにアップされてますよね。そのアップした

くなる、そういった形を今安芸高田市はさまざまなところでしっかりつ

くってくださってるんで、であるならば、先ほど高校生とか、市民の方、

特に女性の方に評価されるっていうのが、一番の安芸高田市に住みたい

なと思ってくださる最高の要因になるかなと思いますので。 

 どうか道の駅の後とは言わずに、前でも結構なんで、どうかそういっ

たことを再度御検討していただきたいなと思います。 

 市民の意見箱の中に、こんなのが投稿が入っておりました。 

 しわ寄せを感じない心優しい安芸高田市であってほしい、愛を感じる

安芸高田市を望むというコメントが入っておりましたので、どうか一つ

一つが細かい手を打っていくということが大事なことだと私もこれを見

ながら感じましたので、どうか今できること、今支援があって活用でき

ることは最大限に生かすということだけを、再度御検討いただいたらな

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

 次の質問に入ります。 

 安芸高田市のキャッシュレスについて質問いたします。 

 キャッシュレス、聞きなれない言葉だとは思うんですが、先ほど市長

もおっしゃいましたが、現金を電子化にして、っていう意味合いなんで

すが、電子化にして仮想通貨とも呼ばれてますが、そこの部分について

質問させていただきます。 

 私は1月に知人と神楽門前湯治村に宿泊しましたが、クレジットカー

ドが使えないことに驚きました。市内の主な観光施設の神楽門前湯治村

だけではなく、たかみや湯の森、土師ダムサイクリングターミナル、エ

コミュージアム川根において、クレジット支払いが利用不可と聞きます

が、キャッシュレスが進む中で、市の観光施設の今後の対応について市

長に伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「主な観光施設でのクレジット支払い利用」についての御

質問にお答えします。 

 議員御指摘のとおり、本市の主な観光施設におきましては、現在のと

ころクレジットカードで支払いはできない状態でございます。 

 今後におきまして、クレジット導入については、メリット、デメリッ

トを整理いたし、観光施設の指定管理者と検討していきたいと思ってお

ります。 

 この外国人を受け入れるための、Ｗｉ－Ｆｉとかキャッシュレスとい

うのは、必須の課題だと思います。我々が好きとか嫌いじゃなしに、こ

れをしてないともう外国の人が来てくれないっていうことなんで、これ

真剣に考えて、やっぱり観光振興につなげていくためには、このキャッ

シュレスというのは、これからは必須の課題だと思います。 
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 全くまだやっていないので、市民の方々の御理解とか、施設の理解も

かかりますんで、ちょっと時間を要すると言ってるわけでございまして、

このことについては必須の課題でございますので、これから真剣に取り

組んでいくということで御理解してもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 新田和明君。 

○新 田 議 員  まだ準備をされてないということで、わかりました。特に今安芸高田

市は、東京で神楽公演されたり、広島市の中心部において、安芸高田神

楽をされていらっしゃるとか、さまざまな関東圏もしくはパリコレで神

楽を公演されたりとかいうことで、海外からの観光客を招き入れる対策

として、1日でも早い環境整備をここは希望しますというところで、市

長に必ずやってほしいということだけ御理解ください。よろしくお願い

します。 

 次の質問に入ります。 

 本市が計画している体験型民泊や地域周遊型観光などで、地域の消費

活性化が生じてまいります。また、外国人観光客や若年層に代表される

来訪者の変化から消費の質、量の変化を確実に取り組むことが重要であ

ります。そのためには、キャッシュレスの環境整備が必要ではないでし

ょうか。 

 日本クレジット協会の観光立国推進に向けた報告書の中で、クレジッ

トカード決済での購入単価は、現金決済に比べて1.7倍という調査結果

もあり、キャッシュレスの環境を整備することによって、宿泊が拡大し、

地域消費額の取り込みを大きくすることができます。 

 そこで、民泊事業者や商工業者に一定の制約の中で企業のキャッシュ

レス補助を検討することはできないでしょうか。市長のお考えを伺いま

す。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「企業に対するキャッシュレスの補助の支援」についての

御質問にお答えします。 

 国におきましても、10月1日から予定されております消費増税や2020

年オリパラのインバウンド対策として、キャッシュレス化の導入促進を

本格的に取り組み始めました。 

 その中身といたしましては、消費者に対して、キャッシュレス利用に

対するポイント還元をふやすことや、キャッシュレスの決済導入業者に

対して、利用手数料の削減や補助制度を打ち出しております。 

 また、キャッシュレス決済端末の導入費用につきましても、実質0円

になるような補助制度を検討しているようでございます。そうした国の

動向を踏まえ、これからも検討していきたいと思っております。 

 御理解を賜りますようお願いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 
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 新田和明君。 

○新 田 議 員  1日も早いキャッシュレスの体制を確立するということをやっていた

だく中で、今はインターネットの世界なんで、東京が今やっていること

は、この瞬時にここ安芸高田市で見ることができる。そういったインフ

ラを活用することができるという時代に入ってるんで、どうか1日も早

い、そういった設置、情報なり、整備をお願いしたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 32年、国では自治体ポイント導入へ検討されています。先ほど市長の

言葉の中にもありましたが、本市は導入に向けたお考えはないでしょう

か。ポイントに敏感な年代層を取り組んでいくには、必要施策だと考え

ます。 

 近い将来、クレジットカードのポイントや携帯電話御利用ポイントな

どが、自治体ポイントとして利用可能となり、地域商店やインターネッ

トオンラインでの購入など、さまざまに利用価値は広がっていきます。 

 総務省調べによると、利用可能なポイントが4,000億円相当あり、そ

のうち3割から4割、1億2,000万から1億6,000万円相当のポイントが未使

用なままで、使用されない状況にあります。 

 今後、そのポイントが自治体ポイントとして利用できるカードがマイ

ナンバーカードであります。マイナンバーカードは保険証がわりになっ

たり、今後ですが、図書カードとして使えたり、取り組みはさらに変化

していく予定であります。 

 そこで、本市のマイナンバーカードの発行の取り組みと、今後の活用

方法について、市長のお考えを伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「自治体ポイントの導入について、またマイナンバーカー

ドの活用方法について」の御質問にお答えします。 

 現在、国が進めるマイナンバーカードを活用した消費活性化策におい

て、マイキープラットフォーム及び自治体ポイント管理のクラウド運用

等についての検討が進められております。 

 また、政府では、マイナンバーカードを健康保険証として使えるよう

にすることを盛り込んだ、健康保険法などの改正案が閣議決定され、ま

すますマイナンバーカードの必要性が高まっていると思います。 

 こういった状況を踏まえ、マイナンバーカードを活用しての自治体ポ

イントの導入につきましては、国関係機関と協議しながら、問題点を整

理し、検討していきたいと考えております。 

 また、マイナンバーカードの普及につきましては、啓発及びマイナン

バーカード申請補助等を行い、マイナンバーカードの普及促進を図って

まいりたいと思っております。 

 御理解を賜りますようお願いします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 
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 新田和明君。 

○新 田 議 員  今現在安芸高田市で3,893枚、今現在発行されていると。13.521％と

いうことで、お聞きしております。さらに、加速度が進んでいくとは思

いますが、発行に対しての価値観なり、使用用途をしっかり明確にして

いただいて、行っていっていただきたいと思います。 

 国では2025年までには、キャッシュレス決済比率を40％を超えるとい

うことを目標としていると聞いております。図書館、先ほど話をさせて

いただきました図書館、買い物、住宅、保険、介護、公共料金支払い、

公共交通など、さまざまな分野で利用が可能な仕組みであります。担当

課を越えて、どうかプロジェクトチームを組んでいただき、2020年導入

に向けての準備が必要と考えますが、安芸高田市の皆さんが利益となり、

喜んでいただける施策と私は理解しておりますので、どうか今後とも取

り組みをさらなる強化をしていただきたいと、これはお願いをしておき

ます。 

 次の質問に入ります。 

 マイナンバーカードとは異なる方法でのキャッシュレス決済を考えて

みました。スマートフォンアプリを活用し、自治体独自で地域通貨を発

行し、地元消費を狙った地域活性化事業の展開を本市独自の取り組みと

してできないでしょうか。ちょっと言葉は難しいとは思いますが。 

 広島広域都市圏では、24市町でＩＣカードを使って、たまったポイン

トで、買い物や寄附、特産品の交換により、人や経済、情報などを循環

する狙いで、昨年10月より開始となっております。私は、本市独自で金

融機関、商工会、自治体とが連携し、開始することが望ましいと考えま

す。 

 マイナンバーカードのＩＣチップを使わない決済方法としては、スマ

ートフォン利用者が金融機関で、現金を安芸高田ポイントに交換、商工

会加盟店での商品購入時にスマートフォンにてＱＲコード読み取りでキ

ャッシュレス決済、ＱＲコードっていうのがありまして、スマートフォ

ンに表示を出すだけで、そこから自動的にインターネット上で現金がお

支払いをされるという仕組みになります。決済されたポイントは、金融

機関から加盟店へ支払われる仕組みです。 

 本市としては運営手数料の負担は必要ですが、メリットとして、市が

かかわる地域イベントや有償ボランティアなどの支払い方法としても利

用可能となります。さらに、地域活性化の商品券発行時、ポイントとし

て発行することで経費に対する予算を最小限にすることが可能となりま

す。本市独自のキャッシュレスサービス事業を調査・研究する価値は十

分あると思いますが、市長のお考えを伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「地域通貨を活用した地域活性化事業の展開」についての

御質問にお答えします。 
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 地域通貨を活用した地域活性化は、全国でさまざまに実施をされてい

るところでございますが、近年の成功例で言えば、御指摘のとおり、ス

マートフォンアプリを活用した電子型地域通貨の導入が顕著ではないか

と思われます。 

 他の自治体では、来訪される観光客に対し、プレミアム商品券として、

電子型地域通貨を発行し、観光客の誘致と地域経済の活性化を図ってお

られるところもございます。 

 つきましては、市商工会と連携を図り、広島市を初め、全国の事例を

調査研究してまいりたいと思います。その上で、またこの優遇につきま

しては、しっかりと政策展開にも結びつけていきたいと、かように思い

ます。 

 現在、実は、木の駅というのがあるんですが、この木の駅通貨で、県

内で通貨をやってます。これ、小範囲ですけれどもね。もう一つは、広

域都市圏と言いまして、広島を中心とした三原から柳井まで200万都市

構想なんですけれども、この地域の中で、圏域を広うした通貨効果とい

うことを検討してます。こういう経済というのは、地域にこだわらんこ

うにですね、幅広く検討していくのを価値があると思いますので、その

辺を踏まえて、この有効性についてはしっかり考えていきたいと思いま

すので、どうかよろしくお願いしたいと思います。 

 それによっては、また大きなうちの重点施策として、また取り上げる

かもわかりませんけれども、ちょっと勉強させてください。よろしくお

願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 新田和明君。 

○新 田 議 員  人口減少時代を迎える中で、先ほど市長もおっしゃった、移住とか定

住とかを行うとき、また外国人の移住もしくは旅行客に来ていただくと

いう部分で、話をするならば、やっぱりキャッシュレスにしたほうが効

率がいい、手数料がかからない、送金も見やすい、っていう時代になれ

た方が随分いらっしゃいます。検討するとおっしゃっていただいたんで、

どうかこの1年かけてしっかり検討いただいて、できれば大きなきっか

けになるのが2020年オリンピックの年かなと思われますので、どうかよ

ろしくお願いいたします。 

 消費動向も観光面で見れば、今までと違って、有名なところに行きた

いとかいう流れから、市長もいつもおっしゃってましたが、日本食を食

べたいこと、安芸高田市のものが食べたい。もしくは自然環境に触れた

い。3つ目が温泉に入りたいと。本当に角度が違った人の動向、また観

光客の動向になっていっておりますので、そこをどうキャッチしていく

かというのは、本市の取り組みだと思います。 

 最後に、外国人観光客による消費拡大に向けては、キャッシュレス環

境整備が、本当に喫緊の課題と私も理解しております。本市の地域経済

の活性化策として取り組むことが、本当に大切と考えておりますので、
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引き続きの御検討をいただくということをお願いして、私の一般質問を

終わります。 

○先 川 議 長  以上で新田和明君の質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 8番 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  8番 児玉史則です。 

 通告に基づき、大枠2点の質問をいたします。 

 きょうちょっと眼鏡を忘れまして、せっかく作文一生懸命書いてきた

んですが字がしっかり読めんところもありますんで、つまずくかもしれ

ませんが、ひとつ御容赦願いたいと思います。 

 まず、第1点目ですが、豪雨災害での農地復旧対策について伺います。 

 昨年7月の豪雨災害では、農地や水路に土砂が流れ込んだり、頭首工

の崩壊によって、農地に水が供給できない等、農業の復旧にめどがたっ

ていない地域があります。 

 また、農道の崩壊により、農作業に支障をきたし、本年度の稲作への

影響ははかり知れない状況にあります。 

 補助金などで復旧を支援していますが、高齢者には負担が重荷になり、

この災害を契機に農業を諦める農家が出てきております。 

 気候変動による豪雨災害は、今後も所を変えて継続し発生することが

予想されますが、現状の支援ではその都度、離農者を出すこととなり、

耕作放棄地がふえていく可能性があるように思います。自然災害による

離農を防ぐためには、行政による農地農道の原状回復が必須の条件と考

えますが、市長の御見解を伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「平成30年7月豪雨に伴い、被災した農地の行政による原

状回復」についての御質問にお答えします。 

 農地・農業用施設の災害復旧事業につきましては、国庫補助制度を利

用するほか、単独市費で補助事業を対応しております。 

 多くの要望に対しましても、現行のいずれかの補助事業を利用して農

地・農業用施設受益者の支援を行っております。 

 民有施設等でありますので、受益者の負担をいただく必要があること

も御理解していただきたいと思います。 

 また、今後、発生する災害への対応につきましては、被災規模・状況

により、判断する必要がございますが、現状では課題として受けとめさ

せていただきたいと思います。 

 御理解を賜りますようお願いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  この件は、先日も同僚議員の一般質問がありましたから、そういった

ところで、少しそのときの答弁を継続しながら質問してみたいと思うん
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ですが、先ほどありましたように、国庫補助、あるいは市単独費助成と

いうことで、支援をされておるんですが、特に頭首工の崩壊なんかです

ね、これらですと実際には3年から4年、恐らく稲作ができんだろうと思

うんですね。そうしますと、そのやめられてる間っていうのは、米を買

われて、当然農業から手を離されるわけですから、その3年か4年やめら

れた時に米をつくる意欲を失われると。買ったほうがいいんじゃないか

ということにもなると思うんですね、その間で。そういったことになり

ますと、やはり安芸高田市の農政への影響がやっぱり出てくるんじゃな

いかと思います。 

 また、気候変動による災害というのは、ことしの冬を見ましても、私

も経験がないんですが、これぐらい雪が降らなかった年っていうのは私

は初めてでして、そういった意味で考えますと、今からどんな災いが起

こるんか。例えば、冬場に本来なら病害虫なんかは死ななきゃいけない

ですよね。前回の新聞にも出てましたが、ボウフラがことしの冬に死な

なかったと。そうすると、そういったこと考えますと、非常に心配すれ

ば切りがないだろうと思うんですが、非常に心配が多くなるんだろうと

思います。 

 考えなければいけないのは、今後も大規模災害が毎年、場所を変えて、

必ず起こってくるということを想定しなければならないんだろうと思い

ます。そうした場合、ことしの頭首工が崩壊することによって、3、4年

やめられてる。あるいは、また災害が起こると、またそういうことが起

きる。そうなると、どんどんどんどんその稲作をやられる方が減ってく

るんじゃないかと思うんですが、その辺の少しお考えがおありでしたら、

伺ってみたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な提言でございまして、これは大きな問題でございまして、これ

日本国の問題でもあるということですね。我々もこのたびの災害では、

基準に、制度にのった分については、割かし対応したわけです。いわゆ

る災害復旧して、申請して査定をして、国の金も入れてもらうと。負担

につきましても、激甚ということで、負担を少なくしてもらうというよ

うな制度はええんですけれども、このたび一番困ったのは、制度にのら

ない災害もあったわけですよ。国の規模がこまいとか。このことについ

て、実は今度予算の承認してもらいますけれども、大変な金が、算出が

あったと。この分は、平素基金を積み立ててますのでよかったんですけ

れども、こういうことが多々あるわけですよね。 

 それから、今国の大きな流れとすれば、農業というのは受益者負担っ

ていうことになっとるわけです。絶対これ、何でも見てあげにゃって言

う行政いう分じゃないんですね、やっぱり。いわゆる道路つくる場合と、

農業つくる場合というのは、いわゆる受益の度合いが違いますという大

きな流れがございまして、これ、ため池も一緒ですね。じゃけえこのこ
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とをしっかり行政と手厚く見てあげるというのは結構なんだけれども、

予算が伴いますから、うちの中で何を優先するかという議論になります、

今度はですね。職員の給与減していくのがええのか、商業減すんがええ

のかというようなことになってくるんで、相対的にこれは考えにゃいけ

ん問題でございますんで、御理解してもらいたいと。 

 全部、何が何でもやりゃあええっていうもんじゃないんです。ほいで

私の決断は、その中で何をやっていくかというのは、私、執行部の責任

でございますんで、御理解してもらいたいと。 

 このことは市民の方々にも理解を得にゃいけんということです。この

たび、そういうような何でも見てやることにしたら、市内全体の受益者

負担に関して、そういうことを考えができるかどうかいうことです。水

道にしてもそうです。ある程度受益者の負担をいただいてなってるんで

す。全部ただにしてあげたいですよ。気持ちは。気持ちは農業もただに

してあげたい、見てあげたいと、あるんですけれども、そういうことに

いかないところに問題があるっていうことなんですね。そこで御理解し

てもらいたいと。ただ、そうは言っても、市民のことですから、できる

ことは仕組みづくりは考えていかにゃいけんということでございます。 

 こういうことをしっかり皆さんと議論していかにゃいけんと思います

ので、御理解をしてもらいたいと思います。 

 ただ単に、全部見るんだとか、いうようなものは、昔の考えじゃ、今

そういうような行政じゃございませんので、やっぱり見るもんと、見ん

もんとの市長は選択していかにゃいけんと。この選択をすることが私の

施政方針でもあるんですよね。これは市民の方々がどう理解してくれる

かというのは、そういうような形でまた理解してもらわにゃいけんので

すけれども。 

 何もかもというのはまずないと思うんで、どういう形をとったら、見

てあげるかというのは考えていかにゃいけんと思います。で、ある程度

の受益者負担も国の方向としてあるということです。うちだけの制度じ

ゃないということです。我々もこのたびの災害について、全部を見てあ

げたいんですけれども、ほいじゃ何をどうするかというのは、またこれ

からの課題になってきます。だから、これで格好よく市が見てあげます

よと言うことはできないということだけは御理解してもらいたいと思い

ます。 

 きのうの防災会議で言うたんですけれども、やっぱり何か、このたび

の市としてもかなりよその町と違って、単市の支出はしとるんです。制

度のない部分は。ただ、それよりもほかに頭首工とかいろいろあると。

そのことを追求していくと、国で見ればこれは、受益者がおるじゃない

かというところから、受益者負担をもらわにゃいけんようになる。気持

ちは受益者負担なしでやってあげると言いたいんですけれども、これは

商業も農業も全部見てやらにゃいけんということなんで、御理解をして

もらいたいと思います。 
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 非常に私も答えにくい、難しい問題ですけれども、検討せにゃいけん

いうのは大事な問題です。ありがとうございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  国の方針はそうかもしれませんけれども、確かに今市長の御答弁は民

有地である農地っていうのは、災害の原状復旧に対しても何もかも行政

でやることはできないということでしょうけれども。何て言うんですか

ね、民有地であるこの農地が、自己責任が原則のような御答弁でしたけ

れども、自然災害というのは自分ではどうにもならんわけですね。 

 例えば、自分の後継者がいないから農業やめると。こういった場合は

自己都合ですから、それはちょっと事情が異なるんだろうと思います。

そこらはもう自己責任で、これはしっかりやらなければいけない。ただ、

農業というのは、思い起こしてみれば縄文時代からずっと日本の農業成

り立ってきとるわけですが、狩猟民族はよそのところの土地に狩猟に行

ったり、いわゆる自分たちの判断で出ていかなきゃいけない。そこには

自己責任の原則というのは物すごくあったんだろうと思います。 

 ところが我々、いわゆる農業に従事してきとる民族っていうのは、場

所を変えずにずっと仲間で助け合ってきたと。これが農業の基本だろう

と思うんですね。そういった助け合って生活しながら、生活してきたこ

の農業に従事してきた我々というのは、そこの時点でいうと自然災害に

対する責任って、自己責任っていうのはどうも私には違和感があるんで

すが、その辺のお考えのところ、もう一度伺ってみたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私は先ほど申したように、農業の支援が必要ないと言ってるんじゃな

いんですよ。ただ、社会的状況はこうですよと言ってるわけですね。だ

から、農業を助けようと思ったら、やっぱり農業だけじゃなしに、商業

もそうなんですね。大きな産業、皆さんいろんなもんで生活しとるわけ

ですから、そのことのバランスも要りますと、さっき言ったわけであっ

て、うちはほいじゃ農業だけ、全部ですね、ほかに単市で見ちゃると言

っても課題は残るということです。それを申し上げている。 

 ただ、農業を守るためには、やっぱりほかの理由をつくってもいかに

ゃいけんと思うんですよ。例えば、自然環境とか、こういうのがあるか

ら守れてるんだとか。そういう意味においては、ちゃんと国とか連携し

ながら、そういう位置づけをしていかにゃいけんと。ため池もそうなん

ですよ。ただ、ため池だったら、受益者負担言うて、あんたこのため池

を利用してから、利益を得てるじゃないかと。あんたが直しなさいとい

うのが原則ですけれども、このため池が例えば自然環境の生物を保存す

るために役に立ってるとかいうような見地から見れば、また公共性も強

くなってくるんですね。だから、考え方によるんで、我々のこのこまい

市町が考えるような課題よりか、大きな課題をとらえて私は言ってるわ
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けですよ。これ、もっともっと国としても考えていかにゃいけんいう問

題です。 

 貴重な御意見ありがとうございます。こんな議論しとるんは、多分県

下の市町や議会ではないと思います。レベルの高い議論してますんで、

しっかりこれをやっていきたいと。ただ、これはハードル高いといって

言っとるわけですよ。必要じゃないじゃなしに。 

 だから、農業が困ってるから単市で出してから見てやろうとか、これ

はこうだから単市見せと言うんじゃないということです。必要なんです

よ、これ。なんだけれども、課題が多過ぎるということを提案をしてい

るわけです。そのためには、やっぱり市民の方々の説得も要るんで、し

っかりとした論議をしていかにゃいけんということで、御理解をしても

らいたいと思います。よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  それじゃあ、今の安芸高田市の農政、作付面積について伺いたいんで

すが、農水省は19年度に米の生産をやめて、果樹や野菜をつくれば補助

金を出すとか、あるいは米の減反面積に応じて補助金を出すとか、これ

は耕作放棄地でも出すようなことを言ってますが、減反が復活したかの

ような考え方を今言っとるんじゃないんかと思うんです。 

 市長は7割が兼業農家と、安芸高田市は7割が兼業農家と言われてまし

たが、そういった耕作地が、このたびの災害で、新たに耕作放棄地がふ

えてくれば、これは作付面積に影響が当然出るんじゃないかと思うんで

す。あるいは、大規模化していこうと思うときにも当然難しくなってく

ると。 

 こういった安芸高田市が目標にしている作付面積に対して、このたび

の災害の影響、これが一体、どれぐらいになっておるのか。あるいは今

回の災害に対して、原状復旧した場合に、復旧費がどれぐらいになって

るのか。 

 あるいは、今回補助されましたが、それが全体の災害の何％ぐらいの

補助になってるのか。こういったことを算出されないと、なかなか皆さ

んに今話されたような内容っていうのは伝わりにくいんじゃないかと思

うんですが、その辺は算出されとるんでしょうか。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 産業振興部長 猪掛公詩君。 

○猪掛産業振興部長  ただいまの御質問でございますけれども、こちら今回の災害につきま

して、まず補助事業の関係でございます。農地農業用施設では89件の件

数で、金額的には2億5,000万ぐらいの金額になります。それから、林業

施設につきましては、1億2,000万、そういった額でございます。 

 単市の補助事業でございますけれども、小災害の復旧事業については、

申請件数49件、金額で言いますと、1,173万6,000円。それから、今回の

災害について土砂撤去等の単市の事業を創設しましたけれども、その申
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請件数は189件、補助金額の合計は1,942万8,000円というふうになって

おります。 

 補助事業の関係で言いますと、今のような状態でございますが、稲の

作付という面については、これは農業共済組合がまず被災をして、今回

今年度について、農業、水田等が作付できなかった、収穫できなかった

面積でございますが、向原町において約20ヘクタール、それから高宮町

において約3ヘクタール、というふうになっております。 

 それぞれ、土砂撤去等の事業もしておられますので、今年度、新しい

31年度について、どれだけの面積が作付できないかというところについ

ては、現在各農家のほうにお配りしております、農業共済の細目書、そ

ういったところで被災の部分を記入してくださいということで、取りま

とめ中でございますので、3月末にはおおむねの面積が把握できるとい

うふうに認識をしております。 

 以上でございます。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  3月末ということですから、ぜひどれぐらいの作付面積に影響が出る

んか、またそこらで恐らく対応が変わってくるんじゃないかと思うんで

すが、ぜひそういう数値をしっかりと把握していただきたいと思います。 

 今回の市単独費助成は、非常に素早い対応で、この辺は大いに評価し

たいと思うんですよ。ただ、これは平成18年に起こりました、吉田・八

千代への助成が基本となっておるんだろうと思うんですね。そういった

ところで、決められとるというのは、わかるんですが、やはり本来であ

れば、総額費を出して、それの何％ぐらいは補助していくんかという目

安から判断される方法もあるだろうと思います。 

 そういったこともぜひ検討をいただきたいと思うんですが、それから

市長は新年度施政方針で、第一に災害からの復旧復興に全力を注ぎます

と、おっしゃっておりますが、こと、農地の原状回復に向けては、ちょ

っと寂しい言葉のように、言葉だけのように思えるんですが、このたび

の災害に対して、他の市町ですね。他の市町以上に支援をしておるとお

っしゃったんですが、実際には災害の3分の2を復旧する市町もあります

し、全額市の事業でやって、いわゆる耕作者の自己負担0という市もあ

るわけですね。そうしますと、そこにはトップの農業への復旧覚悟のよ

うなものが見受けられるんだろうと思うんですよ。 

 先ほど国の方針があるかとか、いろいろおっしゃいますけれども、自

治体によってはやはり補助のやり方に差があるんですね。そういったこ

とから思いますと、やはり、結果の数字だけ見れば、今回の災害に対す

る復旧に対して、やはり気持ちが薄いんかなと。そういうように思って

しまうんですが、いかがでしょうか。その辺。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 
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○浜 田 市 長  このたびの災害につきましては、まずは国とか県の制度を十分活用す

るということですね。東広島へ行くと、まず、この査定がまだできてな

いところがあるんですよ。そういう業者指導もしてますし、うちも一応

早く復旧の手続を職員頑張ってやってくれたということですよ。こんな

簡単なことかと思うかもわかりませんけれども、県内にはまだ半分ぐら

いが残っとるところがあるんですよ。だから、これもいち早くやってき

たと。 

 それともう一つは、農政ですけれども、いわゆる頭出ししとかんとい

けんのですよ。この国の制度でも。今ごろになって、災害じゃ言うても、

だめなんですよね。だから、国の人に見てもらって、災害という頭出し

は全部してもらいました。今度は災害についても、業者の方々とか、い

わゆるこのコンサルとかいろいろ連携しながら、時期についてはおおむ

ね、ことし中、復旧できる見込みがたったということで進んでると。 

 それから、災害復旧だけじゃなしに、芸備線の活用にしても、向原高

校の支援にしても、これうちしかやってないんで、そういう意味で私は

他市よりか復興しとると言ってるわけでございます。 

 ただ、このたびの受益者負担にしても、激特事業だったおかげで、市

民の負担はかなり少なくはなってるんです。いつもよりは。そうは言っ

ても、やっぱり満足はできないので、そういう支援はしっかりしていき

たいと思うんですけれども、うちの財政状況に応じた支援はしっかりや

ったと自負してますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  災害に対して素早い対応というのは、これは大変感謝しとるんですよ。

今回の補助にしろ、あるいは芸備線にしろ、とにかく市長の動きは非常

に速かったんで、その辺は非常に感謝をしておるんですが、ただ農地の

復旧、早いのは理解はするんですが、その中身に対しては、先ほど申し

ましたように、いろんな市町で、取り組みの中身が違っている。補助の

あり方が違っとるというところで、これが精いっぱいだとおっしゃいま

したが、やはり一番皆さんが困っておられる部分というのを助けていく

というのは、私は行政の一番の役割だと思います。 

 そういった視点から言うと、今のお金の面も言われましたけれども、

まずは優先するのは私はそこじゃないかと思ってるんですね。見直され

たら。待てる事業というのは、ほかにもたくさんあると思います。ぜひ

そういう視点で、農政をどう考えていくかと。 

 せっかく人がつながる田園都市と言っとるんですが、これ安芸高田市

のうたい文句ですよ。 

 残念ながら自然災害が起こるたびに、この田園都市の田園が、離農者

がふえて、耕作放棄地がふえてくれば、これはもはやそういう言葉とは

無縁の町になるんだろうと思うんですね。 

 せめて今回の水路とか、頭首工の崩壊で3年も4年も農業をやめられる
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方、やめなければならない方ですね。せめてこれぐらいの私は手助けは、

ポンプなり電気代なり、全部市でもってやってやるよというぐらいの手

助けは必要じゃないかと思うんです。 

 また、あるいは、今回基金を使われてますけれども、今後災害に対す

る基金の積み上げ方、これらもどう考えていくかです。毎年起こると想

定して、私は考えないといけないと思ってるんですが、そういったちょ

っと2点をもう一度伺ってみたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  被災された方の支援というのは、これ必須の課題ですから、しっかり

していかにゃいけんと。お金だけじゃなしに、今後の方向ですね。どう

いう作物とか、どういうことをして、農業の活性化していくかというの

もございますんで、総合的にこれからものっていかにゃいけんと。その

中で支援できるものはしていきたいと、お金だけじゃなしにね。こうい

うことをしっかりと考えていきたいと思います。 

 それともう一つは、基金とおっしゃいましたけれども、全般的にこの

町はもういつも言ってますように、10年たったら、一つの町が減りよる

んですね、これ。こういう状況の中です。我々も、近隣市町と連携して

16億は戻したんですよ、この間。この分の評価もしてもらいたいと思い

ます。ただ1億残る言うんじゃなしに。 

 今まで、私が市長になる前は、特例債を国が吸い上げると言いよった

んですが、戻しとるんです。ただ、戻しても、景気が悪いので市民は、

こういうことを知っとってんないんですよ。はるか目先のことを、田ん

ぼアートとか、こっちどうじゃこうじゃ言ってくるんで。 

 要は、このこともしっかりこれから見据えて、これから今の体力のう

ちに活性化していかないと、そういうところのお金が出てこんというこ

となんです。 

 何ぼ放っとても、足し算をまじめにやっても、6年たったらこの町は

なくなるという計算になるんです、これ絶対に。人口減ってくるわけで

すから。だから、人口減対策をしっかり頑張ることによって、町の存続

かけていくと。そのことが財政も豊かになって、農業の支援もできると

いうことになります。だから工夫をしながら、やっぱりこれからも考え

ていきたいと。被災を受けておられるんで。 

 現金を何ぼ出したからというんじゃなしに、相対的にやっぱり農業の

仕組みとか、それから農業するためには働く場も要るよと、総合的なま

た応援も考えていきたいと思いますので、御理解してもらいたいと思い

ます。 

 このたび、農業で困ったから100万円やるとか、よそがやっとるけえ

とこういうことじゃなしに、もっとレベルの高い農業支援をしていきた

いと思いますので、御理解してもらいたいと。このまま放っとくんじゃ

なしに、課題抽出しながら、ということです。国のほうも、もう食管法
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が切れて、米を補充しなくなったわけですからね、もう。ちゃんとして

食うていこう思うたら、ちゃんとやっていかにゃいけんと、自分でちゃ

んと食べる方法考えていかにゃいけんということなんで一緒に考えてあ

げたいと思います。 

 そのために、耕作放棄地をどう利用していくかというのが大きな課題

でございますけれども、こういう課題も検討しながら、総合農政を頑張

っていきたいと思いますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  先の話じゃなくて、たちまちの話をしておったんですが、市長の今ま

での質問と御答弁聞いてみますと、やはり民有地はあくまでも災害でも

自己責任が原則ですよというようなところがどうしてもとれるんですが、

それはそういった方向で理解をして、これを皆さんに伝えていかなきゃ

いけないと思いますが、そこのところはぜひいろいろな予算をつけられ

てるんですから、優先すべき項目が何かというのはもう一度しっかり考

えて予算のほうをしっかり御検討いただければと思います。 

 次の質問に移ります。 

 2点目は、行政事務作業の効率化について伺います。 

 第3次職員適正化計画に基づき、職員の削減を進めており、正規職員

から非常勤職員に、内部作業から外部委託にすることで対応しておりま

すが、賃金差による効果はあるものの、事務作業を効率化する省人化へ

の対応はおくれているように思います。 

 外部委託対応や非常勤対応で、事務作業における生産性向上への意識

がなくなり、定型業務や事務処理を効率化する技術の導入がおくれてい

るように思いますが、市長の御見解を伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「行政事務作業の効率化」についての御質問にお答えいた

します。 

 行政事務作業の効率化においての、とりわけ事務作業の効率化による

省人化や、定型業務や、事務処理を効率化する技術の導入がおくれてい

るとの御指摘でございます。 

 議員御指摘のとおり、これらのことは常に注視し、事務事業の効率化

や合理化について、取り組んでいく必要があると感じております。行財

政改革にもつながるものとして、必須科目であると考えますが、全ての

事務が対応できていないのも事実でございます。 

 そうした中、ハード面で言えば、システムの導入がその一つの手法で

ございますが、真に効率化や合理化につながるものであるか、また費用

対効果はどうかの検討も必要でございます。また、ソフト面で言えば、

議員御指摘のように、職員の意識改革も必要でございます。 

 事務事業評価や人事評価など、適切に進める中で、真に必要な事務事



161 

業になっているかの検証に加え、職員のやる気と向上を培っていく必要

があると考えます。 

 いずれにいたしましても、この取り組みについて、庁内協議が活性化

し、少しでも行政事務の効率化、合理化が進むよう努めてまいりたいと

思いますので、御理解を賜りますようお願いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今から検討ということですが、平成23年ですね。7年前になるんです

が、そのときの人件費を見てみると、当初予算で約45億円なんです。平

成31年で37億円。ということは、人件費はこの間に8億円削減されてお

りますから、今の人件費の削減という部分では、これはその費用だけ見

れば、委託とかは別にして、その費用だけ見れば、大いに評価されるん

だろうと思います。 

 一方で、先ほどから申しておりますように、定型業務、あるいは事務

処理。これらは本来、ＲＰＡ、いわゆるロボティックプロセスオートメ

ーション。製造ラインでは、いわゆるハードウエア型のロボットがこう

展開しておるんですが、今はオフィスで事務作業に関しましては、単純

作業をこのＲＰＡが行って、品質向上と作業時間というのは非常に多く

短縮しとるんですよ。非常にいたる企業がどんどん導入しておる。 

 従来のシステムっていうか、今使われてるシステムっていうのは、入

力されたデータを計算する、そういうシステムなんですね。今使われと

るのは。ところが、ＲＰＡっていうのは、実際にキーボードやマウス操

作が全く要らなくなる。それらを自動化することを得意とするシステム

なんですが、これは今持ってる我々のシステムを変えることをしなくて

も、そのまま導入ができるわけです。 

 結局のところ、外部委託や非常勤対応というのは、作業効率は上がっ

ておらんわけですね。一番心配するのは、やっぱり職員の皆さんの手元

から離れて、問題意識っていうか、事務改善意欲がなくなってくる、そ

ういうことにつながっていくんじゃないかと思うんですね。 

 ＲＰＡは手作業を行う、自動記録する方法ですから、導入もしやすい

ですし、こういった事務作業の効率化に今後取り組む必要があると思い

ます。やっぱり少なからず勉強していく必要があるんじゃないかと思う

んですね、こういったことを。その辺の取り組み方、どのようにお考え

でしょうか。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のとおりなんで、行革と言っても、今までのとおりやっと

ったんじゃ、行革にならんと思うんです。働き方改革と言いますけれど

も、これやっぱり今までの仕事、極端に言うたら、市役所来んでもええ

とか、できる仕事があるんじゃないかと。民間の方々はもうそれやって

おられます。こういうこと。行政のほうも、私もやかましく言いよるん
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ですけれども、他の町がこうだからと言うんじゃなしに、本当にどうい

う工夫したら、ちゃんと効率よくできるかというのはあると思います。 

 我々もいろんなこと、今までやっとったのじゃなしに、これからのこ

うしたらできるよと。要は市民の皆さん方にサービスを落とさんように、

工夫しなきゃいけんと思ってます。そういう意味では、私を含めた職員

に、意識改革が要ると思うんです。昔からやっとるけえ、やると言うん

じゃなしに、ということです。 

 じゃけえ、建設部の中なんかでも、私常に言っとることは、例えば職

員が見ていい項目だけ打つっていうのもええかもわからんけれども、委

託になじむこともあるんですよ、行政の監督したら。あなたの車を見る

ときに、東洋工業行ってからハンドルの溶接を見てないでしょ。こうい

うことも行政やってますので、こういう意識改革をしていかにゃいかん

と思うんですよ。ただ、これが必要とか必要でないというんじゃなしに、

委託へなじむものについては、ちゃんと外部へ出していかにゃいけんと

思います。 

 そういう意味では、このＲＰＡなんかいうのは、新候補でございます

んで、取り入れて、しっかり勉強していきたいと思います。 

 今度入ってくる、あしたのチームいうんですかね。これが大手の人事

管理やってるんですよ。今までやっとるんですよ。うちにも人事課あっ

て、やっとる。立てとるんです。それをやるよりか、プロでやったほう

がいわゆるベターな人事管理できますよと言ってるわけです。そういう

ようなことによって、いわゆる効率化した作業ができますよ。効率的な

人事管理を超えて、生産性が上がりますよという議論でございますので、

我々も役所といえども、こういう新興を入れながら、過去のことにとら

われず、しっかりしていって、効率を上げながら市民の負託に応えにゃ

いけんということでございます。 

 そういうこと、全部日本の課題でございまして、今大手さん皆やって

おられます。働き方改革って。 

 先般、富士通がうちに、テレワークで来とるでしょ。これは富士通の

行革をうちが手伝いよるわけです。東京でやるよりか、ここでやったほ

うが人件費安いという議論ですよ。これ、広島県でうちが一番先にやり

ましたよね。県は去年からサテライトオフィス活用やってるんですけれ

ども、こういう趣旨のもとでやってるわけです。こういうことを幹部と

して考えてやってますんで、どういう手法をとったらいいかとか、やっ

たもんがおらんので、こういうことを考えてますんで、またいいことが

あったら提案をしてもらいたいと思います。 

 体壊さんように、今のシステムを使いながら、いわゆる行政経費をい

かに下げるかというのが大きな改革でございます。同感でございますの

で、御理解してもらいたいと思います。 

 このＲＰＡというのは、ちょっと勉強してみたいですね。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 
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 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  意識改革、全くおっしゃるとおりで、いろいろそこが一番の大事なと

ころだと思うんですね。ぜひ取り組んでいただきたいと思うんですが、

それにはやっぱり今我々が住んでる、このつながるネット社会ですよね。

こういったものが、例えば移動する時間とか、あるいは移動する時間を

削減してしまうとか、待ち時間を削減して、いわゆる自分の時間を有効

に、楽しめる時間をふやしていくと。そういう時代になっとるんだろう

と思うんです。 

 例えば、今銀行業界、非常に厳しい状況ですが、従来ですと、わざわ

ざ銀行に行って、窓口に並んでと、いうようなことをやっておったわけ

ですが、今は家庭でネットで振り込めますし、またカードですね、これ

も口座から自動的に落ちるようなカードがありますから、いわゆるお金

をおろさなくても、銀行にそうやって行かなくてもいいわけですね。 

 また、必要な本があれば、昔は本を買いに行っとったわけですよ、わ

ざわざ本屋さんに。ところが、今はもうネットで本を頼めば家に送って

くる、そういう時代ですね。そこにあるのは、わざわざ移動して、しか

も順番待ちをして、それしなくてもいい生活があると。こういった時間

を自分の余暇に使っていくと、非常にありがたい生活ができるような時

代になっとるんだろうと思います。 

 そういった視点から考えますと、行政の今の業務っていうのは、いわ

ゆる旧来型の銀行と一緒で、窓口に来ていただいて、あるいは順番待ち

をしていただいたりと。民間業者が競争相手で隣になったら、恐らく勝

てない、負けてしまう存在じゃないかと思うんですね。 

 そういったことを考えると、例えばお太助フォンなんかもあるわけで

すから、顔が見れるわけですね。ところが行政の中で使われてるのを私

は見たことがないんですが、そういったことも利活用されてないですし、

あるいは今ある携帯でも動画が飛ばせるわけですから、現場に行かなく

ても、近所の人が、あるいは支所長なり、出先の動画送ってもらえば、

これ皆さんで共有して見れるわけですね。そういった今あるものも全く

利用できてないと。 

 住民の皆さんにとって、あるいは職員の皆さんにとっても、移動の無

駄を削減するという方法は現在でも幾らでも使う手法はあるんだろうと

思いますし、またそれがネット社会の最大の恩恵だろうと思います。 

 そういった部署を先ほど新田議員からもありましたけれども、やっぱ

りＩＣＴを積極的に利活用するような部署、特にそこらはもう若い人に

なるんだろうと思うんです。市長とか私とかいうんじゃなくて。そうい

う人らを配置した部署を今後つくっていく必要があるんじゃないかと思

うんですが、この辺いかがでしょうか。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のように、そういうことはこれから、自分が好きとか嫌い
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じゃなしに、大きな流れになってくると思いますね、これ。私今行革で

は、やっぱり仕事の分類ができる職員がいうことですね。分類ができて、

じゃあどこでも場所変えられるかという議論になってくるんで、これが

しっかりできたら、やっぱりあがってくると思うんです。場合によって

は、ケース・バイ・ケースもございますんで、もう皆さん仕事言うたら、

役場へ来てからうちの駐車場使ってくるんだと思うんです。市民の方で

もそうです。うち来る、来られるの結構ですけれども、家におられて、

ちゃんとサービスできますよということもあるんで、この辺のことは今

まで日本あんまりやってきてないんで、大きなハードルがあります。こ

れをやるためには、皆大きな組織づくりも要ると思いますけど。 

 そういうことをしっかり踏まえながら、これからも考えていきたいと

思います。それは、すぐには組織どうこういうわけにはいきませんけれ

ども、頭に置きながら、順序よく考えていきたいと思います。 

 これはもう私がするとかせんとかじゃなしに、世の中の必須の課題に

なってきますんで、絶対やらにゃいけんと思います。 

 いろんなこの何と言いますかね、これからやるためには、今までの概

念を全部捨てにゃいけんと。そうかと言って、インターネット書いてあ

るけえと言われても、まだ勉強できてないんですよ、このこと。勉強も

していかにゃいけんと。新田議員が必要なことばっかり言われたんです

けれども、横文字でようわからんようなことばっかりなんで、それを私

を含めて職員の全部が理解した上でないと適当な時間もかかるんだとい

うことを御理解してもらいたいと思います。 

 この議論と言ったら、多分どの町の議会の議事録読んでも、そんなに

ないですよ、このこと。北広島行っても、広島市行っても、まだ。ただ、

うちは紳士的に皆さん方がこういう発案をしてもらうんで、このことを

生かしながら、我々も勉強しながら、少しでも自分の効率を上げていく

んだということでございますので、どうかよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 一応不満は多いと思いますけれども、このことは市民の方々も、一気

に変わっても、戸惑ってですよ、全然。こういうことなんで、こういう

今の形の中から、新しいものつくっていくことは、大変なことだと思い

ますので、どうかよろしくお願いします。 

 その上での組織づくりというのを頭に入れながら、これからも考えて

いきたいと思います。どうもありがとうございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  ぜひ御検討いただきたいと思います。 

 一方で、やはり作業が効率化してきますと、職員の削減ということに

なるんですが、そうなりますと、職員の皆さんのモチベーションが上が

らない。やっぱり職員を削減削減という、そうなってしまうと、やはり

やる気が起きないでしょうし、そこには、やっぱり新たな仕事を取り組
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んでいく、業務を拡大して、雇用を確保していく、あるいはふやしてい

くという、攻めの戦略が必要だろうと思うんです。 

 道州制が過去に議論されましたが、現在は総務省で広域連携制度の圏

域構想、これが議論されておるわけです。人手不足が深刻化する2040年

ごろには、市町村単独で全ての公共サービスは提供ができなくなるとし

て、複数の市町村でつくる圏域が行政を運営する新たな仕組みづくりと

なることを検討しておると。このままいきますと、恐らくいずれは安芸

高田市も、どこかと一緒にならなければならないような時代が来るんだ

ろうと思うんですね。そのときに中心として残るためには、近隣の他の

市町から仕事、とにかくとってくると。今のうちに。そういうことも考

えていかなきゃいけない。戦略として持っていく必要があるんじゃない

かと思うんですね。 

 行政事務が行われているのは、町の大小にかかわらず、ほとんど同じ

仕事をされておるわけです。そうしますと、中身は同様で、ものが多い

のに、町独自のシステムがあったり、いわゆるメンテとかシステム費用

っていうのは、そのどの市町も課題として私は捉えておられるんじゃな

いかと思うんですね。 

 そういった他の市町、北広島なり、安芸太田なりありますけれども、

そういったところの同様の業務を取り込むことで、そのあたりの費用の

削減やあるいはシステム投資、これらが可能になるんだろうと思うんで

す。そういった今からそういう戦略を立てていく必要があるんじゃない

かと思うんですが、この辺いかがでしょう。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のことはよくわかりますけれども、隣の市町からとると言

うても、隣から人口来たら、隣減りよるわけですね。だから、企業持っ

てきたら隣がなくなってくるということなんで、気持ちはあってもなか

なか難しいところもございます。毎日顔見てるわけですから。だから、

そういうようなことを今、そのためにはやっぱり今サテライトオフィス

やってますけれども、広域に働く場の展開が大事だと思います。隣と限

らずよその県からも来てもらうということが大事だと思いますんで、こ

れはしっかりやって、このことについて今成果上げて、県内でサテライ

トオフィス、うちの事業がもう3社決まってます。農業が今度参画しよ

うとしてます。ただ、農業困るんがね、やっぱりよそにある会社が来る

って言うけえ、私も気が引けて大きな声で言えんのです。大朝のほうの

工場がなくなるじゃないかとなってくるんで、そういう工場が来たい来

たいと言ってるんです。そういうよそを構わんこうにやるのも結構なん

だけれども、こういうことも配慮していかないと、行政同じ共同体です

からね。ただ、構うことはないということはありますよ。ただ、そのこ

とも理解してもらいたいと思います。 

 国は生意気にふるさと納税とか何とか言ってるけれども、東京都にや
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ましく言うたら今度はうちの税金が減りよるわけじゃけえね。あそこが。

考えていかんにゃ。日本全国で考えたら何のことかわからんようなって

きよる。取り合いっこ。アメリカとかドイツとか中国が持ってくるんな

らええですよ。だから、そういうことじゃないんで、なかなか行政とい

うのはこのように考えんにゃいけんと。気持ち的には原則同じで、隣の

町からすぐ引っ張ってこうかと。現にそんな現象をよく聞きます。うち

の多文化共生にしても、うちは職員頑張るもんだから、三次のほうから

来てから、ここへ住みたいとかね。いいですよ、やってくれと。そりゃ

ええんじゃが、向こうに向かってとってきたけえのは言われんしね、こ

れは。だから、難しいことなんで、行政との費用を考えていかにゃいけ

んと。日本の姿勢というのは安倍さんにも反省してもらわにゃいけんか

と思う。そういうようなふるさと納税とかでだましても、困っとる町は

あるということなんですよ。ということです。うちも逆もあるんですよ。

うちは納税してばっかりじゃないですよ。うちの者が浜田のほうの返品

はいいと言うてから、持ってった者がおるんですよ。うちも少なくなる

こともある。だから、考えてみれば、何のことかようわからんようにな

ってくるということです。 

 まあ、そういうことを踏まえてでも、生き残っていかにゃいけんわけ

でございますんで、しっかり考えていきたいと思います。人の前じゃあ

んまり言いとうないっていうことを言っただけであって、気持ちじゃし

っかり思ってますんで、よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  6町が合併したときも、結局そうですよね。この安芸高田市になった。

何年後には恐らくまた同じことがまた起こるんですよね。これも。今の

人口減少を見てみると。しかも、人口が減ってくるとなると、当然市町

の財政っていうのは厳しゅうなるわけですから、いろいろな事業を統合

してやりましょうよと。いうようなのは、恐らくどの時点かで出てくる

んだろうと思います。 

 やはり、そういったところは、他の市町と相談しながら、金のかかる

部分を一緒にやったら安く済むから、できんだろうかというような、話

の持っていき方でやっていかれないと、これから先出たときには、いざ

6町が合併したときのように、急にバタバタバタバタするようになって、

何の戦略もないまま合併するようになってしまう。それでは、住んでる

我々にとっても不幸ですし、そこらの考え方というのはぜひ織り込んで

私は進める必要があるんだろうと思います。 

 だから、行政経営っていう言葉があるんですが、これは民間のすぐれ

た経営理念や経営手法を積極的に取り入れるということにあるんですが、

その中には従業員は会社の資産であるという考え方もあるわけですよ。

そうすると、ただ単に、職員の削減、削減ということでは、やはり一人

一人の職員さんにも生活があるわけですから。そこらっていうのは、非



167 

常に課題が多いんだろうと思うんですね。ただ、削減って叫ぶんじゃな

くて。 

 やはり、そこには何らかの仕事をとってくると。普通民間の会社って

いうのは、そう考えていくんですが、そういうこともぜひ考えていく時

代になってるんじゃないかということです。 

 で、業務の今から効率化を図って、どんどんデータを活用して、それ

から市民の多様な要望に応える、いわゆるアイデアを出していくってい

うのが、これからの行政の重要な部分だと思うんですね。そういった職

員の士気を高めることっていうのは、これ行政経営のトップとしての大

きな役割だと思うんですが、これを最後の質問といたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  貴重な御提言をありがとうございます。 

 広域圏につきましては、昔は道州制とかね、って言ってたんですが、

今はそういう言葉は消えまして、単域的な広域ということで、今我がま

ちは、いわゆる広島市を中心とした200万都市構想、三原から柳井まで

を言ってます。この中で何をやってるかと言うたら、観光行政とか、交

通とか、できる行政をしていこうと。議員御指摘のとおりです。そうい

うことをやってるんですよ、もう既に。 

 ただ、あからさまに合併という話、議論になってくると、山口県の方

もおられますんで、なかなかハードルもあるんで、そこへ行く前にでき

ることをしようじゃないかと。観光客をうまく誘導していくといったこ

とです。このことを相乗効果を高めるようにしようと。ほいで、この圏

内の中でＷｉ－Ｆｉの整備をしていこうかといったこういう議論をして

るんですよ、既に。 

 今度見てみてください。やっとらんのんじゃないです。職員も参加し

てやっとるんです。これ広域行政という感じでやってます。こういうこ

とは理解してもらいたいと思います。 

 それから、職員削減の話なんですけれども、口で言うんですね。ほい

じゃ削減が出たから、仕事をちゃんと持ってきてからふやすとか、口じ

ゃ言うても、なかなかできないというのが現状なんです、これが。この

仕事ふやしたから。逆にね、今仕事を。逆に言うたら、民間に出す方向

が主流なんですよ。行政でやらんこうに、民間でやってもらおうじゃな

いかと。県内でうちだけだと思うんですけれども、水道事業全部民間委

託に出しよる。 

 我々がチェックせんにゃいけんのは、民間に水道やってもろうたこと

が、市民に対してサービスが下がったかとか、経費がかかったかという

ことなんですよ。このことを検証しながら、そういうことをやっていか

にゃいけんと。 

 今ですね、国のほうが公共事業、下水とか何とかね、全部ね、多分横

文字で書いてあるけれどもね、ＰＦＩという方式に来とるんですよ、も
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う。減価償却考えて。今まで考えてないんですよ、特別会計言うても。

皆こっそり、市民にないしょで、私が後ろから金乗せて、料金保っとる

んですよ、これは。うちだけじゃないですよ、日本国全部。それを今ご

ろになって、そういうこと言ってるわけです。そういう経営感覚もある

んですよ。そういうことを総合的に考え上で人が何人要るかっていうこ

とですよ。 

 私は職員の方々に負担をかけんように減らしていけるのがベターだと

思うんですよ。ただ、そのためにオーバーワークだと言うんじゃ困りま

すよ。と言うんで、そういうことを総合的に考えていかにゃいけんとい

うことですよ。非常に大切な問題なんで。職員の方々も今のままでおっ

たら、なかなかね。今度は国のほうがレベルありますんで、大体今100

人に1人と言われてるんです。人口3万人が300人ですよ。うちの職員350

人以上いますよ。だから、これを減していかんと国は認めんと言うんだ

けれども、我々が頑張って、うちは地域がだだっ広うてから、消防も金

も要るんだということで、頑張ってます。だけど、耐えきれんとこも出

てきます。だから、そのことを踏まえながら、やっぱり人員の計画立て

ていかにゃいけんってことです。 

 今までが、6町寄せ集めだったんです。全部。それを守っちゃるわけ

にいかんのんですよ。守るためには、それなりの議員御指摘のように、

仕事をつくっとけばよかったんですよ。市民が納得するものを。そうい

うものがないと思うんで、なかなか難しい課題です。私も市民を職員を

守ってやりたい。そのためにはちゃんと市民は納得するいう形で。 

 市民の方に聞いたら、まだ職員が多いと言う人いっぱいおるんですよ、

まだ。だから、このことはしっかり責任を持ってやっていきたいと思い

ますので、御理解をしてもらいたいと思います。おっしゃることはしっ

かりわかりますんで、そういうことは考えていかにゃいけんってことで

す。広域行政、人事管理、しっかりやっていきたいと思います。どうか

よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 児玉史則君。 

○児 玉 議 員  今の議論をやりだすと、まだまだ時間が足りませんので、続くと次回

にまた議論させていただきたいと思います。 

 以上で一般質問を終わります。 

○先 川 議 長  以上で、児玉史則君の質問を終わります。 

 この際11時40分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午前１１時３１分 休憩 

午前１１時４０分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○先 川 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので発言を許します。 
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 16番 青原敏治君。 

○青 原 議 員  16番、青原敏治でございます。 

 通告に基づき、大枠1点2項目について質問をさせていただきます。 

 防災についてですが、まず1番目に防災無線について。 

 昨年7月の豪雨災害以降、防災・減災のことが毎日のように新聞報道

されております。市長も災害対応等に鋭意取り組まれているところです

が、そういった中、私が以前から申し上げている防災無線の設置につい

てを伺います。 

 昨年の9月の定例会の一般質問で、「市長は設置する考えはない。」

と答弁されておりますが、昨年の議会地域懇談会では、八千代会場や向

原会場において、「以前の防災無線がよい。」「屋外にいるときに火災

の場所がわからない。」といった御意見をいただいております。市民の

安心・安全の向上を図るため、防災無線の必要性を強く感じており、設

置について、改めてお考えをお伺いいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「防災無線」の御質問にお答えいたします。 

 議員からは以前より、もう何回になりますかね。防災無線を含めた屋

外スピーカーの設置について御意見をいただいております。防災無線に

つきましては、かつては、八千代町と向原町で整備をしておりましたが、

現在本市では、避難情報の伝達手段の一つとして、光ネットワークの整

備と合わせて、お太助フォンを整備してまいりました。そのほか、伝達

手段として緊急速報メールやテレビのデータ放送、消防団による広報な

どがございます。 

 改めて、防災無線の整備についての御意見でございますが、確かに複

数の伝達手段を整備することは利点もあると思います。しかしながら、

以前から繰り返して答弁させていただいておりますとおり、多額の初期

投資費用や維持管理費用など、財政的な面も考慮する必要がございます。 

 特に、屋外スピーカーは、豪雨時には音が聞き取りにくいという問題

点もございます。 

 このような状況から、現時点では、具体的な整備についての検討はい

たしておりませんので、御理解を賜りたいと思います。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  いつもと同じような答弁でございますけれども。 

 実はですね、防災無線をつけたとき、いち早く情報を市民の方に伝達

できる。夜であれば今のお太助フォン、昼であればどうするかというと

きには、やっぱりお太助フォンも活躍すると思いますけれども、屋外に

おられる方はやっぱりそれが見えてこない、聞こえてこないという状況

の中で、やはり屋外スピーカーをつけたほうがええんじゃなかろうかの

というふうなことも思っております。 
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 ましてや、災害においては、いち早くどういうふうに避難しようかと

いうのが、早く伝達できれば、被害も少なくなるんじゃなかろうかとい

うふうに考えております。そこらあたりを今までも市長さんは、いろん

なところで、今はハザードマップの説明会に行っておられますけれども、

そういった中で、防災・減災というのは熱く語られとるところでありま

す。 

 そういった中で、なぜこれだけが屋外スピーカーができないか。先ほ

ども答弁の中にありましたけれども、費用がかかり過ぎる。それと豪雨

のときには聞こえん。豪雨のときに外へ出る人はおらんですよ。実際の

ところが。だから、豪雨でない、雨が降る、そういうときにこそ、やっ

ぱり雨とか風とか台風とかいろんなことがあります。そういうのに対し

て、やっぱり屋外スピーカーは必要じゃなかろうかというふうに私は思

います。 

 屋外スピーカーというよりは、防災無線がぜひ必要だというふうに思

います。やっぱり、それが消防署のほうから即座に市民の皆さんに伝達

できる一番の方法じゃなかろうかというふうに思っておりますので、そ

こら辺を考えますと、やっぱり市長さんが言われとるように、あれです

よ。この前もハザードマップの会場の中でも、防災じゃ、減災じゃいう

のは物すごく重要な課題だということはしっかり言うてきとられますよ。

そういう課題の中で、やっぱりもう少し考えていただければというふう

に思います。 

 それとですね、先ほど費用のことも出たんですが、膨大な費用がかか

るということが言われておりますけれども、補助制度があるんですよね。

ここにあるんですが、緊急防災・減災事業債というのがあるんです。地

方債の充当率100％、交付税処理、元利償還金については、その70％を

交付税で算入する。こういうような、有利な補助があるんです。何より

も、市民の安心・安全を守るんであれば、やっぱりしっかりとした体制

を整えていただきたい。 

 それと、お太助フォンが今ここにあるんですが、普及率ですよね。

77.2％の人。あとの20何％の人は知らんでもええんですか。やっぱり市

民一人一人、2万8,000余りの市民の方一人一人にこういう災害のことを

伝えてあげたい。お太助フォンの加入率が悪いのは吉田町なんですよ。

67％。あとの30何％いうのは知らんでもええんですか。そういうことに

なるんです。そうじゃないと思う。やっぱり一人一人2万8,000何がしか

の人口に対して、一人一人にそういう緊急な情報の伝達方法をもう少し

真剣に考えていただくことが必要じゃなかろうかというふうに思います。 

 広島県においても、今の屋外スピーカーがついてないところ、竹原市、

安芸高田市、三次市がついてないんです。あとは全部ついとる。何らか

の方法。新聞も多分、市長さんも読んどってだろうと思うんですが、坂

にしても、熊野にしても、そういった方法をとりよる。こういう資金を

使いながらやっていくというふうに新聞にまで報道されとるじゃないで
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すか。そういうのを読まれてね、どう感じられるか。また安芸高田市は

どういうふうにされるか。いうのをもう一度お伺いをさせていただきた

いと思います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員おっしゃるとおり、非常にこの防災無線というのは、現在私の考

えでは、これは必要はあるんですけれども、お太助フォンがあるんで、

これを徹底すれば、あまり必要じゃないという判定でやってるというこ

とです。これは私の判断でやってます。 

 だから、このことは市民の方もある程度理解してもらってます。反対

される方もおられますよ。だけど、これはほとんど理解をしてもらって

ます。だから、このことについては、しっかりこのとおりお太助フォン

を充実することにしたいと。 

 ただ、議員御指摘のように、お太助フォンは市民の方々に本当言うた

ら100％周知するような仕組みづくりはこれから考えていかにゃいけん

と。かように思ってますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  考えにゃいけん言うてんですが、今の坂町なんかは、全世帯に防災無

線を無料でつけるんですよ。全世帯に。行政の補助金を駆使しながら、

行政のお金で一般財源で、全戸へつけるというふうに書いてあるんです、

ここへ。 

 それとか、今の熊野にしてもしかりですよ。熊野町にしてもしかり、

そういうふうな形でやっとられるんです。この熊野とか坂、今回、去年

の災害で物すごい被害になったところです。身にしみたんじゃないかと

思うんです。やっぱりこれじゃいけんと。いうことで、今回はこういう

処置をされとるんです。安芸高田市も御多分に漏れず、かなりの被害で

すよ。特に向原、甲田、市内全域にわたって、被害が出ておりますよ。

死者も出とる。そういう流れの中で、いまだに私の頭の中にはないとい

うようなことでは、私は市民の安心・安全を守られんのじゃないかなと

いうふうに思うんです。 

 今のお太助フォンにしたって、前回も言うたかもわかりませんけれど

も、1回線あいとるんですね。なぜできないんかということです。新た

に光を引くんじゃないんですよ。あるんですよ、もうそこへ。それをな

ぜ使わないかと。使えん理由があるんかと。市長はこれをやるときに、

ありとあらゆることでサービスをしていくんじゃと言われとったじゃな

いですか。そういうのを言われといて、今はあれはできません、これは

できません、それはおかしいと思う。やっぱりやるからには、きちっと

したことをやってもらわんと、市民は納得せんだろうと思うんです。 

 先ほどの児玉議員のことも一緒ですけれども、やっぱり市が全面的に

この防災・減災、市民の安心・安全を守るということに対して、全力を
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挙げて取り組んでいただきたい。私はそう思います。再度、市長のお考

えを。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私は市民の方々には全力を挙げて取り組んでおるということを訴えて

ます。理解をしてもろうてます。 

 ただ、坂のほうでとおっしゃいますけれども、あそこはお太助フォン

ないんですよ。手段が何も。ないからこれをやると言ってるだけであっ

て。だから、あそこの例出してもろうても、ちゃんとええぐあい調べて

から言うてもらいたいと思います。ただ、このことは、よそがやろうと

やるまあとうちとすれば、このことは今必要ないと、お太助フォンある

んで、これを使えばいいということで、案内してますんで、御理解をし

てもらいたいと思います。 

 よその町がやったから、日本がやったけえというんじゃありません。

よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  よそがやったけえ、よう調べてやれえというんじゃなしに、考え方の

問題だろうというふうに私は思うんです。あっこはこがにやっとるんじ

ゃのと、うちも何とかせにゃいけんのと。いうような考えをわしは浮か

べてもらいたいと。あれだけ、いろんなところで防災・減災のことを言

われとるんです。治山治水、しっかりですよ。しっかり勉強しよってじ

ゃないですか。そういう市長さんがですよ、なぜできないかということ

ですよ。 

 私も個人的な意見も多少あるかもわからんけれども、市民の方から聞

くんですよ、それを。やってくれや、なんでや言うて。言われるんです

よ。言われるからこうして一般質問をしよるんですよ。何回も何回も。 

 今回も不調だったのう。もう一回言うてくれえよ。わしは絶対やって

もらうまで言い続けるけえのうというんが、市民の方ですよ。そりゃあ

市長さんが市民の方がわしは聞いとらんと言われるなら、そうかもわか

りませんけれども、2万8,000人の方がですよ。ここへ来て市長さんと面

談されて、わしゃええとか、わしは悪いとかいうて言われたんですか。

そうじゃないでしょ。一部でしょうが。私も一部ですよ。 

 がしかし、我々はそういう民意を反映するために、こうやって一般質

問もしよる。だから、もう少し真摯に考えていただいて、やっぱりやる

べきことはやっていただきたいというふうに思いますが、再度、答弁を

お願いします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  再度答弁をいたします。 

 これが、無線が悪いと言ってるんじゃないんですよ。今のうちの方向
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では、お太助フォンを使ったほうがベターだと言ってるだけであって、

これは私の判断です。高い金出して、防災無線はやることはないと。た

とえ補助金があっても借金が残るわけですから。これはやらんでもええ

と。 

 ほいで、市民の方々にもこういうことを生かしてもらいたいと思うん

ですよね、だから。お太助フォンをちゃんと使って、なければ別ですよ。

うちの方向とすれば、せっかくお太助フォンがあるんですから、これは

ちゃんと防災に生かしてくださいと。いうことですよ。 

 よその町みたいにないところは、ほいじゃなけりゃ、屋外のスピーカ

ーとおっしゃるかもわかりませんけれども、あるには越したことはない

んですけれども、この安芸高田市のような小さな町においては、私で見

れば、やっぱりお太助フォンを充実させたほうがいいんじゃないかと、

かように考えておりますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

 決して無理なことを言うてんじゃない。私は思ってますと言うてるん

です。議員さんはこう思うとるかもしれん、私はこれはお太助フォンじ

ゃなくても、一般のお太助フォン、防災無線はなくてもお太助フォンで

十分機能をなしますよと私は思ってるわけですから。だから、その考え

の違いだけですから、これは私は市民に対して何かやっとるいうことじ

ゃないんで、御理解してもらいたいと思います。 

 今後また誰かが議員さんとかが、新しい今度、わかりませんけれども、

わしはやると言うてんかもわからないし。これはやっぱり全員の施策の

問題ですから、御理解してもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  あのですね。これ何回も私は質問しとりますよ。その間に、じゃあ市

民に聞いてみようかと。いうことは一回もなかったです。アンケートで

もとりゃええじゃないですか。あったほうがええんか、ないほうがええ

んか。単純明快ですよ、これは。私はそう思いますよ。それだけやる気

がないということですよ。何も考えとらんということですよ。あいつが

言うたんじゃけえ、放っとけやと。いうような安易な考えで、やっても

ろうちゃ困るんですよ。 

 私も市民の代表で出とるんだから。私個人が言いよるんじゃない。市

民が言いよるんですよ。それを市民愚弄しとることになりますよ。ほい

じゃアンケートでもとって、是非を問うてみようじゃないかと。一回で

もやられたんですか。 

 2年越しでやりよるんですよ。これは。私はこの質問を。全然やって

ないじゃないですか。検討します。何の検討もないじゃないですか。補

助金がある言うて、私調べたですよ。あるんですよ、しっかり。これも

もう期限が来ますよ、来年32年にはもう切れるんですよ、これ。今まで

何で放っとったかいうことです。あるんならあるように考えりゃええじ

ゃないですか。やらにゃいけんことはいっぱいある。このことは、やっ
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ぱり何遍も言うようなんですけれども、市民の安心・安全、これが第一

なんですよ。ほか何を置いてでも。私はそういうふうに思うとります。 

 今のアンケートの部分はどうするんか、ちょっと答弁してください。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  アンケートとると言うて、アンケートばっかりが行政じゃありません。 

 ただ、本当に課題であって、市民がおっしゃってるなら、アンケート

もとっていきたいと思います。一言も私のところへこの防災無線をつけ

てくれ、言う市民はおらんですよ、今まで。もしくはおっしゃるんなら、

来てもらってください。市長室歓迎しますから。意見を聞いて、納得で

きればアンケートをとっていきたいと思います。 

 それで、あなた、私は市民代表と言ってますけれども、私も市民の代

表ですからね。ここでそのことをさばってから、このことによって、何

で市民がこんなもんつくったかって言われたら私困るんですよ、これは。

私で見れば、こういうことに対しては、賛同者が多いと思うとるから、

こういうことをやってるわけであって、私なりに。私も市民代表ですか

ら。私はもっともっと、市民の方々が納得せんにゃいけん。これをつく

ったことによって、逆に非難を受ける可能性もあるんですよ。何でこん

なもんつくったかって。 

 だから、そこらのところは。ほいで、今アンケートというのは、とっ

てもやぶさかじゃないと思うんです。議員さんのところへ、けんかしや

しませんから。こういう人がいたらよこしてください。意見聞いてみま

すから。そういう人が一人も来とってんないです。ここへ。誰も、一人

もですよ。 

 だから、そういうような状態でアンケートだけとれとかね、職員も忙

しいんですから、そこは理解してもらいたいと思います。決して、これ

あなたを無視しとるんじゃなしに、施策としてこれを私が判断して、執

行権の問題で、まずこれは市民にとってはまだ必要じゃないんじゃない

かと判断しとるわけであって、市民の方々がぜひこれをつくってくれと

言うてくれるんなら、アンケートもとっていきたいと思います。声聞か

ない、全然。皆さん、職員も、それもあんまり私のところへ言うてきて

ない誰も。一般質問の中で、今議員さんが言うとるだけですから。ちゃ

んと言うてください。来てもらってください。対応しますから、私が。

聞いて、何人の方が言いよってんかとか、いうことをしっかり確かめて

から、次のステップへいきたいと思います。 

 どうかよろしくお願いします。 

 要らんこと言いましたけれども、同じですから。議員さんも私も。市

民に対しての心というのは。私も選出されて出とるわけですから。もっ

ともっと、私もっともっと、4年に1回審判を受けんにゃいけんわけです

から。そういうことなんで、慎重にやっていきたいと思いますんで、ほ

んまの意見かどうかというのを、ちゃんとおってんなら、おってのよう
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に、私も確かめていきたいと思いますので、よろしくお願いします。そ

ういう意見を聞いてみたいと思います。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  何回も同じことを言うようなんですが、市長のところへ、ほいじゃ来

てください言われて来る人はえっとおらんですよ。私が言うても行かん

のだから。市長のところへ行って話をせえや言うても。まあええ、あん

たがおるんじゃけえ、あんたに言やあええじゃないかというような状況

になっとるんですよ。 

 だから、これだけ何回も何回も言いよるんだから、アンケートでもと

りゃええじゃない。簡単なことですよ。私はそういうふうに思いますよ。

紙あったほうがええか、ないほうがええか。書いて、アンケートとりゃ

ええじゃない。そういうことですよ。 

 まあ、これをつけたら悪い、何でこがなものつけたんか、言うような

人は、あんまりおってんないと思うんです。今のような状況の中で、気

象状況がどういうふうに変化するかわからんような状況の中で、いつ災

害が起きてもおかしくない。そういった状況の中で、何であがなもんつ

けたんなら言う人は恐らくおってんないだろうと。明日は我が身ですよ。

そういう危険地帯におるんですよ、みんな。安全なところいうのは、こ

こは絶対大丈夫じゃろうというたところでも、被災しとるんですよ。 

 そういう状況の中ですから、ぜひね、つけていただきたい。ましてや

お太助フォンも普及率を100％にしてもらいたいというのはそこにある

わけ。じゃあなぜ無料でつけんのかと。いう話になるわけですよ。つけ

りゃええじゃないですか。これもついとりますよ言うて、やりゃあええ

じゃないですか。ただし、まあ500円は使用料はもらいますよと。いう

ことを言やあええじゃないですか。それすらやってないじゃないですか。 

 今の新しいアパートなんか、ほとんどついてないです。言うんじゃが

ね、あれは銭が要るけえ、わしはつけん。あれがほとんどですよ。無料

でつけてあげりゃ、すぐつけますよ。これで市の情報が入る。危険なと

きには災害情報も入ってくる。そういうことになれば500円ぐらい安い

もんですよ。出しますよ。わしはそういうふうに思うとりますよ。 

 まあ、そういうことをやっぱりしっかり考えていただいて、アンケー

トのこともしかりですが、そこらあたりもじっくり考えていただいて、

これからやっていただきたい。いうふうに思いますよ。 

 先ほども言いました。市民の安心・安全、これが第一です。どうかよ

ろしくお願いをいたします。 

 次の質問に移ります。 

 自主避難の徹底について。 

 防災無線は災害時を初め、有事の際、情報をいち早く伝達するツール

として、重要と考えますが、一方で防災無線を設置しない仕組みとした、

防災を想定した準備や早期の自主避難も重要です。 
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 昨年の災害では、避難を呼びかけをされている地域と、されてない地

域があり、自主防災組織の有無を初め、自主防災意識が地域によって大

きく異なることがわかりました。 

 行政や消防団による自主避難の呼びかけには限界があり、地域や個人

への啓発により、意識を変えていくことが重要になります。 

 地域や個人への啓発等については、ハザードマップの活用とあわせて、

どのように取り組まれるのか、お伺いをいたします。 

 また、災害前及び災害時の行政対応は具体的にどこをどのように改善

されるのかを伺います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「自主避難の徹底」についての御質問にお答えします。 

 自主避難につきましては、4年前から市内6カ所に自主避難場所を開設

をする仕組みをとり、台風の接近時などには、天候が悪化していなくて

も、明るいうちから自主避難をしていただける体制をとるとともに、お

太助フォン等で自主避難を呼びかけておるところでございます。 

 自主避難ではございませんが、7月豪雨後に台風が接近した際には、7

月豪雨での災害の危険性が高まっている市民に対し、職員や消防団が戸

別に連絡をとり、避難を促し、対象者の約7割の方に避難をしていただ

きました。 

 平素の市民の啓発につきましては、自主防災組織や地域振興会等へ、

職員が出向いて防災啓発を行っているほか、先日は自主防災リーダー講

習を行って、各地域の防災リーダーへ自主防災活動の取り組みをお願い

したところでございます。 

 また、現在2月下旬から3月中旬にかけて、市内各地でハザードマップ

の説明会を開催し、私がみずから説明・啓発を行っているところでござ

いますので、御理解を賜りますようお願いをいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  今答弁をいただいたんですが、市長がおっしゃるように、2月の終わ

りからきのうで3回目だったんですかね。3会場とも行かせていただきま

した。どの会場も人数がそこそこ。高宮が30人程度、甲田が60人、きの

うの向原が70何人。関心があるわけですね、これは。これが案内されと

るところが、やはり振興会単位として案内をされたんだろうというふう

に私は思うんですが、その中でハザードマップの使い方を私は説明され

るんかなというふうな思いがしとったんですが、ちょっと意味合いが違

うとったかなというふうに思うんです。まだ、できてないということで、

こういう説明会をされたんだなというふうに解釈はするんですが、そう

いうハザードマップとか、いろんなことがあるんです。 

 お太助フォン、先ほども前の質問で言いましたけれども、全戸が加入

しとるわけじゃないんですよね。だから、この質問にもあったように、
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聞いとるところと聞いとらんところがある。やっぱりその格差を、格差

言うか、聞く、聞かんというのを、やっぱりゼロにしてもらいたい。全

部が全員が聞いたよと。それは無理かもわからんですけれども、努力を

してもらいたい。 

 その後、災害があった、あってからと、災害後の対応について、この

ことについて今どのように考えられとるのか。もう少し、答弁をいただ

ければというふうに思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のように、ハザードマップについては市民の方、非常に関

心を持っておられて、これからもせんにゃいけんと思うんだけれども、

精度を上げていかにゃいけんと思う。ただ、今1,000分の1の確率、危な

いときの場所がしっかりわかっていないんで、説明できんかったですけ

れども、その場合は、通常の避難じゃないですよということだけは理解

してもらっただけです。ただ、今後ともこれやめるんじゃなしに、しっ

かりやっていかにゃいけんと思います。 

 それから、どうするんかと言うてんですけれども、私きのう話したこ

とは、ハードについては、国も予算があってやることなんで、要望はし

ますけれども、なかなかできませんよと。堤防を1,000分の1で3メータ

ー上げえとか、砂防堰提をすぐつくれと言ってもできませんと、これは。

行政として要望はするんだけれども、難しいということを言いました。

ただ、できることは、今予算で言えることは、ハードじゃなしに、こう

いうことになったときには、うちはシグナル送ったら、ちゃんと避難を

してもらうことが大事ですよということを訴えました。まず逃げてもら

わにゃいけんと。で、逃げる場所は大体どういうところへ逃げられるか

と。その中で問題になったのは、ほいじゃ今まで100分の1の確率、通常

のときに、その避難地のチェックも要るじゃないかいう課題も出ました。

こういうのもしていかにゃいけんと。だけれども、市民の皆さん方に、

まずは命を大事にしようじゃないかということは御理解していただいた

つもりでございますので、ハード、地区につきましては、しっかりとこ

れからも市民の方の啓発をしていきたいと。逃げたんがばかみたと言う

んじゃなしに、空振りも恐れずに逃げてもらういうことが大事なんで、

こういうことはきのうも大分わかって、後からも私のところへ質問へ来

られた方たくさんおられました。逃げんにゃいけんのと言ってもらった

んで、力強く感じとるところでございますけれども。まず命が大事なん

で、御指摘のようにちゃんとしていきたいと。 

 マップのこれからの精度については、また上げていきたいと、かよう

に思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  市長さんの言うこともようわかるんですが。 
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 やっぱり避難するにも自主防災会がある地域はええですよ。ないとこ

ろもあるですね、まだ。それらも含めて、やっぱり改善をしていかにゃ

いけんのんじゃないかなというふうに私も思いますよ。 

 どう言うてええか。きのうも向原の会場で出とったですけれども、外

国人の方。言語の問題。そこらあたりも含めて、やっぱりしっかり。今

は説明会の中で、聞いた意見については、このハザードマップに反映を

していくんじゃというふうに私は思うたんですが、それができ上がった

時点で、どのように利活用するかということです。これをもとに、地域

に行って、これはこうじゃと。こういうふうに避難しなさいよとか、訓

練をするんかせんのか。そこらあたりも含めて大事なことだろうという

ふうに私は思うんです。ただ、つくったよ、あんたら見とけよと言うん

じゃなしに、それをいかに利活用するかということが、課題だろうとい

うふうに私は思う。そういう、そこらあたりのことも含めて、再度答弁

をお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このことを踏まえて職員が頑張ってるんでございますので、啓発がな

けにゃ何にもならんということで、しっかり頑張っていきたいと思いま

す。 

 ただ、やっぱりこれをやっていくためには、きのうも強調したんです

けれども、自主防災が大事なんですよ。これができとるとことできとら

んところがあるんで、言いました。行政が行っても、行政頼っちゃいけ

んでと。我々も行くんだけれども、業務怠るんじゃないけれども、それ

までは補完を地域で持つことが一番大事だということを言いました。大

分わかってもろうたんですよ、これは。 

 だから、行政がサボるんじゃなしに、行くんだけれども、補完をして

くれと。特に、大洪水になったら、行こう思うたら、道路が崩れとるか

もわからん。橋がないかもわからん。そういうことがあるんで、まず自

主防災ということを重点的にやってくださいということを訴えました。 

 これからも自主防災というのを啓発していきたいと思います。あなた

を守るためですよということをきちんとやっていきたいと。もちろん、

つくったばっかりで啓発がなけりゃ何にもならんので、議員御指摘のよ

うに、職員頑張ってやってます、啓発。ただ、市民の方々がなかなか啓

発しにくい状況なんで、わかりやすい啓発を今後していかにゃいけんと

いうことでございます。 

 御理解を賜ってほしいと思います。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  最後になるというふうに思うんですが、やっぱり誰も考えること同じ

なんですよ。市長も、私も。職員さんも全部が、市民全員がやっぱり自

分の安全は自分で守るんじゃという意識も当然です。やっぱり市民全体
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が安心・安全で暮らせるようなまちづくりをせにゃいけんというのが、

私の願いですので、ぜひですね、こういうのをしっかり計画を立てられ

て、やっぱり市民の安心・安全を守っていくんじゃという決意を最後に

お聞きをして、私の質問を終わります。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  市民の安心・安全守るのは、行政の使命でございますので、これは絶

対守っていきたいと。 

 ただ、手法によっても、いろんな社会的条件とか、お金とかございま

すんで、この辺の工夫をしながら、しっかり頑張っていきたいというこ

とでございますので、御理解してもらいたいと。議員も同じと言われた

んですけれども、全く同じなんで、市民の安全はしっかり守っていきた

いと。 

 ただ、いろんな社会的条件が異なっとるところに、課題があるという

んで、ただそれを乗り越えてでも、しっかりとした体制をつくっていき

たいと、かように思ってますんで、御理解してください。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 青原敏治君。 

○青 原 議 員  答弁をありがとうございました。 

 できればですね、屋外スピーカーをぜひつくっていただくことを願っ

て、私の質問を終わります。 

○先 川 議 長  以上で、青原敏治君の質問を終わります。 

 この際、13時まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ０時１６分 休憩 

午後 １時００分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○先 川 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 14番 塚本近君。 

○塚 本 議 員  14番、塚本近でございます。 

 このたびの私の質問に入る前に、今回の私の一般質問は、定例会1週

間前に私どもに提出されました、平成31年度の浜田市長の施政方針、並

びに予算書の内容を見させていただき、少し将来的に不安を感じたとこ

ろがございましたので、提出させていただきました。 

 しかしながら、翌日の2月19日、市長御存じだと思いますけれども、

中国新聞に本年度の本市の予算内容が報道掲載され、全く同様の趣旨が

書かれておりました。重複するところが多々あろうかと思いますけれど

も、質問を既に提出しておりましたので、再度改めてお聞きいたします。 

 まず、最初に平成31年度の本市の予算編成に当たっては、主に市長

常々おっしゃっている人口減対策の三本柱と、昨年7月に発生した災害
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対策として、復旧復興支援を中心に当初予算で2年ぶりの増額の予算編

成となっておりました。 

 平成29年3月に策定されました第2次改訂版の財政健全化計画に基づい

た財政運営がまず最初に行われているかどうか、どのように感じておら

れるのか、まず、お伺いをいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「財政健全化計画に基づく財政運営」についての御質問に

お答えいたします。 

 現在お示しをしております本市の「第2次改訂版 財政健全化計画」

では、市税の伸び悩み、普通交付税の減額、公共施設の維持修繕やイン

フラ施設の更新などにより、厳しい財政状況はしばらく続くとした中、

昨年7月の豪雨災害により、その厳しさは増しておるところでございま

す。 

 財政健全化計画の中で掲げております、財政健全化のための施策につ

きましては、歳入の確保、歳出の削減の両面で努力を続けているところ

でございますが、昨年の豪雨災害で甚大な被害の前に、財政健全化の取

り組みが追いついていかない状況ですが、まずは全力で災害からの復興

に向けて取り組み、同時に人口減対策などの財政健全化のための方策も

一層取り組んでいきたいと考えておりますので、御理解を賜りますよう

お願いをいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  ただいまの市長の答弁は、財政健全化計画どおりには進んでないと。

特に歳入の不足であったり、また昨年の台風ということで、大変苦心と

いうか、知恵を絞られて予算を編成されているんだなということは、確

信をいたしておりますが、昨年の災害ということでございますので、あ

る程度理解をさせていただきたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 今後の基金の状況について、質問をしたいと思います。 

 財政調整基金、また減債基金、その他の特定の目的基金の一般会計所

管の基金について、お伺いをしてみたいと思います。 

 平成22年10月、第1次財政健全化計画が示され、平成29年3月、第2次

財政健全化計画が示されたところでございます。その内容によりますと、

平成29年から平成38年までの10年間が策定をされております。 

 そこで、基金残高の推移は、平成27年度で約93億で、平成38年度末で

は約91億円。10年間の推移は、90億前後の基金計画となっておりますが、

先ほど市長答弁のとおり、災害ということで、予算が大幅に減っており

ます。平成31年度の予算は、昨年の災害対応予算で基金も多く取り崩さ

れて、基金残高見込み額は68億と当初計画から私の質問、原稿では25億

となっておりましたが、再度調べましたところ、約22億円程度、減額と



181 

なっております。 

 今後の基金の状況をどのように見ておられるのか、伺ってみたいと思

います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「今後の基金状況」についての御質問にお答えをいたしま

す。 

 議員御指摘のとおり、「第2次改訂版 財政健全化計画」では、お示

しをいたしました基金の残高の推移と、現状の推移では、減額のスピー

ドが速まっております。これは、先ほど申しましたとおり、昨年の7月

豪雨災害による影響や喫緊の課題である人口減対策を重点的に行ってい

ることが原因と理解をしております。 

 しかしながら、人口減対策は最優先施策であり、子育て支援の充実、

学校の充実、地域の仕事づくりの3本柱を基軸とし、今後も継続して取

り組む必要がございます。そのためには、市が所有いたします特定基金

を有効活用し、財政健全化に努めて参りたいと考えております。 

 このたび、基金やりましたけれども、これ当然のことであって、こう

いうときのために、基金をつくっとったわけであって、これは当然の減

少と思います。ただ、この基金も放っとったら自然減少するんで、その

ためにはやっぱり基金をこれからためていくためには、人口減が一番で

ございます。交付税も人口減の関数できます。 

 それから、いろんな働き方改革によって、住んでもらうことによって、

この90億というのがこの倍にもまたたまってくると思いますんで、ここ

の人口減対策をどう生かしていくかということでないと、このまま放っ

ておっても減るばっかりなんで、そういうことで御理解してもらいたい

と。今のうちに道の駅等の事業を活用しながら、基金がふえる仕組みを

つくっていかにゃいかんということでございます。 

 このたび減ったということは、多分ためた金をちゃんと災害のために

使ったってことで御理解してもらいたいと思います。当然のことでござ

います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  ただいまの答弁で、こういうときのために基金があるんだということ

を市長おっしゃいますけれども、安芸高田市の将来を考え、基金をこれ

まで積み、また有効活用し、健全化を図るということでございますけれ

ども、先ほど児玉議員の質問の中にもありましたけれども。 

 今日の世界の環境の状況を見てみますと、昨年のような災害がいつ起

きるかわからない。また、起きてもおかしくない今日、今の基金の状況

ですね、再度そういうことが近いうちにあったときには、非常に財政上

厳しい状況になろうかと思いますけれども。 

 私は非常に不安をもっておりますが、その点につきまして、再度お伺
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いをいたしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  災害はいつやってくるかわからないということでございます。基金も

ためておくことにこしたことはないと。 

 ただ、このままためとっても、なかなかこの基金減少言うたら、人口

減少になって輪をかけたように減ってくるわけです、今度はね。だから、

その減ってくるんですけれども、我々が努力して、少しでも基金がふえ

る仕組みづくりがこれから大事だと思います。 

 そのためには、体力があるうちに、いわゆる活性化対策をやっていか

にゃいかんという、これ私の考えでございますけれども、こういうこと

で御理解をしてもらいたいと思います。 

 基金はこれからもふやしていくんですけれども、これが非常に今度は

人口が減ったら、その全然減りようが違うんですよ。この基金の減りよ

うが。だから、このことに対しても耐えうるためには、やっぱり根本的

な活性化対策をやっとかんとだめということで、貯金をしとったけえ言

うて、対策できる課題じゃないんで、この辺のところは市民の方とか、

議会の方、理解をしてもらいながら、一緒になってこれも考えていきた

いと。今やるべき投資を行いながら、いわゆるこれからの基金をふやし

ていくんだというような、必須の課題でございますので、御理解をして

もらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  まず、市長さん、一定の基金の管理には、やっぱりこれまで行政の中

で実行していただいております行政改革大綱にのっとり、改革の推進と

改革進行管理が非常に大事だろうというふうに思いますけれども、その

ためには推進本部であったり、また推進懇話会との連携、検討等が必要

になろうかと思います。 

 先ほど市長のほうから積立金のこともありましたけれども、限られた

財政の中で、その年、その年の積立金を積んでいくというのは、非常に

厳しい現実もあろうかというふうに私も思っておりますが、その懇話会、

あるいは推進本部でどのような検討がされておるのか、まずそこらのと

ころをお聞きしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 企画振興部長 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  行政改革に対する取り組みという部分でございますけれども、議員が

おっしゃるとおり、行革の懇話会、または推進本部、そういった部分は

年間を通じて開催を毎年いたしております。年度当初からは、事業計画

であった、改革の計画だったり、年度中途には、進捗管理、または年度

末にはまとめという部分で、行っておるところでございます。 

 当然、進捗管理については、当初中途において市長のヒアリングも入
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れた中で行っているところでございます。 

 先ほど、市長が答弁いたしましたように、基本的にはこのたびの災害

であるとか、人口減対策の施策の部分へ基金を譲渡した部分で、その減

り方も少しスピードアップしとるという部分は確かでございますが、健

全化方策の中で基金の有効活用、特定目的基金の有効活用という項目も

一つのものでございます。または歳入の確保であったり、歳出の抑制で

あったり、そういった部分を年々、人件費も含めてですが、着実に進め

ていくという部分での進捗管理は毎年行っておるところでございます。 

 効果額も当然毎年10月あたりに、議員の皆様にもお示ししとるとおり

でございます。ただ、基金に関しては、いざ有事ということで、財政調

整基金の取り崩しを行ったのが現状でございます。分析は毎年度行って

おるところでございます。以上です。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  その都度、ヒアリングをして、執行部の中で、と言いますか、議論を

されておるということでございますが、この質問、全て市民の皆さんに、

財政の状況というのは数字的にはあんまりわからないというふうに思い

ますので、少し数字を並べて、現状だけ話してみたいと。これをとやか

く言うつもりは私もありませんので、既に現実は現実として捉えていく

必要があろうかというふうに思いますので、一つよろしくお願いをいた

します。 

 基金の状況ということで、平成29年度末の財政調整基金は、29年で23

億1,900万。そして31年度末の見込みが10億ということで、10億近い金

額が、財政調整基金がこのような減り方をしとるというところを市民の

皆さんに知っていただきたいというふうに思いますし、減債基金に対し

ましても、6億から3億、そして特定財源を含めた一般会計所管基金が約

86億というのが29年度末でありましたけれども、最終的に31年度では68

億というような見通しになっておるということを市民の皆さんにお伝え

し、財政上、非常に厳しいということはわかっていただけるのではない

かということで、数字的なものを少し述べさせていただきました。 

 次に、市長の答弁にあったかと思いますけれども、今施政方針でも述

べられておりますが、第4次行政改革大綱の話がございます。具体的に

は、その第4次の行政改革大綱、いつごろまでに策定されるのか。予定

があればお伺いしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  第4次行政改革大綱の策定時期についてのお尋ねでございますけれど

も、次のところでも少し市長のほうが触れられると思いますけれども、

この第3次行革大綱、行政改革大綱は、31年度で5年間の契約期間が終了

することになります。ですから、4次の行政改革大綱を作成、次の部分

を策定する必要がございます。次年度において、そういった部分、細か
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いところも協議しながら、次の第4次の大綱を策定していきたいと考え

ておるところでございます。 

 以上です。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  財政健全化に向けては、第4次行政改革大綱ということで、施政方針

にも述べておられますので、ぜひとも早く立ち上げていただいて、検討

いただければというふうに思っております。 

 次の質問になりますけれども、財政健全化計画を維持するためには、

各種、事業の見直しが必要と考えますが、今後の考えについてお伺いを

してみたいと思います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「財政健全化計画を維持するための事業見直し」について

の御質問にお答えします。 

 ただいまの財政健全化計画を維持するための事業見直しについての御

質問でございます。 

 現在の第3次行政改革大綱は、平成31年度で5年間の計画期間が終了す

ることから、第4次行政改革大綱を策定する必要がございます。 

 そのためには、来年度では、本市の最重要課題である人口減対策や災

害復旧事業などを踏まえた財政推計のもと、新たな財政健全化のための

方策を織り込んだ財政健全化計画を策定し、合わせて各事業の見直しも

行いたいと考えておりますので、御理解を賜りますようお願いをいたし

ます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  今市長の答弁で事業の見直しをというようなお言葉もありましたけれ

ども、特に各種事業の見直しは、言葉では非常に簡単な言葉だろうとい

うふうに思います。しかし、市民の皆様方には、大変重要なことであり

まして、ぜひとも毎年常に選択と集中といいますか、スクラップアンド

ビルド、つまり、事業の拡充であったり、また維持、縮小、あるいは廃

止等の検討が必要になります。 

 特に新規事業においてはそれが必要ではなかろうかというふうに思っ

ておりますが、平成31年度予算編成に当たって、検討をされたこととは

思いますけれども、その点はいかがでしょうか。お伺いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの御質問でございますけれども、確かに事業の見直しという

のはあるんですけれども、人口減対策にしても、ほいじゃそれだけ成果

が出るんかということ。なかなか難しい課題です。私で見れば、子育て

の支援とか、学力の向上、働く場を確保すれば、人がふえてくるんだと
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いうことをやってますけれども、実際今年度、それを検証していかにゃ

いけんと。それが全然ならんいうことになると、仕組みもちいと手直し

をしてかにゃいかんと思います。 

 道の駅でもそうです。田んぼアートでもそうです。やってみよって、

なかなかこれ観光資源につながらんというんであれば、仕組みも訂正し

ていかにゃいけんと思いますけれども、今のところ、このことをやれば

人口減対策につながると思ってますので、ちょっと様子を見せてもらい

たいと思います。 

 ただ、そのことを踏まえながら、今後の修正なり、またかけていきた

いと思います。要は市民の皆さん方に、市長がやっとったら、人口減対

策、人が減らずに済んだよのうということを言ってもらえるようなこと

にしていきたいと思いますので、どうか御理解を賜りたいと思います。 

 全然効果のないものを突っ張る気はございませんので、御理解をして

もらいたいと思います。すぐと言われても、なかなか学校レベルのレベ

ルアップ言うても、それは努力してるんですけれども、成果となると1

年とかになってきます。 

 ただ、相対的に考えてることは、ちゃんと成果が出るものと確信をし

ております。 

 よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  先ほど市長のほうから答弁がございましたけれども、事業の見直しと

いうのは私も非常に重要であるし、また非常に難しいというのもわかり

ます。昨年度、また今年度と予算編成をされて、本市の課題である人口

減対策に力を注いでいただいておりますけれども、ぜひともこの点につ

いては、早くというのはなかなか難しいかもわかりませんけれども、検

討していただきたいというふうに思っておりますし、予算も大半がそち

らへ向いているというのも事実でございますので、お願いしたいと思い

ます。 

 特に、スクラップアンドビルドいうことで、より多くの市民の皆さん

の声をやはり執行部主導で伝えるんじゃなしに、やっぱり市民の皆さん

の意見を聞くというのが、私は今後大事じゃないかというふうに思って

おります。 

 そういうことになりますと、市長部局の説明が市民の皆さんへ大事と

いうことでございますので、今後市長は市内あるいは各種団体とそうい

う交渉というか、話し合いというか、理解をいただくための、そういう

機会をもって行くつもりがあるのかどうか、一つお伺いをしたいと思い

ます。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  御指摘のように、市民の意見も聞かんにゃことにならんので、やっぱ
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り直接聞いてみたいですね。ああ言えばこう言うじゃなしに、しっかり

聞いた、そのことをしっかり施策にも結びつけていきたいと。ただ、方

法とすれば、直接聞く方法とか、広報充実させるとかいろいろあるんで、

インターネットのホームページ使うとか、総合的なものの中で、しっか

り説明をしながら、謙虚に市民の方々の批判を仰いでいきたいと。それ

をまた修正材料に使っていきたいと、かように思います。ありがとうご

ざいます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  積極的に市民の声をということでございますので、ぜひとも特に新規

事業であったり、あるいは廃止する事業、継続というのは継続的にある

ことですから、いいですけれども、特に新規、あるいは廃止ということ

については、多くの市民の声を一つずつ聞いていただいて、行政に生か

していただきたいというふうなことを思っておりますので、ぜひともよ

ろしくお願いをいたします。 

 次に、先ほど言いましたように、新聞と重複するかもわかりませんけ

れども、ここの記事の中にも書いてありましたけれども、市長よくいろ

んな会議、あるいは我々の前でおっしゃいますが、体力があるうちに、

手を打つという言葉を述べられております。 

 その体力があるという意味、というか、どのあたりをもって市長はこ

の安芸高田市に体力があるというふうに感じておられるのか。まず伺っ

てみたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  非常に難しい質問ですけれども、私はある事業、今の仕組みの中で、

事業が成功できるんだったら、体力と思いますよ。国のほうが、これは

もうことにならんよと。金も貸さんよということになってきたら、体力

がないと思いますけれどもね。まずはそういう今までの過疎債の充当や

使い方とか、これは国がチェックするわけですから、私が言ったことを

正当にこれええじゃないかと言うてもらうのは、これ体力のうちだと思

ってます。言うたことは、こんなことやらんほうがええと言われだした

ら、これはちょっと考えんにゃいけんと思います。何ぼ国でも。じゃけ

え、体力と言うのは、今の仕組みは十分使えるときだと思ってます。こ

のたびの災害でも、その国の事業とか、激甚災害指定があったんですけ

れども、いわゆる単市でやらないといけない事業も災害もあったわけで

す。これはうちの基金という体力があったもんで、体力で、自分の体力

でカバーしてもらったということでございます。 

 このことはしっかりとした体制の中で考えていかないと、何にもせん

にゃ何もできんわけですから、積極的に市民の方々の了解を得る範囲で、

体力あるうちに事業の推進をしていきたいということでございます。御

理解をしてもらいたいと思います。 
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 非常に答えにくいんですけれども、そういうことでございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  市長大変答えにくいということを言われましたけれども、もう1点。 

 私も大変聞くのが難しい点なんですけれども、さすれば、体力がなく

なったとき、行政はどのようになるのか。非常に不安でなりませんが、

市長そこの点はどうでしょうか。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私が執行部と今の段階で、提案した事業というのは、一応こうしたら

人口減対策になると思ってるわけでございますので、これは市民の方々

にも責任を持って言えると思います。これは。しっかりとですね。 

 だけど、何ぼ考えても先すらないと言ったらそういう形の意味の言葉

は、しっかり市民にまた伝えていかにゃいけんと思います。 

 今は私はそういう状況、まだ頑張りますという伝え方しますけれども、

これやったらだめだということはまだ考えてませんので、御理解しても

らいたいと思います。 

 やっぱり、我々も行政のプロですから、だめなときにはだめと言って、

市民の方にしっかり伝えていかにゃいけんと。そうすると次の選択肢に

はまたほかの方向であると思いますんで、よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 塚本近君。 

○塚 本 議 員  大変答弁に困る質問をいたしましたけれども、私自身も体力がなくな

ったら、この本市どうなるんかなというふうな思いはしておりますけれ

ども、今体力があるうちに、逆に基金の積立金であったり、できるとこ

ろはやっぱり十分考えていただいて、事業の精査も含めて、今後の財政

健全に努めていただければというふうに思っております。 

 午前中の質問でも、どちらかと言うと、要求をするようなことが当然

なことなんでありますけれども、そういう状況の中で財政を健全化して

いくというのは非常に厳しい、また難しい課題だろうというふうに思っ

ております。 

 市民一人一人が住み続けたいまち、安芸高田市のために、ぜひとも早

く市長、財政健全化計画を策定していただいて、今後のまちづくりに役

立てていただきたいというふうに思って、私の質問を終わらせていただ

きたいというふうに思います。 

 ぜひともよろしくお願いいたします。 

 以上で、質問を終わります。 

○先 川 議 長  以上で、塚本近君の質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 5番 山根温子さん。 

○山 根 議 員  5番 山根温子。 
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 通告に基づきまして、大枠2点の一般質問をさせていただきます。 

 先ほど来、体力があるうちに、ということでした。体力があるかどう

かは国がその事業をできるかどうかを認めてくれるうちは、体力がある

ということで、そんな中で多文化共生にしても進めていかれる。さらに

はいろいろな事業を、今回公共施設についても聞きますけれども、その

中の事業の一つになっているんだと思います。 

 では、ます1点目。多文化共生が目指すものについて。 

 施政方針において、多文化共生に向けた取り組みとして、外国人材の

受け入れを進め、外国人の方が安心して暮らせるための支援施策を展開

すると、具体的には、第2次安芸高田市多文化共生推進プランに基づき、

取り組みを強化し、外国人の安心サポートと外国人観光客、人出不足解

消のための外国人の人材の受け入れ、他の自治体からの外国人の移住促

進を見越して、市民総ガイド構想・ホスピタリティで相互満足を掲げら

れております。 

 この多文化共生に向けた取り組みについて、以下5点についてお伺い

いたします。 

 まず（1）として、安芸高田市が目指す多文化共生について、本市の

外国人登録者数の推移と外国人市民の国籍別割合、在留資格別割合の状

況を含め、将来的にどのようなまちを目指されているのか、お伺いいた

します。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「外国人登録者の数の推移、国籍別割合、在留資格別割合

の状況を含め、どのようなまちを目指すか」についての質問にお答えし

ます。 

 本市の外国人の登録者数は、本年1月1日現在660人であります。4年間

で152人が増加しております。中国、韓国国籍外国人が減少傾向にある

一方で、ベトナム、タイ、カンボジア国籍の外国人は、増加傾向にござ

います。在留資格別では、技能実習生が393人と、全体の6割を占めてお

ります。 

 先般、入管法が改正されましたが、日本の将来を鑑みますと、外国人

の受け入れ拡大は、必然の結果であると認識をしているところでござい

ます。 

 本市の目指す多文化共生社会の将来像は、日本人市民と外国人の方々

が対等な関係を築きながら、お互いが信頼し合い、地域社会の構成員と

して、ともに生きてゆくことを最終目的としております。多文化共生事

業をより一層推進することにより、日本人市民と外国人市民がお互いに

支え合い、交流やふれあいが日常的な背景となるまちを目指すものであ

ります。 

 御理解を賜りますようお願いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 
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 山根温子さん。 

○山 根 議 員  入管法が改正されて、また外国人市民がふえていくという中で、今

660人ぐらいの方が入ってきてくださっていると。そして、さらにはベ

トナム、カンボジアあたりの方がふえてきたということです。 

 ここで、在留資格別の割合では、技能実習生が393人と、660人中、約

400人の方が技能実習生ということで、60％ということも言われており

ますが、そんな中で将来的には対等な関係、お互い信頼できる構成員と

してということです。産業や介護分野の労働力として、それぞれの分野

で外国人の方に期待する方が産業界には多くなってきていると思います

けれども、今後に向けてそういった分野にとって、どれぐらいの外国人

労働力、技能実習生を求めていかれるのかという推計のようなものはさ

れてますでしょうか。 

 それが、第2次多文化共生推進プランありますよね。これについて、5

年後ぐらいまでの計画を立てていらっしゃるわけですけれども、これに

ついて、その割合というか、人数的なものを考えて、プランの中でどの

ように考えられているのか、お伺いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  具体的には、数量的には、そういうこと捉えておりませんけれども、

必要があれば捉えていきたいと思います、これは。 

 ただ、これは、日本国でうちが初めての第2次プランでございますの

で、これからうちが先駆者となるわけでございます。2次プランという

のは。まだ広島県もないんですよ。国もない。ただ、国のほうが方向性

を示してくると思いますけれども、そのときはそれを鑑みながら、お金

も使いながらしていきたいと。 

 ただ、企業の方から言われとるのは、この多文化の人がおらないと、

例えば工場が成り立っていかないよということは聞いてます。市内の工

場の中で、例えばベトナムの人が25人とか、外国人が半分占めるとか、

こういう企業の実態がございます。このような実態をいかに克服するの

かが私は課題だと思いますので、定量的に数字を決めてどうこういうの

は、また必要があれば決めていきますけれども、そうじゃなしに、その

実態をしっかり把握してあげて、企業の方を応援していくのが先決と思

ってますので、御理解してもらいたいと思います。 

 数字を何ぼ、数字になって何ヘクタール耕すかなんて、そりゃわから

んことはないんですけれども、我々とすればこういうことを、こういう

思いやりがあるんだということだけは、伝えていきたいと思います。企

業の死活面になってます、今。安倍さんがこのことを、ただ今日本国は、

技能実習生が長くおるとか、こんなことじゃないんですよ。外国は、韓

国あたりは、こういうことに対しては、もう住んだら移民ができるとか

ね。それとか本雇いにするとか、もうレベルが違うんですよ。 

 このことは国に言うていきたいんですけれども、この法律の範囲内で
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うちの工場が、会社がいかにしたらもつんじゃろうかということを今工

業会と検討してます。そういう要望が強いです非常に。そういうことに

直接入っていって、要望も聞いていきたいと思います。そのことを踏ま

えて、ほいじゃどのぐらいの人をどうするかというのは、また次のステ

ップで考えていきたいと思いますので、御理解をしてもらいたいと思い

ます。 

 説明があったらちょっと、頼みます。 

 御理解を賜りますようお願いいたします。 

○先 川 議 長  引き続き、答弁を求めます。 

 市民部長 広瀬信之君。 

○広瀬市民部長  先ほど市長のほうから、平成30年3月に定めました、安芸高田市第2次

の多文化共生推進プランについて、技能実習生等の具体的な人数の目標、

それぞれ業種別は定めておりません。 

 昨年政府が発表された外国人労働者の受け入れ見込みということで、

介護業が今後5年間で5万か6万人、現時点では介護業が6万人不足してお

り、5年後には30万人と言われております。そして、農業分野について

は、初年度の外国人労働者の受け入れが3,600人から7,300人、今後5年

間で1万8,000から3万6,500人。現時点での農業分野の労働力の不足が7

万人。今後5年後には13万人になると言われております。現在の第2次の

多文化共生推進プランについては、具体的な人数等は、入管法も国の法

律の関係上もありまして、具体的な目標は定めておりません。今後、こ

れ毎年見直しをしてまいりますので、今後、こういった国の施策の変更、

大転換期でございますので、これについては国、県の動向を見ながら、

目標数値等の設定を入れるべくか、否かについては、今後検討してまい

りたいと考えております。 

 以上でございます。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  市長がかなり力を入れてらっしゃるので、数値的なことも頭の中には

入れて考えてらっしゃるのかと思いました。 

 技能実習生については、住民基本台帳で人口の中に定住しなくても、

安芸高田市にいらっしゃれば、3カ月以上であれば、住民票が渡せると

いうようなことで、人口減の中では、ある意味1年ごと3年から5年の中

でいらっしゃる間は、人口の中に含めることができる。地方交付税にも

かかわってきますので、そういう意味で、ありがたいということだと思

います。 

 しかしながら、今入管法の関係もあって、人数的なものをプランの中

にも入れてないって言われたんですけれども、私はこの前もシンポジウ

ムあったときに、副市長も出られてましたけれども、岡山県の美作市の

例を聞いております。本当にうちと全く同じような、面積はちょっと私

調べてないですけれども、高齢化率40％、人口は2万8,000人、日本の将
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来を見据えるようなまちであると言われており、人口ピラミッドは既に

棺おけ型という何とも寂しくなるような名称をつけられていますが、高

齢化が極端に高く、若者が少ない。ここの今の市長が人口の1割、3,000

人の外国人を受け入れ、活気を取り戻そうとする構想を打ち出されてい

るとありました。 

 そのために、いろんな施策を打たれてる中で、ベトナムの方に本当に

ターゲットを定めて、しっかりとベトナムの方を受け入れるように、進

めていらっしゃるというところでございます。 

 こういうやり方もあるのだなと。その考え方もそれはいいとは私は思

っているところではございませんが、この美作は産業を中心に、しっか

りと技能実習生として、国もベトナムにターゲットを定めて入れていく。

安芸高田市の場合は、多文化共生というところで、対等な関係でお互い

に信頼できる構成員として、まちづくりにもかかわってほしいというよ

うな形でいらっしゃるということですが、この美作市の動きを、もう御

存じだと思いますけれども、今こういう他市の事例を聞かれて、どのよ

うに受けとめられ、今後に向けて安芸高田市はどういう道を進んでいこ

うと考えてらっしゃるのか。市長のお考えをお伺いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  よそのまちがどうやろうというんじゃなしに、私はうちが一番先駆だ

と思ってますけれども、参考になることがあれば、うちもやっていきた

いと。さっきから数量的に把握しとるかどうかおっしゃるんですけれど

も、ただですね、うちの中の実態が中国とか韓国人だけじゃなくなって

きよるんですよ、もう。中国の方来たら、ちゃんとお金を請求してると

か。ベトナム人とか働きやすいとか、そういうニーズをはっきりつかん

でいかないと、次の計画立てられんですよ。 

 ほいで、私の気持ちは、安芸高田市の企業さんなんか守ってあげたい

思うとるんですよ。農業守りたい思うとるんですよ。そのためには何や

ったらいいかということでございます。 

 ただ、農業守ると言っても、やっぱりこのどういう国が、どういうこ

とをしてるかと。今一番知りたいことは、例えばカンボジアは国が、ど

ういうことを施策で考えてるかということを知りたいんですよ、一番。

うちの中でデスクワークいうのは終わってるんです。ほとんど。第2次

プランというのは、そういう把握の中で、例えばベトナムさんがうちは

農業者を育てたいとか、介護者育てるいうんであれば、ギブアンドテイ

クでうちで、日本の法律の中でやらにゃいけんのです、これは。気に入

らんのんですけれども。7年間、6年間のうちに、半分はこっちにおって、

半分は出るという仕組みをつくっていかにゃいけません。 

 こういう情報収集しながら、身のあるものにしていこうと思ってるん

ですよ、今は。何とかとじゃなしに。それ数字の手入れも必要ならして

いきますけれども、企業の方々困っているのはそういうことです。企業
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によっては、もうベトナムしかつき合わんところもあるんですよ。 

 だから、私が言うように、全体的に幅広げたらいいというそんな単純

な問題じゃないんですよ。今、全部。中国の人が来たら、今度ずっとお

っちゃったら今度は中国の人は、給料が高いからよそへ行くと言って行

っちゃう。もう現実な問題ができてくるわけです。そういう実態を踏ま

えながら、うちに定住してもらう人を、仕組みを考えていかにゃいかん

ということです。 

 そのためには、やっぱり考えてるのが、外国人の方が見たときに、安

芸高田市のほうが広島市や、近隣市町よりかはいいと言ってもらうのは

何かということなんですよ。このことを今しっかり考えようと思ってる

んですよ。 

 ほいで、今言語の翻訳しよる人いますけれども、この人がおるだけで

も、三次とか広島市とかポルトガル語聞いてから、いいと言ってる。こ

ういうことも価値があると思うんですね。言葉大事ですね。だから、こ

ういうことを踏まえながら、うちバージョンのちゃんとしてあげたい。

これが結果的に安芸高田市の農業助けたり、介護助けたりする道につな

がればと思っておりますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  市長のお考えをお聞かせいただきました。 

 美作の場合は、今現在、私が知り得る情報の中では、ベトナムの方80

人、次に向かって500人に向けてふやすという。全体を見たら、安芸高

田市のほうが600人もいらっしゃるわけですから、その中でどのような

方が安芸高田市に向けて、この市によって仕事をすることを選ばれるか

っていうところはあると思いますが。 

 美作で、これはすてきだな。外国の方のことを考えてらっしゃると思

うのが、やはりこちらに技能実習生として来ても、母国に帰ってその来

たことをプラスに働ける。産業界の中でベトナムに工場とかをつくられ

ているところがあって、そこに向けて母国に帰ったらそこで働けるとい

う日本語ができるから、さらに中で役に立つ働き方ができるというとこ

ろまで考えられている。そういうところまで進めて差し上げることもプ

ラスになるというところが、失礼ですが、先駆的に支援を考えていらっ

しゃる自治体の動きかなと思っております。 

 では、次、（2）の外国人の方が安心して暮らせるために、外国人の

方の不安はどのようなものであり、施策としてはどのように支援される

のかお伺いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「外国人の方の不安はどのようなものがあり、施策でどの

ような支援をするのか」についての御質問にお答えします。 

 外国人の相談窓口として、多文化共生相談員を配置して、全般の相談
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に応じているところでございます。相談件数は、毎月200件から250件あ

ります。その都度、適時対応をしておるところであります。 

 相談内容につきましては、生活、健康、教育、就労、住宅、入管に関

することなど、多岐にわたっております。 

 生活・健康に関する相談が、全体の4割を占めております。生活に関

する事案では、税の申告、年金、介護保険の手続を初め、各種申請等の

支援を行っているところでございます。 

 また、健康に関する相談につきましては、医療機関等のパイプ役とし

て、事務的な手続などについて支援を行っているところであります。 

 多文化共生相談員は、外国人の方のみならず、日本人の方からも絶大

な信頼を得ております。今後さらに体制を充実して、市民総ガイド構想

の推進を初めとして、日本語教室や交流事業などの拡充、また災害時に

おける外国人支援体制の確立を図っていきたいと考えておりますので、

御理解を賜りますようお願いいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  いろいろな面で外国人をサポートするような体制をつくっていくとい

うことですが、一番最後に災害時の外国人の支援というところを言われ

ておりました。 

 多文化共生推進プランの中の5番目に緊急時と災害時に安心できる体

制の構築ということで、外国人との防災訓練等が2019年度目標達成時期

とされております。これについて、現在、市長によるハザードマップ説

明会を各町で1カ所ずつ行われております。もう既に今回、高宮、甲田、

向原が開催されたとのこと。先ほども参加人数的なことも言われてまし

たけれども、そんな中でやっぱり外国人のことについても聞かれた方が

いらっしゃるということです。 

 昨年の災害時、情報が届かず、本当に大変な不安な思いをされた方、

報道にも出ていらっしゃいましたし、避難所を利用した外国人について

も、高宮のほうでも一家族利用されておりました。市長によるハザード

マップ説明会、こういったことは外国人の方については、どのようにお

考えでしょうか。お伺いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  このたびの災害について反省点は、もう反省しとるんですよ。幹部会

でこういうことをやっていこうとやってるんです。それ何か言うたら、

今までの高田郡時代の防災会議では、農業の被災とか、道路が壊れたと

か、市民が床下浸水なるとか、こういうことしかやってなかったんです

よ。 

 このたび私が回ってたら向原の外国人が困っとってんですよ。いわゆ

る国際交流のホームページ見て来られたと。非常に不安なんですよね。

日本に来てから。やっぱり知らん土地で、災害の時自分らどうなるかと、
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我々はそこのこと一切対策本部で議論してないんですよ、全然。全く。

どの町もそうです。 

 だから、このことは今回議題にしようということを今申し上げとりま

す。これしてかにゃいけん。今までやってないんだから。それともう一

つはね、農業とか、河川災害については手厚いんですけれども、商業の

方がちょっと抜けとったということで、これ私途中から気がついて、国

に言うて、商業の支援も受けるようにしました。 

 こういう単純なことが今まで抜けとったいうことですよ。今後の防災

計画においては、こういうことを幅広い論点で議論しようと、私を含め

て皆さん反省してるとこでございますんで、今後においてはこういうよ

うな外国人を含めた啓発をしていきたいと。そのためには平素から外国

人の方々にもこういう場合があったら、ここへ逃げるんですよとか、啓

発もしとかにゃいけんと思います。これは反省点でございます。これは、

しっかりとこれからやっていこうと思います。 

 これは、このたびの災害を踏まえて、反省したところでございます。

他の市町もここに気がついてるところはあんまりないと思うんだけれど

も、非常に外国人大事な方なんで、しっかりこういうところも考えてい

きたいと、かように思いますんで、御理解をしてもらいたいと思います。 

 もう既にこれは職員の方に指示してます。今後の防災会議のときには

外国人も対象にしようでということでございます。よろしくお願いしま

す。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  今後に、防災会議に諮って、計画的なものも進められるということで

すが、少しでも早く情報共有の整備をして、今回、ほかの議員も言って

おりますが、もうこの冬の気象状況見ますと、本当に異様な雰囲気です。

これから、どんなことが起こるのかっていう、気象的なことはわかりま

せんけれども、本当に減災に向けた意味では、しっかりと早目に準備が

必要ではないかと思いますんで、そこのところは前倒しでもしていただ

きたいと思います。 

 それでは、次の3番目に入ります。 

 人手不足解消のための外国人の人材の受け入れをされている監理団体

や、企業等の現在の状況をどのように把握され、今後の取り組みに反映

されるのかお伺いいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「監理団体や企業等への現在の状況、今後の取り組みへの

反映」についての御質問にお答えします。 

 商工会、工業会、介護、農業など、さまざまな分野の方々が私のとこ

ろに相談に来られております。どの分野でも、人手不足が深刻化してお

り、外国人材の必要性を感じておられます。 
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 また、第2次多文化共生推進プランを策定するに当たり、推進会議を

設置いたし、商工会、工業会、医療関係者から委員として、外国人雇用

促進体制づくり等のプラン策定に携わっていただいております。 

 今後におきましても、技能実習生受け入れ監理団体や企業等、また、

安芸高田市国際交流協会と連携して、外国人の雇用促進の体制づくり、

並びに外国人の方が安芸高田市において安心して就業できる、生活でき

るシステムの確立に努めてまいりたいと考えておりますので、御理解を

賜りますようお願いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  市長のところにいろんな団体の方、いろんな方面の方が相談に来られ

るということですが。 

 その中でも課題とされることは、具体的にどのようなことを課題とし

て対策を求められて来られているのか、お聞かせください。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  いろいろなことをおっしゃるんですけれども、一つは現在おる外国人

の方を例えば、いわゆる文化活動とか、そういうものについてのフォロ

ーをしてもらえんかっていうことがございます。現在、来ておる方がお

られます。企業に。企業自体では、福利厚生の分野で手薄いんで、行政

でもフォローしてもらえんかっていうことがございます。 

 もう一つは、将来的に企業考えた場合に、会社が持続できないとおっ

しゃいます。もう人がおらんから。いうことです。先ほど申しましたよ

うに、人がおらんということは、安芸高田の農業が成り立たんっていう

ことになります。7割が兼業農家ですから。これは重要課題として、し

っかり考えていかにゃいけんと。これ深刻です。日本で、安芸高田市に

企業成り立たないと、よそへ行くっておっしゃるんですよ、もう。この

ような深刻な問題で議員の皆様方もここをしっかり認識をして応援をし

てもらいたいと思います。こういう相談がございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  大変深刻な問題を抱えて来られている。お話を聞かれてる中で、やは

りそれであるならば、先ほども1番目、2番目でしたか。1番目に挙げた

ようなこともある程度、もっと具体的に前に進めるようにされる必要も

あるかと思います。 

 では、4番目に移ります。 

 他の自治体から外国人の移住促進を見越してとは、施政方針にこうい

う言葉がありますね。どういうことをあらわされているのかがちょっと

私にはわかりかねたので、お伺いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 
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○浜 田 市 長  ただいまの「他の自治体からの外国人の移住促進を見越してとはどう

いことか」ということについての御質問でございます。 

 来年度からの事業として、他の自治体におられる外国人の方や、市内

に通勤勤務をされておられる、他市町在住の外国人の方々を中心に、移

住・定住を促進してまいりたいと考えております。 

 具体的には、多文化共生相談員を核として、相談員の直接のつながり

や、間接的な友人・知人を介して、外国人の方を紹介してもらい、本市

への移住を促進するように考えております。 

 また、先ほど答弁した相談件数のうち、市外在住の外国人の相談が約

3割を占めております。その方々にも安芸高田市に移住・定住していた

だくよう働きかけ、支援する計画でございます。 

 今後、市民総ガイド構想の推進により、外国人の方に安芸高田市に好

感を持っていただき、本市の印象をより一層高め、移住・定住を促進す

るものでございます。 

 御理解を賜りますようお願いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  ある意味、他市町から引き抜きということは悪いですけれども、こち

らのほうは本当に住みやすくていいですよっていうような形で来ていた

だくということで。このやはりこちらに引っ張るについては、何を売り

にして、具体的に、どういうものを安芸高田市はいいのよ、本当にいい

のよって言って、こっちに来られるまで、引っ張り切れるものをどのよ

うに考えておられるのか。お尋ねいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  本当はこういう場でこういうこと言いたくないんです。他の市町がお

るんで。さっきも言うたでしょ。ナンセンスな話じゃこんなものね。よ

その、北広から来たら、あっちがいなくなるわけでしょ。 

 ただ、このことを思いついたのは、うちの翻訳員の方が非常に親切な

方なんですよ。彼女を慕って来るんですよ。3割も4割も。このことを逃

す手はないと。企業の人も困っとるんですよね、逃げるから。ほいじゃ

おってもらうことを考えにゃいけんのんじゃないかと言っていっとる。 

 彼女慕って来るのやっぱり言葉なんですよ。優しく説明してあげるか

らですよ。母国のこと。そういう意味で言えば、今度いわゆる市民総ガ

イド、ホスピタリティですね。おもてなしをしっかりやっていこういう

こと大事ですよ。 

 それとか、先ほど新田議員おっしゃったように、Ｗｉ－Ｆｉとか、キ

ャッシュカードとか、向こうの利便にたったシステムを構築することに

よって、よそからうちへ住むようになると、私は思ってます。 

 このことは他の市町、まだできてないんで、いち早くやれば、この安

芸高田市がいいと言ってくれると確信してるところでございます。 
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○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  やはり、人と人がつながりを持つっていうことが、一番強いものであ

るというところがあるんだと思います。 

 最後の5番目、大枠1の最後の5番目に入ります。 

 先ほども市長言われておりました、市民総ガイド構想・ホスピタリテ

ィで相互満足では、市民のホスピタリティ、いわゆる「おもてなしの

心」の醸成を図りたい。ホスピタリティは双方が喜びを共有し、両者の

間に相互満足があってこそ、成立すると施政方針で言われております。 

 この市民総ガイド構想・ホスピタリティで相互満足についてのお考え

と、今後の取り組みについてお伺いいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「市民総ガイド構想の考え方と今後の取り組み」について

の御質問にお答えします。 

 市民総ガイド構想というのは、実はガイドじゃなしに、ホスピタリテ

ィなんですよね、これ。市民の方々が外国人に対して、おもてなしの心

を持ってもらう気持ちでやってください。そういった意味でございます。

御理解してください。 

 私の考えております市民総ガイド構想は、施政方針や先般の宍戸議員

の一般質問にお答えしましたとおり、ホスピタリティ・おもてなしで相

互満足をコンセプトにしております。日本人、外国人相互の意思の疎通

がなければ、多文化共生は進展いたしません。 

 多文化共生社会を構築していくため、各種施策・事業を実施していく

上でも、また近年増加傾向にある、外国人観光客などへの対応を総合的

に勘案すると、市全体で取り組む市民総ガイド構想を核として、市民一

人一人にホスピタリティ、おもてなしの心を育むことが大切であると考

えております。 

 今後の取り組みにつきましては、タブレット、スマートフォン端末、

またはその他翻訳機器を導入いたしまして、日本人市民と外国人の相互

のコミュニケーション力、意思の疎通を高めていきたいと考えておりま

す。 

 安心・安全、移住・定住の環境・体制づくりには、言葉の壁が課題と

なっております。壁を低くする手段として、翻訳機器等を活用し、まず

は相互の交流を深める、きっかけづくりを促進をしていく計画でござい

ますので、御理解を賜りますようお願いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  やはりホスピタリティを発揮しようにも、やはり言葉の壁があるとい

うところで、その言葉の壁はスマホとか、そういうアプリを使ってとい

うことでした。 
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 日本に来られ、この安芸高田市に来られた外国の方々、相互に認め合

い、母国の文化慣習などをある程度理解しながらつき合ってつながって

いけることは、とてもすばらしいことと思います。 

 ただ、私このホスピタリティで相互満足という、相互満足というもの

は、先に相互理解が、先にくるものではないかと、私考えます。このホ

スピタリティを施政方針扱っていらっしゃった言葉の中に、これはホス

ピタリティ推進協会によってあらわされてるホームページにある言葉と

同じ言葉が使われている。ホスピタリティは両者の間で、相互満足があ

ってこそ成立すると。 

 しかしながら、相互満足、相互理解でさえも難しい中で、どのように

するのか。理解をすれば、理解するほど摩擦も生じることもあるし、そ

の摩擦を回復させることで、また相互に理解が発生するということもあ

りますけれども。この中で、相互理解と相互満足について、満足という

ものをある意味、技能実習生もそれぞれの国から来ます。そして、さら

に技能実習生じゃなくて、定住されてる方、観光者の方、それぞれに満

足するべき、これをやりたいという、満足のターゲットというか、目的

が違うと思うんですよね。そこを相互満足という言葉を使われた中で、

どういうことを考えて満足を使われたのか。お尋ねいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  申しわけないですけれども、そんなこと全く考えておりません。 

 私は相互の中で、今まで何もやってないですから、言葉を交わすとか、

優しさの中で、そういう理解とか満足度を高めてもらいたいということ

でございます。今まで放っとっても、日本人っていうのは、外国人の方

に逃げまくりよるんですよ。このまず第1点から入ってくださいという

ことです。その結果、理解度とか、満足度高めてもらわにゃいけんと。 

 何とかホスピタリティ協会とかなんとか、全く知らんです。こんなも

んあるとか。私が言うたのは、私の言葉で市民ガイド構想言うたんです。

ガイド構想言うたら、観光と間違うちゃいけんから、それも含めた分で、

こういうことやっていきたいと。このことが外国人に対していいイメー

ジをいただきますよということなんですよ。難しいことは考えてません

ので、御理解してください。 

 これは、理解度がどうかとか、こんな難しいものじゃないんですね。

そうじゃなしに、ちゃんと皆さん方が手軽に、ちゃんと外国人と話すこ

とが目的でございますんで、そういうことをしたい人は勝手に自分で議

論をぶつけたらいいですけれども、私はそこまで考えてません。そうい

うこと考えんこうに、こういう発想いたしました。御理解してください。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  市長全くそんなことは考えてないということで、言葉の使い方という

か、四文字熟語というか、そういうものの使い方ですね。ある意味私は
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おもてなしの心いうと、どうしても観光的な、オリンピックでも使われ

ましたけれども、どうしても観光的な、観光、旅行者に対する対応を考

えてしまいます。 

 そんな中で、しっかりとこの地域に暮らして、一緒に暮らせる対等な

関係づくりという意味での、それを進めるためのガイド構想。しっかり

と市長が自分の言葉で説明されるのが一番だと思います。 

 そんな中で、一つ気になるのは、アプリを使ってそれを進めるという。

ある意味、このアプリ、監理団体の方からも私言われました。医療通訳

なんかで困っているときがあるんだけれども、ここで今はベトナム語、

カンボジア語、クメール語なんかですね。なじみがない言葉があって、

それを通訳できる方がなかなかいらっしゃらない。で、さっとアプリを

使った場合、正確な翻訳にならずにかえって危険なこともある。医療関

係だからですが。 

 私もアプリ使って、目薬を訳してみました。アイシャドウになるんで

すね。目薬。目の薬にしてもアイシャドウ。アイシャドウと目薬はイコ

ールではないけれども、それ以上に翻訳はできないという。そういうよ

うな危険性ももって使われることも考えていらっしゃらないと、難しい

と思います。さらには、監理団体の方が言われるには、やはり入国管理

法の中で彼らは動いている。それぞれのビザの中で動いてるんだから、

そこについてはしっかりと法律に制限されるものがあるので、対応され

る方もその法律を理解して、彼らには対応してほしいと。強制退去や、

その世話をなさった方がまた法に触れて、逮捕になるようなことのない

ように、そこはしっかりと気をつけていただきたいということを言われ

てますので、そういう点について市長はどう受けとめられているか、お

尋ねいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  これは全国に先駆けた新しい施策でございますので、課題はようけあ

ると思います。だけどこのことをやっぱりそういうさっきおっしゃった

ようなことの問題起こらんようなシステムづくりについては注意してい

きたいと思います。 

 それから先ほどの、この何て言うんですかね。外国の方々の理解とか

言うんですけれども、うちは多文化共生の中で、例えば外国の人の宗教

とか、食をこういうことで理解をしている。努めているわけですね。こ

れ、難しいことの理解というのはわかりませんけれども、こういうこと

は十分にやってるんで、このたびの構想についてはしっかりと外国の方

も理解していただけるものだと思ってます。 

 ただ、このことが結果的にさっきのような目薬を間違えるようなこと

になっちゃ困るんで、このことはしっかり関係機関とも調整しながら考

えていきたいと思います。 

 ありがとうございます。 
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○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  国内ではいろいろ技能実習生に絡む事件等も起こっております。しっ

かりそのようなことのないように、本当にガイド構想でおもてなしの心

でやっていただきたいと思います。 

 大枠2点目に入ります。 

○先 川 議 長  質問の途中ですが、この際、14時35分まで休憩といたします。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ２時１５分 休憩 

午後 ２時３５分 再開 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

○先 川 議 長  休憩を閉じて会議を再開いたします。 

 続いての発言を許します。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  休憩をはさみましたが、大枠2点目、公共施設のマネジメントについ

てお伺いいたします。 

 施政方針において、公共施設の配置適正化については、長寿命化とあ

わせて適切な維持管理を行い、市民の皆様に安心して使っていただける

ように、公共施設、インフラ施設の安全確保に努めていくと言われてお

ります。公共施設等に係る課題は、老朽化に伴う安全性や、その更新や

維持補修費用などであり、その財政負担は、将来の住民の世代にも負担

を求めるものでもあることから、以下4点をお伺いいたします。 

 まず1点目。 

 公共施設等の老朽化などによる事故が発生しています。平成18年のふ

じみ野市立大井プールにおける小学生の死亡事故においては、公務員に

対して業務上過失致死罪が適用されました。このことをどのように受け

とめられますか。そして、これからの安全確保に向けた公共施設等の管

理についてのお考えをお伺いいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「これからの安全確保に向けた公共施設等の管理」につい

てお答えします。 

 平成18年7月に埼玉県ふじみ野市の市立プールで発生いたしました小

学生の死亡事故につきましては、事故調査報告におきまして、公の施設

管理に対する無責任の連鎖が、事故を引き起こしたとされております。 

 本市の公共施設等の管理者といたしましては、法令等に定められまし

た基準に合致した管理運営を遵守するとともに、計画的に施設等の改修

等を実施いたし、安心・安全な施設管理運営を行うことが大切であると

考えます。 

 本市では、公共施設等の計画的、かつ効率的な公共施設整備を行うと

ともに、施設等の長寿命化を行うことなどを目的として、平成27年2月
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に市公共施設等総合管理計画を平成29年3月に同個別計画をそれぞれ策

定いたし、その取り組みを推進しておりますので、御理解を賜りますよ

うお願いをいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  先ほど計画は策定しているという、個別計画も策定しているというこ

とでございます。 

 今回のふじみ野市立大井プールの件で、これについては施設所有者は

業務上観客などの安全を確保できる施設を提供する責務を負っていると

いう判例が出ました。このことはさらに公共施設であっても、しっかり

と管理しなければいけないというようなことでございます。 

 しかしながら、今老朽化した施設がふえております。老朽化した施設

は、市民の生命と財産を脅かす時限爆弾であると言われております。ま

さに、そうであるからこそ、今後においてこの更新費用、またしっかり

と管理していくことが問われるわけですが、じゃあ誰が施設の安全管理

に責任を持つのか。委託で大丈夫なのか。仕様書や見積書もチェックで

きないような、専門的な人材が普通、小さいこういった自治体ではいま

せんから、その中で数100本の契約、それも無責任な連鎖のあったよう

な契約がこの場合のようにあった場合は、そのコストも無責任でありな

がら何千万もかかっているところでございます。 

 そういうことに対して、香川県のまんのう市などは、公共施設の包括

保守点検委託を行っております。近くでは廿日市市も小規模修繕を組み

込んだ広域的な展開をしていらっしゃるとのことですが、このことにつ

いて、包括的な保守点検委託については、市長どのようにお考えでしょ

うか。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  公共施設の維持管理につきましては、大変大事なことと認識をしてい

ます。 

 行政も合併以来、大変無責任な方法で管理をしてるわけ、指定管理者

と言って、誰かに任せてると。ほいで、我々もこのことを参考にしなが

ら、やっぱり再点検をしていかにゃいけんと思っております。これした

いと思います。よその事例じゃなしに、我々も指定管理ということで、

当時合併したときに、かなり行政の責任逃れみたいに、事業団等に任せ

てるんですけれども、こういうことにならないように、再度、施設点検

管理を含めて、検討していきたいと思います。これ大事なことです。あ

りがとうございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  考えられるときには、先ほど申し上げてるように、包括保守点検委託

というのが財源的にも厳しい中で、プラスになる可能性のあるものだと
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いうような結果も出ておりますので、失敗したところもありますけれど

も、廿日市市、まんのう町、東村山市などを見ながら頑張って、考えて

いただきたいと思います。 

 2点目に参ります。 

 公共施設等については、総延べ床面積縮減を掲げて公共建設物管理を

進めてこられました。20年間で30％以上削減の目標に向けた現在の状況

をお伺いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  「公共施設等総合管理計画の進捗状況」についてお答えをいたします。 

 平成27年2月策定の市公共施設等総合管理計画におきまして、総延べ

床面積縮減目標を平成47年までの20年間で30％以上として掲げ、施設の

類型ごとに策定いたしました個別計画に沿い、行政改革の実施要綱とし

て、その取り組みを実施しているところでございます。 

 財産異動報告による平成29年度末までの建築物の縮減面積は、7,700

平方メートル、縮減目標に対する割合は2.8％でございます。 

 小学校統合等により、行政財産としての機能は廃止となっているもの

の、実態として建築物が現存しておりまして、延べ床面積の縮減が進ん

でいない状況でございます。 

 今後につきましては、学校統合を含めまして、施設統合縮減可能なも

のについては、再度事業を推進できるよう、検討してまいりたいと思い

ます。御理解を賜りたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  2.8％の縮減ということで、大変今後に向けても厳しい状況ではある

と思いますけれども、ある意味縮減ではなく、縮絨をという声もござい

ます。しっかりと面積を減らすことをばっかり考えずに、いかに活用す

るか、というところで考えることも大切かと思います。 

 3点目に入ります。 

 資産の活用に向けた発想の転換を行った他自治体の先進事例がありま

す。これが縮絨というようなことにもつながると思います。 

 図書館については、佐賀県の武雄市図書館や武蔵野プレイスなどが報

道でも取り上げられております。公共施設等の面積を縮減しながらも、

利用率などを上げることによって、活用の充実を図るということについ

ては、どのようにお考えか。市長と、これについては図書館の機能につ

いてもありますので、教育長にもお伺いいたしたいと思います。お願い

いたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  「利用率の向上による資産活用」についてお答えをいたします。 

 議員御指摘のとおり、公共施設等の面積を縮減しつつ、一方で施設の
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利用率を向上させ、施設活用の充実を図ることは、大変重要なことであ

ると考えております。 

 このような考えのもと、本年度、甲田小学校隣接地へ、児童クラブ機

能と基幹集落所機能をあわせ持った、仮称、甲田児童クラブ・甲立地域

交流センターを新設したところでございます。 

 また、現在の八千代支所や八千代図書館につきましては、八千代フォ

ルテ内へ移転をさせ、施設の複合化を進めているところでございます。 

 施設の複合化は、限られた財源の中で、公共機能を維持しつつ、施設

面積の縮減につなげるとともに、利便性や利用率の向上などが期待でき

ると考えております。 

 御理解を賜りますようお願いいたします。 

 なお、図書館等の活用につきましては、教育長より答弁いたします。 

○先 川 議 長  引き続き、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの「施設の活用の充実」についての御質問にお答えをいたし

ます。 

 市長からの答弁にもありましたが、八千代支所及び八千代図書館のフ

ォルテ内への移転のように、施設の複合化を進めることは、機能の集中

による利用者の利便性の向上や、また空間を共用することで、合理的な

活用ができるものと考えています。 

 議員御指摘の武雄市の図書館や、武蔵野プレイスといった大きな規模

には及びませんが、八千代図書館がフォルテ内へ移転することで、今後

は利便性や利用率の向上が期待できると考えています。 

 これまで以上に、利用者にとって居心地がよく、役に立つ図書館を目

指し、まずは図書館に来てもらえるような工夫、例えば幸いホールが隣

になりますので、ホールを活用し読み聞かせやお話し会、また紙芝居会

を開催するなど、絵本や雑誌等、図書に触れる機会の提供に努めてまい

りたいと考えております。 

 御理解をいただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  今後に向けては、図書館などのこういうものだっていうところから、

また少しやわらかい形で、図書館についても、人に使っていただける、

子供たちとか学生さんとか、利用されるような図書館であることを願い

ますが。 

 県の教育長の平川教育長も県立高校の図書館改革を行っておられます。

図書館に子供たちが生徒を集める、そして本になじんでいただくという

ことで、安芸高田市のアージョのところも高校生がいつも図書館から高

校寄りですけれどもあそこへ行って、たくさん勉強されていると。もっ

とその人たちに、図書館のほうを使っていただいたりすることも必要で

はないかなと。あのフロアを何とか有効に使っていただきたいと思いま
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す。 

 函館の蔦屋書店とか、プレイスもそうですけれども、シリウス、大和

市のシリウスでは、年間300万人の方がその建物、図書館だけではない

ですけれども、大きい建物使われるということで、今のは図書館にも飲

食というか、飲み物も飲めるような状況の図書館もあります。しっかり

と使っていただきたい。 

 ある意味、一人当たりの貸し出し冊数というのは意味がないと言われ

ております。入館者数を評価すべきであって、貸し出し登録率は20％程

度で年1回以上の利用というのをその半分程度、利用者の1割が9割の貸

し出しを行っている。年30回以上は、本当に0.1％に至らないというと

ころですから、いろんな方が図書館に入っていただいて、本を読むなり、

その雰囲気の中で動いていただく。そういう快適な空間にすれば、人が

集まりお金が落ちるというようなことも言われております。しっかりと、

これからの有効活用を考えていただきたいと思います。 

 最後、4点目に入ります。 

 公会計制度との連動、固定資産台帳により、施設建物の寿命と設備の

更新を考えることができるようになりました。つまり、施設について、

あと何年使うか、という終期設定をすることで、その年数に合わせて必

要な更新費用や維持補修費用が定まり、その施設のライフサイクルコス

トを考えていくことができるということです。 

 このような取り組みによって、公共施設にかかる財政負担を計画的な

運営の中に編み込んでいき、その寿命や設備更新、さらには転用可能性

も視野に入れた資産活用が考えられると言われております。本市におい

て、公共施設の終期設定をすることなどに取り組むことについては、市

長はどのようにお考えか、お伺いいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「公共施設の終期設定への取り組み」についてのお答えを

いたします。 

 市公共施設等総合管理計画の公共建築物管理基本方針において、今後

も持続的な利用を行う施設については、これまでの対処療法的な維持管

理から、経営的視点に立った計画的な維持管理による施設の長寿命化を

行うことといたしており、施設の長寿命化への取り組みは必要であると

認識しております。 

 平成29年3月に市公共施設等総合管理計画個別計画を策定しておりま

すが、その個別計画へ施設の寿命化目標を定めることが必要となりまし

たことから、まず財産管理課策定の集会施設編において、法定耐用年数

を超える目標使用耐用年数を設定いたしたところでございます。 

 今後、この個別計画においても、持続的な利用を行う施設については、

同様の目標使用耐用年数を設定していきたいと考えております。 

 御理解を賜りますようお願いをいたします。 
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○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 山根温子さん。 

○山 根 議 員  寿命化計画で耐用年数を考えていくということです。私が終期設定と

言ってるのは、終期を決める、終期が来たら壊すと思われがちですが、

あと何年使うかを設定することで、その年数に合わせて必要な更新、維

持補修費用、ここまで使うとしたら、ここで一緒に設備の更新をしよう

とか、建物のここの補修をしようとかいうことが決まってくるんですね。

ですから、お金を落とすのに、有効に落とせていく。 

 さらには、耐用年数でなく、利用年数で考えるべきではないでしょう

か。これだけの間、ちゃんと利用できるように、そしてその先には転用

なり、いろんな使い方を、それに向かって考えていくということができ

ます。 

 新しいものをつくって、そのつくるときにはそれをいつまで使うか、

終期設定をすることによって、それのさらにその後の転用、どういう使

い方をするかまで考えることができる。落とすコストもしっかりと有効

なコストとして落として、その先にはまた別の可能性を考えられるとい

うことです。 

 ある意味、とても先進的なことですけれども、愛知県の高浜市の庁舎

は、リース方式で整備されております。時代の変化に対応して、いつま

で、どのように使うのかを明確にして、費用の平準化をすることで将来

の負担を明確にできる。民間所有を前提とすることで公民のリスク分担

を適切に行うという合理的な意思決定に結びつくということですが、こ

ういったあと何年使うか、ということを設定して施設を運営していく、

経営していく。運営から経営ですね。経営していくっていうことについ

ては、市長はどのようにお考えか、お伺いいたします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  公共施設を合理的に行うためには、議員御指摘のように、終期設定を

していくほうがベターだと思います。 

 ただですね、このことは単に市民の方々に問いかけると、この施設は

要るんだとか、要らんとか、非常にこの課題が起こってきます。各地域

のエゴが起きたりですね。ただ、この辺の大きな課題にもございますん

で、十分と市民の方々と意見交換しないとこのステップには行けないと

思います。 

 議員御指摘のように、こういう手法を持ちながら、公共施設の管理を

行うってことは大切なことだと思いますので、課題として受けとめたい

と思います。 

○先 川 議 長  山根温子さん。 

○山 根 議 員  課題として受けとめるということでございますが、それで施設を終わ

らせるというのではなくて、そのときの社会状況に応じて、転用など使

い方を考えるということで受けとめていただいて、今後についても今あ
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るたくさんの公共施設、有効活用ができるように、考えていただきたい

と思います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○先 川 議 長  以上で、山根温子さんの質問を終わります。 

 続いて通告がありますので、発言を許します。 

 11番 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  11番 熊高昌三です。 

 最後の質問者ということですが、ひとつよろしくお願いしたいと思い

ます。 

 私は数が多くありまして、5点ほど出しておりますが、これまで同僚

議員の皆さんがかなり内容については議論を深めていただいております

ので、要点を絞って質問したいというふうに考えておりますので、よろ

しくお願いします。 

 まず、1番として、施政方針についてということで、大きなお題目で

すけれども、とりわけ平成31年度施政方針が提案されておりますが、こ

れまでの施策の成果、とりわけ数値的目標に対しての結果、とその検証

は十分行われているか。まずはお伺いしたいと思います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「これまでの施策の成果とその検証」についての質問にお

答えします。 

 平成31年度の施政方針に掲げる最重要課題は、人口減対策であります。

平成28年に市長としての3期目の任期が始まって、これまで一貫として

取り組んだところでございます。 

 人口減対策の数値目標としては、まち・ひと・しごと創生総合戦略に

掲げた人口目標を達成するため、人口の社会増を達成することを目標と

しております。そのために行う取り組みにつきましては、総合戦略の進

行管理表としてまとめ、事業ごとに掲げた数値目標の達成状況をフォロ

ーしておるところでございます。 

 総合戦略で目標を設定して以来、着実に実績を上げているもの、当初

のもくろみとは違う状況が出ている方向転換したものなど、さまざまご

ざいます。そのときの社会状況等に合わせて柔軟に取り組み、最適の方

向に修正を進めていくことができたと考えております。 

 現状では、当面の目標としていた人口の社会増は達成できておりませ

んが、この間取り組んできた施策なくしては現状の人口すら確保できて

いなかったと考えております。 

 今後も引き続き政策方針に掲げております、子育て支援の充実、学校

教育の充実、地域での仕事づくりを三本柱に人口減対策に取り組んでま

いりたいと思います。 

 御理解を賜りますようお願いいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 
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 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長の答弁、これまでも同様のことを聞いておりましたが、とりわけ

人口減対策ということで、数値目標に対しての成果、そういったものを

これまでも問うておりますけれども、平成31年度の目標というのをどの

ように掲げておられるのか。それがあって、どのようにこう数値目標に

達していくのか。 

 前回も、西岡部長さんに聞いたんですけれども、その辺が31年度に向

けて具体的にどのように取り組んでいかれるのか。改めて、もう少し詳

しくお聞きしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 企画振興部長 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  施政方針に掲げた施策、特に31年度の施策についてということでござ

いますけれども、これまでにも御答弁させていただいておりますが、施

政方針に掲げました施策の内容につきましては、毎年、まち・ひと・し

ごと総合戦略の進捗管理表においては、整理をいたしまして、事業ごと

に数値目標の達成状況等をフォローしとるわけでございます。 

 例えば指標の見直し等についても行っております。数挙げればたくさ

んあるんですが、代表的な部分、見直しをした部分ですね。例えば、多

様な働き方を支える環境づくりにおいては、高校生の新規採用者の研修

の受講者数等指標としておったわけですが、それを市内の高校生の市内

企業就職者数へ変更したり、また美しい景観形成では、遊休農地の割合

から遊休農地の解消面積に変更したり、もう一つ例を挙げれば、良質な

宅地、住宅の教育支援では、定住促進団地の成約率でございましたが、

率から今度件数への指標変更など行っております。 

 29年度については近日中にまた改めて報告をさせていただきたいと思

っておりますが、それとは別に、成果と課題については、各年度の行政

評価、決算でも使用しておりますが、そちらのほうで分析をして、その

内容について新年度のほうへ取り上げていくと。 

 新たな数値目標と言いますと、進捗管理表の中で各年度、5年間の数

字目標を掲げとる数値を利用いたします。ただし、既に目標達成をして

おる部分については、また新たなそれより増した上の数値を設定して、

再度契約のほうへ載せておるという状況でございます。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  今年度の施政方針の中の市長の施政方針の2ページに、31年度予算の

柱ということで、人口減対策ということできちっと書いてありますが、

そこの中の平成36年度の目標人口を先ほど言われた、まち・ひと・しご

と創生総合戦略の関係で、推計人口は、1,200人プラスの2万7,500人と

しておりますということですが、もう既にこの方針に基づいたチェック

でいけば、前回も聞きましたが、既に人口の減少が抑えられていないん

ですよね。これを5年ごとの国調にということになると、詳しくわから
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ないということですが、毎年毎年のそのチェックをしながら、それに対

して、年度の御予算組んでいくというのが本来の、私はＰＤＣＡという

んですかね。そういうものになってくるんだろうと思うんですが。 

 そこはここを見ただけでもわからないんですが、現状含めて改めて31

年度、30年度の結果と31年度をどのようにしていくのかというのを改め

て確認したいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 企画振興部長 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  先ほど新年度分につきましては、進捗管理表において設定をしておる

ということでございますが、基本的にはどの人口減対策の部分が即効性

があって、成果が数字で出せるかという部分については、これまでも本

日も市長のほうが答弁をした中身であろうと思いますが、なかなか数字

に出ない部分、今の進行管理表と言いますか、総合戦略においては、と

りあえず総合計画の部分との整合をとってますので、扶助的な部分の事

務に関する事業であるとか、そういったもの全て入ってますので、私の

中での思いと言えば、成果として挙げるとすれば、やっぱり住宅関係だ

ろう思います。 

 一つには、前回にもお答えしたと思いますけれども、平成28年度まで

の54号線沿線沿いの地域が人口増になった、そういった地域があるとい

う部分は、確かに市としての住宅政策、当然市の住宅の跡地を利用した

分譲住宅。そういった部分で、まさにその的を射た部分かなと。数字を

挙げてもいいんですが、細かい部分は。 

 それともう1点、結婚相談事業であったり、そういった部分がもろに、

直接影響が出てくる部分だろうと思います。市外からの転入者も大筋が

わかりますので、そういった部分は当然実績としても十分上げれるんだ

ろうと思います。 

 ほかの事業につきましては、当初アンケート調査をして、分析をした

部分がございますので、年度ごとにはアンケートをとることは難しゅう

ございますが、31年度がちょうど最終年ということになりますので、そ

れらについては、また次年度実績を見ながら、最終的なアンケートをと

らないとわからないという部分がかなりの件数、福祉関係であったり、

ありますので、そこらは現段階ではまだ成果の部分は出てこないと思い

ます。 

 実際に、どれが即効性があって、どの部分がどのように今の段階で効

果があるかという部分については、少し期間を必要とするものであった

り、先ほど私が言いましたように、数字で合わせるものもあろうと思い

ます。 

 そういった部分については、新年度の予算においても、住宅関係の部

分は重点的に仕事のくくりと一緒ですが、予算を配分しておると思って

おります。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 
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 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  ちょっとずつ成果も、今部長がおっしゃるように、出てきてるという

ことで、一定の評価をするんですが。 

 私が気になるのは、この2ページの36年度の数値が本当に達成可能な

数値として残していけるんかどうか。計画ですから、一応数値は残って

おるんですけども、現実的な数値というのがこれに本当に沿っていける

のかどうか。やっぱりこの時点での実際の数値というのをどのように捉

えておられるか。改めて再度お聞きしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  議員御指摘のように、長期計画というのは、大体5年周期でやるんで

すよ。うちの場合、人口統計ってやってますんで、その時期にはまたこ

ういうふうにしていきたいと。このたび全般の政策決定する前に、かな

りハードルの高い設定をしとるわけですよ。人口が3,000人じゃいうと

ころを半分ぐらいに歯どめをかけると。これ、努力目標としてやっとる

わけで、今さらそう言ってもそうじゃなしに、ここまではそれに向かっ

て努力するとしても、やむを得ないときには、また次の長期計画の改正

のときには、ちゃんと数字の修正をしていくということなんで。これ一

般的な行政のやり方なんで、御理解してもらいたいと思います。 

 市民の方々にあんまり不安を与えるよりも、今はここに向かって努力

しているんだということを言っていきたいと思います。そのためにはど

うすりゃええんかとか、そういうことをしっかりしていきたいと。 

 今、一般に、私事業やろう思うても、事業費削られる中で、もっとも

っとこれは目標達成をしないということにもなるんで、この辺の方々は

市民の方々にも御理解してもらいたいと。一般的に言えることは、人口

統計の5年に1回のものをもとにして、長期的な計画を立てていくという

ことです。市民の方々に、経過を報告するということは、大事なことで

ございますけれども、今のところはそうじゃなしに、今のうちの進行管

理等で進捗については管理をしているということで、御理解してもらい

たいと思います。 

○先 川 議 長  引き続き、答弁を求めます。 

 企画振興部長 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  議員お尋ねの件については、現状の人口動態、どう分析するんかとい

うことだと思いますけれども、これまでにおいても、グラフ等を使用し

ながら資料をつくって説明を申し上げとるとこですが、27、28、29、3

年間の人口動態を見てみますと、自然動態については27、28、29、26年

からは350人の減という部分で、300人平均であったものが、プラス50人

自然減が進んだと。ですが、ここ3年については350人程度で推移をして

おるという状況です。 

 また、社会動態については、25年については149のマイナスですね。

26年が81で、27年が68ということで、その次の28年が81ですか。ですか
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ら、若干差が縮まってきとる。転入転出の差が縮まってきておるという

ふうに御説明を、報告を申し上げとるところですが、しかしながら、29

年度については、減少が157と一転して増加をしたということでござい

ます。 

 これにつきましては、いろんな部分もあろうと思いますが、先ほど住

宅の部分においても、整備が終わって、一応の入居が決まったというこ

とも一つかもわかりませんが、今後30年度の人口動態とまた比べてみた

いというふうに思います。 

 人口は、今申しましたように、確かに確実に減っておるということで

ございますが、計画はあくまでも、趨勢ラインと社人研が示した部分で

す。うちの目標ライン、その3つで推計いたしますけれども、現段階で

はあくまでも当初の部分が計画、次の段階で見直しを図るという考え方

でおります。 

 以上です。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長のおっしゃることもよく理解できるんですね。いろいろ努力はさ

れとるということで。で、部長おっしゃることは、かなり具体化をした

その取り組みにうつってきたなという感じで受けとめておるんですが、

例えば人口ビジョンの31年度の見込みは、2万8,500という数字ですよね。

だから、これに対して、現状がどのようになるかという数字がやはり、

市民と共有しないといけないと思うんです。計画は計画だからという数

字では、何でも計画を立てたら、その通りにいかん場合には、変更計画

というのを何でもつくるわけですから、そういったものがあって初めて、

努力をする方向というのも決まってくるでしょうし、課題等にも市民と

共有できるでしょうから、そういう考え方に少し移行していただけない

のかなということなんですが、改めてまたそのことですが、聞かせてい

ただきます。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 企画振興部長 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  計画の変更ということでございますけれども、先ほども申しましたよ

うに、この計画については、総合計画と基本的には整合をとっておりま

す。総合計画の中で、1,200人という大きなハードルの高い数字を設定

をしたという経緯もございます。 

 それと、整合をとって進めております。確かに、議員おっしゃるよう

に、31年の1日で数字を拾っておりますけれども、住基では2万8,792で

す。趨勢ラインは2万9,008人です。目標ラインは2万9,278で、かなり開

きがあるというのが現状であろうと思います。 

 しかしながら、この開きがありながらも、住民に情報を共有するとい

う、先ほどの中身でございますが、御承知のこととはありますが、今地

域づくり研修会ということで、そういったデータの部分についても、地
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域の皆さんにお示しをして、みずからがその現状を知っていただくこと

によって、自分たちができる取り組みを今検討してもらっとると。一緒

に行政と考えていこうと、そういった部分での取り組みを現在行ってお

るところでございます。 

 以上です。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  今部長おっしゃったように、いわゆる先般藤山先生を迎えて、1％増

の取り組みということで、各振興会の役員さんが来られて、私もたまた

ま参加したんですが、やっと1％増に向けて具体的な取り組みが始まっ

たなということで非常に喜んでおりますが、そこで皆さんと議論すると

きに、具体的な数字が架空の数字を追っかけるよりかは、それぞれの地

域で地域性にあったような人口増対策をするということにスタートを切

ったわけですから。そこに具体的な数字をやっぱり示していかないと、

架空の数字を追い求めて、各地域がその実行をはかっていくということ

は難しいと思うんです。 

 だからこそ、余計に数字というのは大事じゃないですかということな

んですが。それぞれのそういった振興会の皆さんと藤山先生を迎えての

初めての取り組みというのをどのように受けとめておられるか、改めて

聞かせていただきたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 企画振興部長 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  藤山氏を迎えての研修会、今年度2回実施をいたしました。 

 それまでにも振興会の皆さんには、29年にお示しした数値の部分につ

いては、お話をした経緯もありますし、それをもって、趨勢ライン、目

標ラインがこれだけの差があるという指導も御存じのことと思います。 

 講師の先生が独自に推計をされたデータもございましたが、それらと

も併合しながら、今後についても、まず行政主導では基本的には地域は

よくならんだろうという部分は、地域の方も御理解をいただいておるこ

とと思っておりますが、そういった中では行政と地域とが一体となって、

現状をまず把握して、じゃあ地域で何ができるかということも一緒にな

って考えていくという部分を藤山先生のほうから、再度行政と一緒に取

り組むことをお願いしとるという状況でございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長にお伺いするんですが、先ほどの1％増を各地域でやっていこう

という取り組みが出ておりますが、やはり安芸高田市広い面積で、とり

わけ6町という文化の違う6つの町が一緒になった状況ですから、それぞ

れの地域、もっと言えば各町のまたその小学校区単位ですかね旧の。そ

ういったところで取り組む必要があるということに今やっとスタート切

ったんですが、その辺の市長のお考えというのはどのように持っておら
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れるか。改めてお聞きしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  私は実は藤山先生の1％の話を余り理解してないんですよ。今度勉強

させてもらいます。 

 ただ、評論家とか、先生の言うことをそのまま受け入れることできん

ので、私が納得したら、うちに合うような形で、また施策の展開をして

いきたいなと。今度会ってみますから。直接。ほいで話聞いてみて、前

の何とかいう先生がおったでしょ。高宮から来てる分の。あの人の聞き

よったら、金は何ぼ突っ込んでもいいようなことを言うてだから、そう

じゃなしに、ちゃんと行政の悩みも聞いた上で、しっかりした考え方だ

ったら、採用していきたいと思いますので、御理解してもらいたいと。 

 近いうち会うてみたいと思います。よろしくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  私は市長が理解をされて、やっとそこまでたどり着いたんかなと思っ

たら、私は理解してないということでしたが。部長との間入られる副市

長、どんなふうに受けとめて、これは行政まわしていくんですか。少し

私は今の答弁で疑問持ちましたけれども。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 副市長 竹本峰昭君。 

○竹本副市長  市長が言われる人口減対策の中で大きな柱というのは、全体的には今

の三本の矢を基本的に行政の土台、基礎をしっかり固める中で、やって

いきたい。 

 そういった中、施策としたら、サテライトオフィスの誘致であったり、

今進めております八千代町の住宅団地の整備、さらには先ほど山根議員

の中でも意見として言われとったように、人口減対策の中には、外国人

の技能実習生等の数も含まれる。そういった大きな柱もある中で、やっ

ぱり全体的な多文化共生等もしっかりする中で、そういった人口減対策

を進めていきたい。 

 と、もう1点は市長の、基本的には、市長先ほど会ったこと、直接本

人と会っていらっしゃらないかもわかりませんが、事業の内容は、担当

課担当部より市長も聞かれとると思う。そういった先進的に市としての

方向でやる部分と、地域には地域の特性ごとに地域の中で人口減対策を

考えていただく仕組みを2つのやり方でやっていきたいという中で、現

在地域の中で、その地域の特性、人口動向、または地域の中でどのよう

な仕組みがとれて、人口減対策できるか。 

 その2つの方向で大きく人口減対策の施策を打っていきたいという思

いで今事業を進められております。 

 そういった中の今回の事業であるということは、理解いただきたいと

思います。 
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 以上です。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  なかなか十分な理解ができるような話じゃないと思うんですが、それ

は理解できるできんということよりか、具体的に人口増に結びつくよう

な取り組みをしてもらえれば私はいいわけで、ただ、一体となって行政

が取り組むということになれば、市長は私は理解してないけれども、と

りあえずやっておるんで、今度会ってみましょうというような答弁があ

ったんでは、なかなか現場は難しいかなという気がしたんで、市長ぜひ

早く藤山浩先生とお会いされて、本当にどんなふうに考えてるのか、理

解をされてやれれば、もっとスピード感をもって、各担当部署もできる

んかなという気がしますんで。ぜひそれは早いうちに取り組みをいただ

きたいと思います。 

 とりわけ、各地域ごとという取り組みはあるんですが、ちょうど昨日

知り合いから聞いたんですが、産婦人科である、大畠産婦人科さんです

ね。これが5月で閉院するという情報が私は入ったんで、今朝確認しま

したら、その通りだということですが。こういった状況が起こるという

のは、いろんな要因があるんだと思うんですよ。これは大きなイメージ

のダウンというか、実際的にそこで子育てをしよう、あるいは赤ちゃん

を産んでいこうという皆さんにとっては、大きなショックなんですよ。

こういった現状を知っておられたか、あるいはどのように受けとめられ

たか、というのをちょっと聞いておきたいんですが。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  安芸高田市でこういうこと考えていく前に、小児科がないとかですね。

これ大きな課題なんですよ。ただ、どうしてないかといったら、使うも

んがおらんけえいうことになるわけですね。また、三江線とか、今芸備

線の議論と同じようなことになってきます。だから、そのことはしっか

り行政としても、やっぱり真摯に受けとめていかにゃいけんと。残す意

味でですね。 

 ほいで、今この話いうのは、聞いたら、今度ちょっと院長と話してみ

ようと、具体的にまだよくわかんない話なんですね。ただ、私で見れば、

残ってくれと言いたいんだけれども、経営が成り立たんって今言ってお

られるんで、この辺を真摯に聞いてちゃんとした対策もとっていきたい

と。できれば残ってくださいと言いたいんですけれども、経営ができん

と言われたら、ほいじゃあんた経営実費を支援してくれるんかと。なん

でこのことはまた皆さんにも諮っていかにゃいけんと思いますので、大

事な話なんで、ちゃんとした対策はこれからも考えていきたいと思って

ます。 

 私の力がどこまで及ぶかわかりませんけれども、最初はやっぱり残っ

てもらうような形で、行動していきたいと思いますので、御理解をして
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ください。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  きのうのきょうですから、市長も御存じないというのは仕方がないこ

とですが、部長のほうは把握されとるんか。あるいはその原因が、要因

がそういう経営上の問題なんか。いろんなことがあると思うんですが。 

 要は市長が今おっしゃったように、数が減ってるから、採算が合わん

ということになるんだと思うんですが、それだったら、市長がおっしゃ

ったように、どういう支援ができるのか、支援をすれば今後継続できる

んかということも、やはり直接的に会って話をされるということですか

ら、ぜひともこれまで安芸高田市には産婦人科があるんだというのが、

一つの大きな子育てのポイントだったんですね。そういうところを確認

いただきたいと思いますが、部長は詳しく御存じですか。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 福祉保健部長 大田雄司君。 

○大田福祉保健部長  熊高議員の御質問にお答えいたします。 

 私も実は担当課長のほうから知り得たのは、先週の金曜日でございま

す。実際に本日、課長と院長先生に御面会いただいて、少し内容につい

て確認をさせていただいたうえで、報告というふうに思っておりました

けれども、なかなか院長先生のほうから詳細なことにつきましては、お

答えをいただけなかったというのが現状でございます。 

 以上でございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  これは、相手があることですから、今後市長もお話されるということ

ですので、しっかりと対応していただきたいということを要望しておき

ます。 

 次に入ります。 

 1番は全てに影響するんですが、とりあえずそういった人口減対策と

いうことで聞きましたんで、具体的なことに2番からずっとかかわって

きますんで、そういった観点でもお聞きするということで、受けとめて

いただきたいと思います。 

 2番の多文化共生についてということで、これ2つありますが、1番は

多文化共生推進における国の支援制度とその活用状況について、まずお

伺いします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「多文化共生推進における国の支援制度とその活用状況」

についての御質問にお答えいたします。 

 入管法が改正され、国の新たな外国人労働者をめぐる大きな政策転換

となることから、昨年末、総務省から外国人の受け入れ・共生のための
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総合的対応策が公表されました。 

 総合的対応策は、外国人を適正に受け入れ、共生社会の実現を図り、

日本人と外国人が安心、安全に暮らせる社会を実現するための国の総合

施策でございます。 

 この施策は、在留手続を初め、雇用、医療、保健、福祉、生活、住宅、

子育て、人権、教育など、各省庁に連携いたし、多岐の分野にわたって

おります。 

 これらに関する国の補助制度につきましては、都道府県や政令指定都

市などに限定した、助成制度が一部公表されておりますが、一般市町に

対する要綱等、具体的な補助制度の内容については、今後示されるもの

と思われます。国の動向を注視し、また県との連携を図り、本市に必要

な制度活用について検討してまいりたいと考えております。 

 御理解を賜りますようお願いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  国の動向ですから、市長おっしゃるようなことがまず現状だと思うん

ですが、12月25日に関係閣僚会議で一応出されたものが総額211億とい

うものが出てますが、この内容については御存じですか。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  内容については、国は今ごろになってやるわけですから、例えば語学

の研修とかいわゆる在留者への言葉の支援とか、このような支援が主だ

と思います。ただ、言えることは、これからまだ具体的には示してませ

んので、その施策の展開はこれからと思います。 

 今安芸高田市ですね、うち独自がやっとったわけです。今ごろになっ

て安倍さんが言うてきよるわけであって、国の指針はどんどん受け入れ

ますけれども、今までどおり、うちの施策はうち独自でやっていくとい

うことでございますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

 ただ、これからは国の支援があるから、うちの多文化共生の金が、少

しは減るかもわからんです。もっと、10年前にやってほしかったんです

けれども、今ごろになって安倍さんが言ってるわけで、このことは国の

ことはしっかりと活用しながら、していきたいと。うちの多文化共生を

充実していきたいと思いますので、御理解をしてもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長がね、怒られるのはもっともだと思うんですよ。 

 だから、安芸高田市がないお金を使うて、ここまで頑張ってきたんで

すから、だから、安芸高田市に相談があってもええんじゃないかという

ぐらいの状況ですよね。だから、こういうことをやるんで、安芸高田市

頑張っとるから、こういう予算があるから使ったらどうですかというぐ

らいの相談があってしかるべきかなと思うぐらいの状況ですよ。 
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 だから、市長怒られるのは本当にごもっともだと思うんです。安芸高

田市も財源が豊かな町じゃないんで、その中でこういう取り組みをして

きたわけですから、せっかくこういうものができたわけですから、ぜひ

とも早いうちに国へよく東京の方へも行かれるんですから、どんなもの

がどうあって、うちこんなふうにやっとるが、ここに使えんかとか。早

急に対応していただくようにお願いしたいんですけれども。 

 とりわけ、きょうも話があったように、お世話をされる多文化共生推

進員の方ですよね。毎月270件ぐらいの処理をされとると言うようなこ

とも聞いておりますが、本当にパンク寸前の状況です。総合窓口として、

ワンストップのそういった役割もできるというような制度も国全体で言

えば、30億ぐらいついとるんですね。だから、その辺をとってきて、一

人でもふやしてあげるということで、市長の取り組みがさらに推進でき

るんじゃないかなと私は思って、こういうことを申し上げとるんで、そ

れについては担当部も含めて、どのように今後されるのかなということ

を改めてお聞きしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  熊高議員さん、ここまでわかってもらえてありがとうございます。そ

ういうことなんですよ。 

 要は、私、厚生労働省に大事にされるんですよ。私が言いよったんだ

から。ただ、私、口がきついからな。うちに何支援してくれるんかやっ

てるわけ。ただ、向こうのほうもある程度の支援をしてくると思います

けれども、全国的な話してくるわけですよ。全部。今まで、ほかの市町

は10年間は何もせんこうにおってね、うちは前からやっとったのに、差

をつけろというのが私の意見なんですけれども、聞く耳をもってくれる

かどうか、聞いてはくれるんですけれども、この辺はしっかり主張して

いきたいと。 

 いずれにしても、うちがやってる多文化共生のこの追い風になること

は確かですよ。向こうの金が。ただ、これを活用して、うちの分をさら

に充実させていくんだということは、御理解してもらいたいと。私で見

れば、国が言っとる一般的な語学とかいうことはやってくんですけれど

も、さらに例えば仕組みの充実をしていきたいと思うんですよ。 

 例えば、外国の方が住宅を買うんだったら、日本人と同じように支援

をしてあげようとか。こういうようなところに向いて、お金を使ってい

きたいと。逆に、こういうようなとこにお金使わせえと、国にも言うて

いかにゃいけんと思います。いろいろな角度から、私も国に言う権利が

ございますんで、しっかり言うていこうと思いますんで、御理解をして

ください。 

 ただ、私が言うて聞いてくれるかどうかいうのはわからんので、よろ

しくお願いします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 
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 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長も私もあんまりやわらかく物を言うほうじゃないですから、ぜひ

部長さん、部長さん、ことしで定年か。市民部長さん、担当部長として、

あるいは課長さんあたり、担当者行かせたらどうですか。いきなり親分

が行かずに、しっかり地ならしをして、安芸高田市の事情をおっしゃっ

て、それから親分が出ていけばいいんじゃないかと思いますんで、ぜひ

とも31年度とも150億、あるいは関連予算で言えば、1,800億ぐらい、い

ろんな地方創生関係とかも出てきておりますので、まずその情報を探り

ながら、市長さんが出て言われりゃあ向こうもちょっと、あとへ引くか

もわからんので、ぜひともそういう仕組みをつくって、31年度の予算を

しっかり調べて、まだ間に合うところがあろうと思うんで、ぜひともそ

ういう取り組みを。 

 やはりお金がない分、そこの支援をしてもらえれば、やりやすくなり

ますし、とりわけやっぱり現場の状況はかなり市長成果を上げてきとる

んで、その分だけきつくなっとるというのもあるんだと思うんですよ。

だから、そのためにもしっかりこういった予算を使えるようにしていた

だきたいということを改めて市長さん、あるいは担当部長さんあたり、

お考えがあればお聞きしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市民部長 広瀬信之君。 

○広瀬市民部長  外国人材の受け入れ共生のための総合対応策等の補助金の確保につい

ての御質問にお答えいたします。 

 議員さん御指摘のとおり、政府が昨年末に定められた総合的対応策に

つきまして、基本方針が外国人が日本人と同様に公共サービスを享受し、

安心して生活することができる環境を全力で整備していくものでござい

ます。 

 内容につきましては、それぞれの現状認識、課題をもとにして、各種

施策、具体的施策を掲げて、それに合わせて施策を実施していく上での

事業予算も記載されております。総額につきましては、議員さんも申さ

れたとおり、211億円でございます。 

 そのほか、関連予算といたしまして、地域における多文化共生の取り

組み促進・支援ということで、地方公共団体の先導的な取り組みを地方

創生推進交付金により支援するとあります。2月に市長さんと私随行し

て環境省と厚生労働省へ別件で補助金の支援にまいったわけなんですが、

そのときそこの役人の方が、昨年6月に国会の総務委員会で野田国務大

臣が多文化共生に対して、広島県の安芸高田市の市長さんの先進的な事

例を答弁されております。そういったことも省庁の役人の方も御存じで、

かなり市長さん、メジャーということです。 

 我々だけでもいいんですが、より心強いバックアップとして、今後も

市長さんと一緒に国の予算の確保に努めたいと考えております。 

 以上でございます。 
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○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長さんやっておられるじゃないですか。それをしっかり引き続いて

やっていただきたいと思いますし、理解しておりますから。 

 今後、私が一番願うのは、せっかくそういう予算があるんで、厳しい

現場の状況をもっともっと人だと思うんですよ、最終的には。今市長が

考えておられることをしっかり推進しようと思えば、そこの部分をやは

りフォローするにはお金が要るんだという思いがしますんで、推進員の

皆さんも含めて、今後の人材を含めて、いろんなことがかかわって予算

に出てきておりますから、ぜひともメジャーな市長さんが東京でさらに

推進されるように、1番のほうは期待をしておきます。 

 2番に入りますが、（2）ですね。 

 市民総ガイド構想の考え方と、将来見通しについて改めてお伺いした

いと思います。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「市民総ガイド構想の考え方と将来見通し」についてのご

質問にお答えします。 

 私の考えております、市民総ガイド構想は、施政方針や先般の宍戸議

員、並びに山根議員の一般質問にお答えいたしましたとおり、ホスピタ

リティ・おもてなしで相互満足という概念でございます。 

 日本人、外国人相互の理解、意思の疎通がなければ、多文化共生は進

展いたしません。市民総ガイド構想により、タブレット、スマートフォ

ン端末、またはその他の翻訳機器を導入し、言葉の壁をなくしていくこ

とにより、日本人市民と外国人の相互の意思疎通が高まり、おもてなし

の心をより育むことが、日本人、外国人双方の満足につながり、多文化

共生社会の実現に大きく影響するものと考えております。 

 将来見通しにつきましては、市民総ガイド構想を推進することにより、

近い将来、日本人市民と外国人市民との交流やふれあいが、特別な場で

なく、日常生活になることが理想像で、なるべく将来ビジョンを描いて

いきたいと思っております。 

 先般、ＴＢＳで1時間余りの報道をしてもらったんですけれども、向

こうに言わしたら、予算の中身よりかは、こっちのほうが1番ニュース

バリューがあるというて報道されました。だけど、このことは、多くの

皆さんがマスコミの皆さんも、非常に関心を持っておられて、このこと

はやっぱりこれからの安芸高田市の発展のためには、ぜひとも要るんじ

ゃないかと。観光とか、福祉とか、いろんな面で外国人の助けが要るん

で、私は大事なことだと思っておりますんで、御理解を賜りたいと思い

ます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 
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○熊 高 議 員  市長おっしゃるように、お二人の同僚議員のことで、もう既に質問を

受けておられるんで、詳しいことは一応理解はしておりますが、私はこ

のガイド構想という、構想という言葉がまたひとり歩きしないかなとい

う。以前、総ヘルパー構想というのが、そのままずっと来ておりますが、

やはり構想の中にはそれぞれ事業があったりするわけですから、その言

葉も含めて、もう少しわかりやすい形で、市民に示されたほうがいいの

かなということが、これは言葉としても受けとめ方なんでしょうけれど

も。 

 それと、タブレット50機を配布するということなんですが。私は感覚

としたら、ちょっと時期が早いのかなという気がするんです。これ予算

の中でまたいろいろ議論があろうと思いますけれども、今の時期になぜ

必要なのか、市長の考えがあるのをいろいろ聞きましたけれども、聞い

てもまだもうちょっと待ってもいいんじゃないかなと。700万近いもの

をこれにつぎ込む。さっきの予算のこともありますんで、国がこんな関

係の予算もあるんだということになれば、それは国からある程度、そう

いう支援事業としてあるんなら、まだ取り組みをしてもいいのかなとい

う。税金は税金ですけれどもね。 

 やっぱりその成果がどんなふうに出てくるのかというのも見えないと

いうことで、市長はいいんだ、いいんだとおっしゃるけれども、本当に

700万つぎ込んだものが、どういう成果として出てくるんか。ただホス

ピタリティがいいというだけじゃ、なかなかこの700万というものを簡

単に理解することはできないんで、もう少しそこら辺の考え方を改めて

お伺いしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  市民総ガイド構想というのは、私の思いつきで言うたわけであって、

職員の方々にいったん言うたものが、ひとり歩きしたということです。

どっちかと言えば、私はホスピタリティで、市民総ホスピタリティの方

がええと思いよったんです。おもてなしだから。 

 ただ、これが担当課のほうも、これでいったん動いたというから、こ

のことを言っとるんで、そのいろんなところで、私このことを言いわけ

をしてることでございますけれども、名前はどうでもええんだけれども、

これは安芸高田市独自の事業でございます。どこも。 

 ただ、先般これ県に話したら、県もこれやると言ってました。ただ、

よその県がやったんじゃ遅いから、まあ700万っておっしゃるけれども、

この効果は700万じゃなしに、7,000万の、もっとあると思うんですよ。 

 最近外国人言ってますけれども、外国人が日本の評価をするときに、

何を言ってるかということです。先ほど、議員さんの説明ありましたけ

れども、Ｗｉ－Ｆｉがありますかとか。言葉がしゃべれますかとか。そ

ういう評価なんです。うちには百万一心がある言うて来てくれんです。

だから、こういうこというのは、いち早くやることが一番いいと思いま
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す。 

 このこと言うのは、市民にとっても大事なことなんですよ、これ。教

育基本法が変わって、小学生が英語覚えて帰ります。家庭で。子供と相

手にせんと言うんじゃなしに、ちゃんと親が責任を持って相手せにゃい

けんと。自分のことでもあり、市全体のことであり、将来的にも絶対要

ることなんで、私は決して早くないと思ってます。国がやり出してやっ

たんじゃ、どの町もやって評価は薄れるという考えでございますんで、

これ考え方の違いかもわかりませんけれども、よろしく御理解をしても

らいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  まあ10倍ぐらいの経済効果って言うんですかね、そういうものが出て

くると見て、具体的にどんなふうに効果の額というのを市長は描いてお

られるのか。改めてお聞きしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先ほどから数値目標とか、こういうて出るんですけれども、具体的に

と言われましても、これはイメージアップにつながるんですよ。こうい

うこと自体が。いわゆる今外国人がおるんですけれども、安芸高田市民

の対応いうたら、どうなっとるか言うたら、こんにちはぐらいしか言え

ないんですよ。そのことをちゃんと話してあげることによって、コミュ

ニケーションが深まってきます。本当の多文化ができるんです。 

 今うちの職員も頑張ってるんですけれども、ごみを捨てないというの

は文書にしてよう書かんのですよ。それはやっぱり日本ではこうなっと

るんだという、丁寧に説明することがうちの価値を高めるということ。

このことが今後は、うちの企業を助けてもらうようになるし、うちの介

護を助けることになると、これはもう7,000万じゃはかり知れない大き

な成果だと思います。これは、よそのまちよりか、早くやらんと間に合

わんと思います。 

 だからそう思うてやってます。これ、見解の違いがあるかもわかりま

せんけれども、そういうことで御理解してもらいたいと。 

 私も先般言うたかもわかりませんけれども、隣中国人がおりますよ。

5人ほど。洗濯物やってるんですよ。その意思の疎通ができたら、全然

違うんですよ。その使い方が。シュウマイつくって持ってきてんですよ。

こんな関係ができんでしょ。うちの中じゃ。今じゃ。だから、こういう

ことをしてもらいたいと思って、今私言ってるわけです。 

 そのためには、80のおばあちゃんでも、みんなうちの職員も、全員が

対応せんにゃいけんいうことで、総ガイドになっとるわけです。御理解

をしてもらいたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 
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○熊 高 議 員  なかなか議論がかみ合いそうにないんで、議論をやめますけれども、

タブレット50機配ってね。それでそういう効果が出るというのは、ちょ

っと私には想像できないんですね。だから、そこの検証をしっかりやる

ということでないと、やはりこれから予算を通すわけですから、その責

任をしっかり持てるような、検証ができるような仕組みをつくっていた

だきたいと思います。 

 それがなかったら、そういう関係ができないということもどうなんか

なという気がしますんでそこはこれ以上議論しませんが、しっかりと検

証できるような仕組みにしていただきたいということを要望しておきま

す。 

 大きな3番、森林資源活用策についてということで、これも以前から

申し上げとることですけれども、薪ボイラーなどの市の関連施設への導

入と活用について伺います。また、普及推進のため、薪ストーブへの助

成制度を設けてはどうか、ということをお伺いします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの質問にお答えします。 

 先ほどのタブレットいうのは、与えるんじゃないんですよ。教材用に

買うんですよ。勘違いせんように。教材用に。70のおばあちゃんらが、

字がこまいじゃろうけえ、大きいの買うてやってもらうと。練習を、こ

れで。みんなが使うということで、御理解してください。 

 ただいまの御質問にお答えします。 

 市関連施設への薪ボイラー等の導入活用、及び薪ストーブへの助成制

度についての御質問であります。 

 薪ボイラーは、大量生産をされている化学燃料系ボイラーに比べ、汎

用化されておらず、オーダーメイドに近いため、導入コストが高くなる

と考えております。また、燃料となる薪の備蓄場所も必要なため、設置

面積が大きくなり、施設整備にも投資が必要であります。 

 メンテナンスにつきましても、広く導入されていないため、故障した

場合の代がえ部分の調達が手間取り、再稼働まで長時間かかる事例も伺

っております。 

 薪ボイラー等、市の関連施設に導入することにつきましては、こうし

た初期の費用と維持管理、さらには木材燃料の安定的な供給体制の整備

についての検討が必要でございます。 

 次に、薪ストーブは、薪を調達するための労力や、薪を保管する場所

も必要でございます。また、費用が数万円で取得できる化石燃料系スト

ーブと比較すれば高価なものとなります。使用者にとって負担は小さく

ありません。 

 利用実態及び、ニーズの把握を含め、さらなる検討が必要と考えます。 

 私は、この木材につきましては、今後地球温暖化とか考えた場合に、

山の整備が必要と考えてるんですよ。出た木材を薪ストーブに限らず、
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いろんなものに活用していくというのが行政の課題ですから、今その方

向で動いてます。ただその薪だけじゃなしに、全体的な体系として、木

材資源を大事にしていこうと。これがエネルギーとかにしていこうとい

うことは訴えてます。そういう意味で私は今、県の役員もやってるんで

す、こういうことをやるための。だから、このことは重点施策すること

を考えてますんで、期待をしてもらいたいと思います。 

 このことが、いわゆるＣＯ2対策、地球温暖化対策になりますんで、

大きな意味の山の活用というのは、うちの活性化に結びつけていきたい

と思いますので、御理解を賜りますようお願いをいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  総ガイド構想も改めて答弁されたんだけれども、私が言うのは機械に

投資するよりか、人に投資したほうがいいんじゃないですか、というこ

とを申し上げたんで、つけ加えときます。 

 今の薪ボイラーの関係ですが、答弁の後半のほうで、環境問題とか、

山の問題とか、市長自身が県のそういう役員になっておられますから、

そういった観点で、大事だというふうに思うとおっしゃるんだけれども、

冒頭の答弁じゃイニシャルコストが高くてできん。あるいはスペースの

問題でできん。できん、できんという、冒頭の答弁だったんですが、ど

っちがほんまなんですか。市長の考えは。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  地域人材の活用についてというような課題は、しっかりしていかにゃ

いかんと言ってるんですよ。この活用によって、企業誘致も整理してい

かにゃいけんのですよ、真庭みたいに。 

 ただ、当面の薪ボイラーについては、また課題があるんで、こういう

ところはまた別なんで、利用できれば利用したいんですけれども、今私

が聞いとる範囲じゃ、コストもかかるからというんで、課題があります

よと言ってるんで、御理解してもらいたいと思います。 

 全体的には木材使用というのは思ってますんで。よろしくお願いしま

す。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長がおっしゃることも理解できるんですが、要は湯治村、湯の森、

エコミュージアム川根、こういったところがリニューアルの関係でそう

いったボイラーが改修するという計画案が出ておりますよね。そういっ

たことを考えると、早い時期に検討して、コストの問題も含めて、本当

に将来安芸高田市の資源循環型を考えたときに、どちらを選択するかと

いうことの大事な判断をする時期だと思うんですよ。 

 ですから、その改修を化石燃料にされてしまったら、また20年ぐらい

それは改修できませんからね。そこのところを今の時点でしっかりと議
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論していただきたいということを以前から提案をし、協議をさせていた

だいとるんですが、改めてお伺いしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 副市長 竹本峰昭君。 

○竹本副市長  先般の指定管理、及び神楽門前湯治村とかを委員会の中でもお話させ

ていただいたと思うんですが、そういったボイラー関係、特に温浴の関

係については、基本的には来年度、議員御指摘のように、どういった手

法のものがいいか、また全体的にどうするべきか、そういったことを検

討する期間として今考えております。来年度、計画検討していきたい。 

 以上でございます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  検討されるというのを聞いとりますんで、早いうちに言っとかんと、

もう、してしまいましたと言われたんじゃ、手おくれなんで、早目、早

目に手を打ったつもりで、先般から申し上げておるんで、じっくりそこ

の内容の精査をしながら環境問題、あるいは将来の安芸高田市のそうい

う山に関係する仕事づくりにも関係してくるんですね。 

 さっきの西岡部長おっしゃった、すぐ忘れますね。1％という先生の

話。これは地域経済をまわしていくということも合わせておっしゃって

ますよね。人口をふやすためには、その地域で仕事をつくるということ。

西岡部長そういうふうにおっしゃってますよね。人口増も含めて、仕事

をつくらないと、人口はふえませんよという。そういったことを考える

と、外からお金を外に出すような、化石燃料がいいのか、あるいは多少

コストがかかっても、地域で仕事をつくって、山もきれいになって、イ

ノシシ対策にもなって、そういう全部の循環をする仕組みを考えたとき

に、コストも含めて考えたらどうかということなんですが。西岡部長、

担当違うかもわかりませんが、そういう考え方で人口増をしようという

ことじゃないんですか。 

 改めてお伺いします。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 企画振興部長 西岡保典君。 

○西岡企画振興部長  予期せぬところで、指名がかかりましたんで、確かに議員おっしゃる

部分もございます。新たな仕事を地域に創生して、また地域で消費して

という流れだと思います。 

 先ほど市長が理解できなかった部分、1％回帰という部分の言葉自体

だろう思います。人口ビジョンの中では、カップルの20代、30代、40代、

そこらを何組入れるかと。そこらがそういった1％の部分にもなろうと

思いますんで、表現を変えれば、ははあと言う部分もあったかもしれま

せんが、確かに仕事づくり、また消費、そういった部分も必要であると

いうふうには言えると思います。 

 以上です。 



224 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  市長さん、今名前を思い出しました。元島根大学の藤山浩先生。1％

人口増の分。 

 この先生と話をされれば、そういうことも入ってますから、部長さん、

しっかりそこの接点をよろしくお願いします。 

 そう話をされれば、随分また、今のような話も違ってくると思うんで、

私が話をするよりか、藤山先生が話されたほうがよっぽど説得力がある

かと思いますので、ぜひそのことも含めて話をしていただくということ

で、この件は終わりたいと思いますが、とりわけ、薪ストーブの助成制

度というのは、吉田町に薪ストーブをつくるメーカーがありますんで、

これも地域経済を活性化するための一つの手段ですから、これも合わせ

て現状をよく認識をされて、そういった取り組みをできればしてほしい

なということで、そのためには薪ストーブの助成制度もあるほうが、安

芸高田市内にその方の薪ストーブも地場産として、利用できるんじゃな

いかなということで、申し上げておきますんで、そういったことと合わ

せて、この3番はしっかり市長さんも勉強されるということなんで、そ

こら辺で今後に期待をして終わりたいと思います。 

 次に4番のイエナプラン教育について、安芸高田市におけるイエナプ

ラン教育の可能性についてということですが。 

 以前も、こういった話をしておりますので、市長なり、教育長なりが

いろいろ理解をされとると思うんで、改めてお伺いしますが、とりわけ

平川教育長さん、この方もそういうこと提唱されておりますので、一つ

御見解をお伺いしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  先般、県教委とも私協議をいたしました。いいかげんなこと言うちゃ

いけんよと、教育長言いよるじゃないかと言うたら、中身違うとったん

ですよ。 

 要は、向こうが言っているイエナプランというのは、各クラス30人以

上おらんにゃいけんと言ってるんです。それが各1年生が10人、2年生が

10人、3年生が10人、30人を1クラスにすると言うんですよ。そしたら、

さっきのどっか外国でやった例によったら、先輩が後輩をフォローする

って言うんですね。このことが非常にいいということを言ってるわけで

す。ものを教えたり、いわゆる行動を教えたりすると。 

 うちが言うとるように、人数が少ないから、いわゆる児童集めて言っ

てるんじゃないんで、このことは考えがあるんで、県としてはこれを課

題として受けとめられております。今はせんと言われました、これは。

だけど、課題として受け取ると。 

 このことの外国方式を、今これやってくれいうて、福山市が立候補さ

れてます。人口多いから。ほいで、言われました。安芸高田市で言うん
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だったら、吉田小学校ぐらいじゃと。 

 議員御指摘のように、ここでも少ないくらいじゃと。その複式学級に

するためのイエナプランじゃないということは確認できましたんで、御

報告をしておきます。やるというんじゃなしに、こういう考え方もある

ということは確かでございます。 

 以上でございます。 

○先 川 議 長  引き続き、答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  ただいまの安芸高田市におけるイエナプラン教育の可能性についての

御質問にお答えをいたします。 

 イエナプラン教育につきましては、昨年9月議会でも同様の御質問を

いただきました。そのときもお答えをさせていただきましたが、イエナ

プラン教育は、ドイツで発祥し、オランダで普及している教育で、年齢

のことなる子供たちが、理解度や関心、得意分野などを踏まえて、同じ

教室で学ぶところに特徴があると言われています。 

 広島県教育委員会は、マスコミ等で報道されていますように、このイ

エナプラン教育に強い関心を持っているようでございます。来年度予算

には、国内外の教育カリキュラムに詳しい有識者や、市町教育委員会と

意見交換を行い、県内の公立小学校で、導入する場合の利点や、課題を

抽出しての解決策を練る取り組みを行うための経費を計上すると聞いて

います。 

 本市におけるイエナプラン教育の可能性につきましては、県教委の今

後の動向や、国内初の導入として、本年4月に開校される長野県佐久穂

町の教育実践等に引き続き注目しながら、教育委員会としましては、必

要な検討、研究を続けていきたいというふうに考えておりますので、御

理解をいただくようによろしくお願いいたします。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  内容については、今教育長おっしゃったように、昨年お話しをして、

具体的には2月26日ですが、福山が取り組んだというふうなことが新聞

にも出ましたけれども、そういった形の中で、今市長もおっしゃったよ

うに、小規模校に対することじゃないんだと。私もそういうふうに思っ

てますし、ただ、異年齢の子供たちのクラスをつくっていくということ

で、教育そのものが変わってきたということなんですね。時代とともに。

だから、そういう今の教育の限界があるんで、多様な教育の場をつくる

ということの一つがイエナプラン教育だと思うんですね。 

 だから、今回向原高校が随分定員割れをしましたけれども、やはり芸

備線という一つの条件不利があったことは否めないと思いますが、言い

方が悪いかもわかりませんが、もっともっと魅力ある学校にしていけば、

どんなに遠くからでも、あるいはどんなに条件が悪くても、子供たちは

選んで来る可能性が私は高いと思うんですね。 
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 そういう安芸高田市の教育をつくっていくというのが、保育所から今

幼稚園と一緒になっていきますから、ずっと高校までの一貫したそうい

う教育をつくることの一つのきっかけとして、このイエナプラン教育と

いうのをやはり一つの参考材料として、たたき台として考えるべきじゃ

ないかと、いう私は気持ちがあるんですね。 

 だから、田舎の小規模校の学校というのはまた別に、きのくに子ども

の村学園、和歌山のほう。そういったこともできますし。去年の秋、そ

のイエナプランの先生と、今の佐々穂町の先生になる人と、今の和歌山

のきのくに子どもの村学園の先生が2人来て、秋に話をしてもらいまし

たんで、そこら辺のことはよく私も理解をしておるつもりで話をしてま

すんで。 

 要は、安芸高田市の教育の魅力をどうつくっていくかということの一

つがイエナプラン教育じゃないかなということなんです。そこら辺の考

え方をもう少しお聞きしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 教育長 永井初男君。 

○永井教育長  議員おっしゃるとおりだというふうに私も思います。 

 当初、私もイエナプラン教育と聞いたときは、もしかしたら日本で言

うところの、複式学級をもう少し効率的に運営する教育の方法かなとい

うふうに思っておった時期もございますが、研究を重ねていくうちに、

先ほど市長も答弁しましたように、そういうことではなくて、より現実

の社会に近い異年齢の子供たちが、みずから学習の計画を立て、ともに

学んでいき、そのことでより社会に出たときの対人能力といいますか。

そういったところを含めて、学校で学ぶ。その基礎を養うのがイエナプ

ラン教育ということで、今段階理解をしておりますので、そのことにつ

いてはイエナプラン教育の理念を本市も当然学ばなければいけないとい

うふうには思ってます。 

 広島県が全国に先駆けて、4年前に学びの変革アクションプランとい

う取り組みをスタートさせました。今年度が県立を含めて、全開展開の

年というふうに位置づけられました。この中で、抽象的ですが、ややも

するとこれまでは教える教育ということだったのを学ぶ教育。要するに、

教師主導の学習から、子供たちがみずから主体的に学ぶ学習に転換をし

ていきましょうというのが本市におきましても、ここ3年間、4年間かけ

て取り組んできたことでございます。 

 最近、校長会、教頭会でもよく話をしますが、ここへ来てやっと、手

応えを感じる部分も出始めてきております。例えて言いますと、やっぱ

り子供たちが先生からやらされる。あるいは家庭においても、保護者の

方から指示されて、言われてやるということから、みずから学んで取り

組むといったようなところが、学校の行事等をとっても、大きな声で静

かにしましょうとかいうようなことを言わなくても、子供たちがもう自

分たちで、次の準備に取りかかれるという、そういう姿も出てくるとい
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うふうな報告も聞いておるところでございます。 

 冒頭申しましたように、理念については、多分に学ぶところがござい

ますので、引き続き研究を続け、形を変えるというよりも、今の新しい

時代に対応できる教育、すなわち子供たちにとっても、保護者にとって

も、魅力的な教育ということで引き続いて研究を続けてまいりたいとい

うふうに考えます。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  戦後教育の画一性から、多様性に向かって、安芸高田市が取り組んど

るようなことだと思うんですよ。だから、それを進化させたような形で、

そういったものも取り組んでいくという視点を持っていただいて、今後

しっかり研究をいただきたいと思います。 

 それから、5番目に入りますが、三江線跡地について、三江線の跡地

及び資産活用についてのお考えをお伺いします。 

○先 川 議 長  ただいまの質問に対し、答弁を求めます。 

 市長 浜田一義君。 

○浜 田 市 長  ただいまの「三江線の跡地及び資産活用」についての御質問にお答え

いたします。 

 ＪＲ三江線の廃線に伴い、その跡地は、現在運行しております代替交

通バス停や、転回場として利用するため、必要な土地の一部の譲渡を受

けたところでございます。鉄道資産の活用は、地域の活性化を生み出す

一つの手段と考えますが、この資産の取得については慎重な判断が必要

であるとも認識しております。 

 先日開催いたしました、意見交換会でいただきました御意見をしっか

りと受けとめ、これからも地元地域はもちろんのこと、民間団体等から

の意見、計画等については、十分お聞きし、今後の対策につなげてまい

りたいと思います。 

 御理解を賜りますようお願いいたします。 

○先 川 議 長  答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  これについては、先般会議をしてもらいましたんで、ただ1年経過し

た時間というのが地元の皆さんも、非常に不満を持っておられました。

次をいつどんなふうに進められるのか。改めてお伺いしたいと思います。 

○先 川 議 長  答弁を求めます。 

 副市長 竹本峰昭君。 

○竹本副市長  前回の説明が少し執行部としても説明不足なところあったのであわせ

てちょっと話をさせていただきます。 

 29年度から資産活用については、振興会等からもかなり協議をしてや

っていっております。さらに30年度においても、地域振興会、そういっ

たところと年4回協議もして進めてきた状況がございます。 

 そういった中、地域にあっては、現在の時点では、これという活用策
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は現時点では把握できてない。そういった中で、先般市として地域の中

で、現在の中でどのような活用、具体的なものがないという判断のもと

に、広く多くの市民の声を聞く中で、活用策等を検討していきたいとい

う会を持たせていただきました。 

 そうした中、先般もありましたように、この次は振興会とまずは地元

地域の方との協議を踏まえて、どのような手法でいいのか。今一定の思

っとるのは、振興会の代表の人であったり、またそういった市民、また

市外の人でも多くの活用に対する御意見をお持ちの人なんかの、そうい

った人で委員を構成するような委員会等を構成して、具体的な活用策が

どのようにできるのかどうかを含めて、検討させていただきたいという

のが、現在の状況です。 

 これについては、この議会が終わり、4月以降は具体的な仕事をさせ

ていただきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○先 川 議 長  以上で答弁を終わります。 

 熊高昌三君。 

○熊 高 議 員  議員である私にも、なかなか情報入りませんし、だからもうちょっと

オープンにきちっと情報が出るような形にしていただいて、対応の意見

がないと活性化というのはできませんよ。三次あたりは、そういった意

味ではオープンな形で早くから協議会つくってますから。 

 そういった見えるような議論の場をつくっていただくことを要望して

終わります。 

○先 川 議 長  以上で熊高昌三君の質問を終わります。 

 以上で、本日の日程は終了いたしましたので、散会いたします。 

 次回は、3月15日午前10時に再開いたします。御苦労さまでした。 

～～～～～～～～◯～～～～～～～～ 

午後 ４時１２分 散会 
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